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（１）都市計画法（抄）（昭和 43 年 6 月 15 日法律第 100 号） 

（定義） 

第４条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な

発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整

備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い

定められたものをいう。 

２ この法律において「都市計画区域」とは次条の規定によ

り指定された区域を、「準都市計画区域」とは第５条の２の

規定により指定された区域をいう。 

３ この法律において「地域地区」とは、第８条第１項各号

に掲げる地域、地区又は街区をいう。 

４ この法律において「促進区域」とは、第１０条の２第１

項各号に掲げる区域をいう。 

５ この法律において「都市施設」とは、都市計画において

定められるべき第１１条第１項各号に掲げる施設をいう。 

６ この法律において「都市計画施設」とは、都市計画にお

いて定められた第１１条第１項各号に掲げる施設をいう。 

７ この法律において「市街地開発事業」とは、第１２条第

１項各号に掲げる事業をいう。 

８ この法律において「市街地開発事業等予定区域」とは、

第１２条の２第１項各号に掲げる予定区域をいう。 

９ この法律において「地区計画等」とは、第１２条の４第

１項各号に掲げる計画をいう。 

１０ この法律において「建築物」とは建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第２条第１号に定める建築物を、「建

築」とは同条第１３号に定める建築をいう。 

１１ この法律において「特定工作物」とは、コンクリート

プラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれ

がある工作物で政令で定めるもの（以下「第一種特定工作

物」という。）又はゴルフコースその他大規模な工作物で政

令で定めるもの（以下「第二種特定工作物」という。）をい

う。 

１２ この法律において「開発行為」とは、主として建築物

の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土

地の区画形質の変更をいう。 

１３ この法律において「開発区域」とは、開発行為をする

土地の区域をいう。 

１４ この法律において「公共施設」とは、道路、公園その

他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 

 

 

 

１５ この法律において「都市計画事業」とは、この法律で

定めるところにより第５９条の規定による認可又は承認を

受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市

街地開発事業をいう。 

１６ この法律において「施行者」とは、都市計画事業を施

行する者をいう。 

（区域区分） 

第７条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計

画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、

市街化区域と市街化調整区域との区分（以下「区域区分」

という。）を定めることができる。ただし、次に掲げる都市

計画区域については、区域区分を定めるものとする。 

一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画

区域 

イ 首都圏整備法第２条第３項に規定する既成市街地又

は同条第４項に規定する近郊整備地帯 

ロ 近畿圏整備法第２条第３項に規定する既成都市区域

又は同条第４項に規定する近郊整備区域 

ハ 中部圏開発整備法第２条第３項に規定する都市整備

区域 

二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域

として政令で定めるもの 

２ 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びお

おむね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき

区域とする。 

３ 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。 
（開発行為の許可） 

第２９条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発

行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定

めるところにより、都道府県知事（地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市又は

同法第２５２条の２２第１項の中核市（以下「指定都市等」

という。）の区域内にあつては、当該指定都市等の⾧。以下

この節において同じ。）の許可を受けなければならない。た

だし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 

一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区

域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その

規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規

模未満であるもの 

二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計

画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、
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農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築

物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物

の建築の用に供する目的で行うもの 

三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所そ

の他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域

及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用

及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で

定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

四 都市計画事業の施行として行う開発行為 

五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 

六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 

七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 

八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 

九 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第

１項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第２２条

第２項の告示がないものにおいて行う開発行為 

十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 

十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で

定めるもの 

２ 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、

それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模とし

て政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、

あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府

県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げ

る開発行為については、この限りでない。 

一 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建

築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築

物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

二 前項第３号、第４号及び第９号から第１１号までに掲

げる開発行為 

３ 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない

都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都

市計画区域外の区域のうち２以上の区域にわたる場合にお

ける第１項第１号及び前項の規定の適用については、政令

で定める。 
（許可申請の手続） 

第３０条 前条第１項又は第２項の許可（以下「開発許可」

という。）を受けようとする者は、国土交通省令で定める

ところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道

府県知事に提出しなければならない。 

一 開発区域（開発区域を工区に分けたときは、開発区

域及び工区）の位置、区域及び規模 

二 開発区域内において予定される建築物又は特定工作

物（以下「予定建築物等」という。）の用途 

三 開発行為に関する設計（以下この節において「設計」

という。） 

四 工事施行者（開発行為に関する工事の請負人又は請

負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。

以下同じ。） 

五 その他国土交通省令で定める事項 

２ 前項の申請書には、第３２条第１項に規定する同意を

得たことを証する書面、同条第２項に規定する協議の経

過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付し

なければならない。 

（設計者の資格） 

第３１条 前条の場合において、設計に係る設計図書（開発

行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施

するため必要な図面（現寸図その他これに類するものを除

く。）及び仕様書をいう。）は、国土交通省令で定める資格

を有する者の作成したものでなければならない。 

（公共施設の管理者の同意等） 

第３２条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、

開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同

意を得なければならない。 

２ 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行

為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を

管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなけ

ればならない。 

３ 前２項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管

理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する

観点から、前２項の協議を行うものとする。 

（開発許可の基準） 

第３３条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合に

おいて、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準（第

４項及び第５項の条例が定められているときは、当該条例

で定める制限を含む。）に適合しており、かつ、その申請の

手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し

ていないと認めるときは、開発許可をしなければならない。 

一 次のイ又はロに掲げる場合には、予定建築物等の用途

が当該イ又はロに定める用途の制限に適合していること。

ただし、都市再生特別地区の区域内において当該都市再

生特別地区に定められた誘導すべき用途に適合するもの

にあつては、この限りでない。 

イ 当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域、

特別用途地区、特定用途制限地域、居住環境向上用途

誘導地区、特定用途誘導地区、流通業務地区又は港湾
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法第３９条第１項の分区（以下「用途地域等」という。）

が定められている場合 当該用途地域等内における用

途の制限（建築基準法第４９条第１項若しくは第２項、

第４９条の２、第６０条の２の２第４項若しくは第６

０条の３第３項（これらの規定を同法第８８条第２項

において準用する場合を含む。）又は港湾法第４０条第

１項（同法第５０条の５第２項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の条例による用途の制限を含

む。） 

ロ 当該申請に係る開発区域内の土地（都市計画区域（市

街化調整区域を除く。）又は準都市計画区域内の土地に

限る。）について用途地域等が定められていない場合 

建築基準法第４８条第１４項及び第６８条の３第７項

（同法第４８条第１４項に係る部分に限る。）（これら

の規定を同法第８８条第２項において準用する場合を

含む。）の規定による用途の制限 

二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に

供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、

道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地（消防

に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供

する貯水施設を含む。）が、次に掲げる事項を勘案して、

環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活

動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置

され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の

相当規模の道路に接続するように設計が定められている

こと。この場合において、当該空地に関する都市計画が

定められているときは、設計がこれに適合していること。 

イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況 

ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 

ハ 予定建築物等の用途 

ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置 

三 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案し

て、開発区域内の下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第２条第１号に規定する下水を有効に排出するとともに、

その排出によつて開発区域及びその周辺の地域に溢水等

による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置

されるように設計が定められていること。この場合にお

いて、当該排水施設に関する都市計画が定められている

ときは、設計がこれに適合していること。 

イ 当該地域における降水量 

ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況 

四 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に

供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、

水道その他の給水施設が、第２号イからニまでに掲げる

事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要

に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置され

るように設計が定められていること。この場合において、

当該給水施設に関する都市計画が定められているときは、

設計がこれに適合していること。 

五 当該申請に係る開発区域内の土地について地区計画等

（次のイからホまでに掲げる地区計画等の区分に応じて、

当該イからホまでに定める事項が定められているものに

限る。）が定められているときは、予定建築物等の用途又

は開発行為の設計が当該地区計画等に定められた内容に

即して定められていること。 

イ 地区計画 再開発等促進区若しくは開発整備促進区

（いずれも第１２条の５第５項第１号に規定する施設

の配置及び規模が定められているものに限る。）又は地

区整備計画 

ロ 防災街区整備地区計画 地区防災施設の区域、特定

建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画 

ハ 歴史的風致維持向上地区計画 歴史的風致維持向上

地区整備計画 

ニ 沿道地区計画 沿道再開発等促進区（幹線道路の沿

道の整備に関する法律第９条第４項第１号に規定する

施設の配置及び規模が定められているものに限る。）又

は沿道地区整備計画 

ホ 集落地区計画 集落地区整備計画 

六 当該開発行為の目的に照らして、開発区域における利

便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の

保全とが図られるように公共施設、学校その他の公益的

施設及び開発区域内において予定される建築物の用途の

配分が定められていること。 

七 地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止す

るため、開発区域内の土地について、地盤の改良、擁壁

又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられ

るように設計が定められていること。この場合において、

開発区域内の土地の全部又は一部が次の表の上欄に掲げ

る区域内の土地であるときは、当該土地における同表の

中欄に掲げる工事の計画が、同表の下欄に掲げる基準に

適合していること。 

宅地造成及び特

定盛土等規制法

（昭和36年法律

第 191 号）第１

０条第１項の宅

宅地造成及び特

定盛土等規制法

第２６条第１項

の特定盛土等規

制区域 

津波防災地域づく

りに関する法律第

７２条第１項の津

波災害特別警戒区

域 
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地造成等工事規

制区域 

開発行為に関す

る工事 

開発行為（宅地

造成及び特定盛

土等規制法第３

０条第１項の政

令で定める規模

（同法第３２条

の条例が定めら

れ て い る と き

は、当該条例で

定める規模）の

ものに限る。）に

関する工事 

津波防災地域づく

りに関する法律第

７３条第１項に規

定する特定開発行

為（同条第４項各

号に掲げる行為を

除く。）に関する工

事 

宅地造成及び特

定盛土等規制法

第１３条の規定

に適合するもの

であること。 

宅地造成及び特

定盛土等規制法

第３１条の規定

に適合するもの

であること。 

津波防災地域づく

りに関する法律第

７５条に規定する

措置を同条の国土

交通省令で定める

技術的基準に従い

講じるものである

こと。 

八 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に

供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、

開発区域内に建築基準法第３９条第１項の災害危険区域、

地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第

１項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における

土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律

第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域及び特

定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）

第５６条第１項の浸水被害防止区域（次条第８号の２に

おいて「災害危険区域等」という。）その他政令で定める

開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まない

こと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等に

より支障がないと認められるときは、この限りでない。 

九 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区

域及びその周辺の地域における環境を保全するため、開

発行為の目的及び第２号イからニまでに掲げる事項を勘

案して、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹

木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられる

ように設計が定められていること。 

十 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区

域及びその周辺の地域における環境を保全するため、第

２号イからニまでに掲げる事項を勘案して、騒音、振動

等による環境の悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝

帯が配置されるように設計が定められていること。 

十一 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、当該

開発行為が道路、鉄道等による輸送の便等からみて支障

がないと認められること。 

十二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用

に供する目的で行う開発行為（当該開発行為に関する工

事が宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項又は

第３０条第１項の許可を要するものを除く。）又は住宅以

外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供す

るものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発

行為（当該開発行為に関する工事が当該許可を要するも

の並びに当該開発行為の中断により当該開発区域及びそ

の周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害

が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模

以上のものを除く。）以外の開発行為にあつては、申請者

に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がある

こと。 

十三 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用

に供する目的で行う開発行為（当該開発行為に関する工

事が宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項又は

第３０条第１項の許可を要するものを除く。）又は住宅以

外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供す

るものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発

行為（当該開発行為に関する工事が当該許可を要するも

の並びに当該開発行為の中断により当該開発区域及びそ

の周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害

が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模

以上のものを除く。）以外の開発行為にあつては、工事施

行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要

な能力があること。 

十四 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発

行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又

はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該

開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の

妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ているこ

と。 

２ 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術

的細目は、政令で定める。 

３ 地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊性又は公

共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び
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将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める技術的細目の

みによつては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図

ることが困難であると認められ、又は当該技術的細目によ

らなくとも環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障

がないと認められる場合においては、政令で定める基準に

従い、条例で、当該技術的細目において定められた制限を

強化し、又は緩和することができる。 

４ 地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持の

ため必要と認める場合においては、政令で定める基準に従

い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限

り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最

低限度に関する制限を定めることができる。 

５ 景観行政団体（景観法第７条第１項に規定する景観行政

団体をいう。）は、良好な景観の形成を図るため必要と認め

る場合においては、同法第８条第２項第１号の景観計画区

域内において、政令で定める基準に従い、同条第１項の景

観計画に定められた開発行為についての制限の内容を、条

例で、開発許可の基準として定めることができる。 

６ 指定都市等及び地方自治法第２５２条の１７の２第１項

の規定に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に

属する事務の全部を処理することとされた市町村（以下こ

の節において「事務処理市町村」という。）以外の市町村は、

前３項の規定により条例を定めようとするときは、あらか

じめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければなら

ない。 

７ 公有水面埋立法第２２条第２項の告示があつた埋立地に

おいて行う開発行為については、当該埋立地に関する同法

第２条第１項の免許の条件において第１項各号に規定する

事項（第４項及び第５項の条例が定められているときは、

当該条例で定める事項を含む。）に関する定めがあるときは、

その定めをもつて開発許可の基準とし、第１項各号に規定

する基準（第４項及び第５項の条例が定められているとき

は、当該条例で定める制限を含む。）は、当該条件に抵触し

ない限度において適用する。 

８ 居住調整地域又は市街地再開発促進区域内における開発

許可に関する基準については、第１項に定めるもののほか、

別に法律で定める。 

第３４条 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る

開発行為（主として第二種特定工作物の建設の用に供する

目的で行う開発行為を除く。）については、当該申請に係る

開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当す

るほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに

該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発

許可をしてはならない。 

一 主として当該開発区域の周辺の地域において居住して

いる者の利用に供する政令で定める公益上必要な建築物

又はこれらの者の日常生活のため必要な物品の販売、加

工若しくは修理その他の業務を営む店舗、事業場その他

これらに類する建築物の建築の用に供する目的で行う開

発行為 

二 市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源その他

の資源の有効な利用上必要な建築物又は第一種特定工作

物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

三 温度、湿度、空気等について特別の条件を必要とする

政令で定める事業の用に供する建築物又は第一種特定工

作物で、当該特別の条件を必要とするため市街化区域内

において建築し、又は建設することが困難なものの建築

又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

四 農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第２９

条第１項第２号の政令で定める建築物以外のものの建築

又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産

物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建

築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用

に供する目的で行う開発行為 

五 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基

盤整備の促進に関する法律（平成５年法律第７２号）第

９条第１項の規定による公告があつた所有権移転等促進

計画の定めるところによつて設定され、又は移転された

同法第２条第３項第３号の権利に係る土地において当該

所有権移転等促進計画に定める利用目的（同項第２号に

規定する農林業等活性化基盤施設である建築物の建築の

用に供するためのものに限る。）に従つて行う開発行為 

六 都道府県が国又は独立行政法人中小企業基盤整備機構

と一体となつて助成する中小企業者の行う他の事業者と

の連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性

化に寄与する事業の用に供する建築物又は第一種特定工

作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

七 市街化調整区域内において現に工業の用に供されてい

る工場施設における事業と密接な関連を有する事業の用

に供する建築物又は第一種特定工作物で、これらの事業

活動の効率化を図るため市街化調整区域内において建築

し、又は建設することが必要なものの建築又は建設の用

に供する目的で行う開発行為 

八 政令で定める危険物の貯蔵又は処理に供する建築物又

は第一種特定工作物で、市街化区域内において建築し、

又は建設することが不適当なものとして政令で定めるも
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のの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為 

八の二 市街化調整区域のうち災害危険区域等その他の政

令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内に存す

る建築物又は第一種特定工作物に代わるべき建築物又は

第一種特定工作物（いずれも当該区域外において従前の

建築物又は第一種特定工作物の用途と同一の用途に供さ

れることとなるものに限る。）の建築又は建設の用に供す

る目的で行う開発行為 

九 前各号に規定する建築物又は第一種特定工作物のほか、

市街化区域内において建築し、又は建設することが困難

又は不適当なものとして政令で定める建築物又は第一種

特定工作物の建築又は建設の用に供する目的で行う開発

行為 

十 地区計画又は集落地区計画の区域（地区整備計画又は

集落地区整備計画が定められている区域に限る。）内にお

いて、当該地区計画又は集落地区計画に定められた内容

に適合する建築物又は第一種特定工作物の建築又は建設

の用に供する目的で行う開発行為 

十一 市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社

会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成

していると認められる地域であつておおむね５０以上の

建築物（市街化区域内に存するものを含む。）が連たんし

ている地域のうち、災害の防止その他の事情を考慮して

政令で定める基準に従い、都道府県（指定都市等又は事

務処理市町村の区域内にあつては、当該指定都市等又は

事務処理市町村。以下この号及び次号において同じ。）の

条例で指定する土地の区域内において行う開発行為で、

予定建築物等の用途が、開発区域及びその周辺の地域に

おける環境の保全上支障があると認められる用途として

都道府県の条例で定めるものに該当しないもの 

十二 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれが

ないと認められ、かつ、市街化区域内において行うこと

が困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、

災害の防止その他の事情を考慮して政令で定める基準に

従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の

用途を限り定められたもの 

十三 区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都

市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己

の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は

自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目

的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有

していた者で、当該都市計画の決定又は変更の日から起

算して６月以内に国土交通省令で定める事項を都道府県

知事に届け出たものが、当該目的に従つて、当該土地に

関する権利の行使として行う開発行為（政令で定める期

間内に行うものに限る。） 

十四 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審

査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進

するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うこ

とが困難又は著しく不適当と認める開発行為 

（開発許可の特例） 

第３４条の２ 国又は都道府県、指定都市等若しくは事務処

理市町村若しくは都道府県、指定都市等若しくは事務処理

市町村がその組織に加わつている一部事務組合、広域連合

若しくは港務局（以下「都道府県等」という。）が行う都市

計画区域若しくは準都市計画区域内における開発行為（第

２９条第１項各号に掲げる開発行為を除く。）又は都市計画

区域及び準都市計画区域外の区域内における開発行為（同

条第２項の政令で定める規模未満の開発行為及び同項各号

に掲げる開発行為を除く。）については、当該国の機関又は

都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつ

て、開発許可があつたものとみなす。 

２ 第３２条の規定は前項の協議を行おうとする国の機関又

は都道府県等について、第４１条の規定は都道府県知事が

同項の協議を成立させる場合について、第４７条の規定は

同項の協議が成立したときについて準用する。 

（許可又は不許可の通知） 

第３５条 都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、

遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 

２ 前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知

しなければならない。 

（変更の許可等） 
第３５条の２ 開発許可を受けた者は、第３０条第１項各号

に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道

府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の

許可の申請に係る開発行為が、第２９条第１項の許可に係

るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、同条第２項

の許可に係るものにあつては同項の政令で定める規模未満

の開発行為若しくは同項各号に掲げる開発行為に該当する

とき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとす

るときは、この限りでない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定め

る事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければ

ならない。 

３ 開発許可を受けた者は、第１項ただし書の国土交通省令

で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都
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道府県知事に届け出なければならない。 

４ 第３１条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条

の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第

３２条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当

該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置

される公共施設に関する事項の変更をしようとする場合又

は同条の政令で定める者との協議に係る開発行為に関する

事項であつて政令で定めるものの変更をしようとする場合

について、第３３条、第３４条、前条及び第４１条の規定

は第１項の規定による許可について、第３４条の２の規定

は第１項の規定により国又は都道府県等が同項の許可を受

けなければならない場合について、第４７条第１項の規定

は第１項の規定による許可及び第３項の規定による届出に

ついて準用する。この場合において、第４７条第１項中「次

に掲げる事項」とあるのは、「変更の許可又は届出の年月日

及び第２号から第６号までに掲げる事項のうち当該変更に

係る事項」と読み替えるものとする。 

５ 第１項又は第３項の場合における次条、第３７条、第３

９条、第４０条、第４２条から第４５条まで及び第４７条

第２項の規定の適用については、第１項の規定による許可

又は第３項の規定による届出に係る変更後の内容を開発許

可の内容とみなす。 

（工事完了の検査） 

第３６条 開発許可を受けた者は、当該開発区域（開発区域

を工区に分けたときは、工区）の全部について当該開発行

為に関する工事（当該開発行為に関する工事のうち公共施

設に関する部分については、当該公共施設に関する工事）

を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、

その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、

遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適合しているかど

うかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発

許可の内容に適合していると認めたときは、国土交通省令

で定める様式の検査済証を当該開発許可を受けた者に交付

しなければならない。 

３ 都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付した

ときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、

当該工事が完了した旨を公告しなければならない。この場

合において、当該工事が津波災害特別警戒区域（津波防災

地域づくりに関する法律第７２条第１項の津波災害特別警

戒区域をいう。以下この項において同じ。）内における同法

第７３条第１項に規定する特定開発行為（同条第４項各号

に掲げる行為を除く。）に係るものであり、かつ、当該工事

の完了後において当該工事に係る同条第４項第１号に規定

する開発区域（津波災害特別警戒区域内のものに限る。）に

地盤面の高さが同法第５３条第２項に規定する基準水位以

上である土地の区域があるときは、その区域を併せて公告

しなければならない。 

（建築制限等） 

第３７条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、

前条第３項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又

は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の

一に該当するときは、この限りでない。 

一 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工

作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事

が支障がないと認めたとき。 

二 第３３条第１項第１４号に規定する同意をしていない

者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定

工作物を建設するとき。 

（開発行為の廃止） 

第３８条 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を

廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところ

により、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

（開発行為等により設置された公共施設の管理） 

第３９条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関す

る工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設

は、第３６条第３項の公告の日の翌日において、その公共

施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、

他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第３２条第

２項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、

それらの者の管理に属するものとする。 

（公共施設の用に供する土地の帰属） 

第４０条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関す

る工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が

設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の

用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するもの

は、第３６条第３項の公告の日の翌日において当該開発許

可を受けた者に帰属するものとし、これに代わるものとし

て設置された新たな公共施設の用に供する土地は、その日

においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するもの

とする。 

２ 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事

により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規

定するもの及び開発許可を受けた者が自ら管理するものを

除き、第３６条第３項の公告の日の翌日において、前条の

規定により当該公共施設を管理すべき者（その者が地方自
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治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務

（以下単に「第一号法定受託事務」という。）として当該公

共施設を管理する地方公共団体であるときは、国）に帰属

するものとする。 

３ 市街化区域内における都市計画施設である幹線街路そ

の他の主要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土

地が前項の規定により国又は地方公共団体に帰属すること

となる場合においては、当該帰属に伴う費用の負担につい

て第３２条第２項の協議において別段の定めをした場合を

除き、従前の所有者（第３６条第３項の公告の日において

当該土地を所有していた者をいう。）は、国又は地方公共団

体に対し、政令で定めるところにより、当該土地の取得に

要すべき費用の額の全部又は一部を負担すべきことを求め

ることができる。 

（建築物の建蔽率等の指定） 

第４１条 都道府県知事は、用途地域の定められていない土

地の区域における開発行為について開発許可をする場合に

おいて必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地

について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置そ

の他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めるこ

とができる。 

２ 前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する

制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、こ

れらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道

府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保

全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて

許可したときは、この限りでない。 

（開発許可を受けた土地における建築等の制限） 

第４２条 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、

第３６条第３項の公告があつた後は、当該開発許可に係る

予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は

新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途

を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物

としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域

における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地

域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、

又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第８８条第

２項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、

当該開発区域内の土地について用途地域等が定められてい

るときは、この限りでない。 

２ 国又は都道府県等が行う行為については、当該国の機関

又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立すること

をもつて、前項ただし書の規定による許可があつたもの

とみなす。 

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限） 

第４３条 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた

開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を

受けなければ、第２９条第１項第２号若しくは第３号に規

定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作

物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその

用途を変更して同項第２号若しくは第３号に規定する建築

物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建

築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作

物の新設については、この限りでない。 

一 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若

しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 

二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新

築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新

設 

三 仮設建築物の新築 

四 第２９条第１項第９号に掲げる開発行為その他の政令

で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定

工作物の新設 

五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定

めるもの 

２ 前項の規定による許可の基準は、第３３条及び第３４条

に規定する開発許可の基準の例に準じて、政令で定める。 

３ 国又は都道府県等が行う第１項本文の建築物の新築、改

築、若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設（同

項各号に掲げるものを除く。）については、当該国の機関又

は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをも

つて、同項の許可があつたものとみなす。 

（許可に基づく地位の承継） 

第４４条 開発許可又は前条第１項の許可を受けた者の相

続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許

可に基づく地位を承継する。 

第４５条 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地

の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原

を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発

許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を

承継することができる。 

（開発登録簿） 

第４６条 都道府県知事は、開発登録簿（以下「登録簿」と

いう。）を調製し、保管しなければならない。 

第４７条 都道府県知事は、開発許可をしたときは、当該許
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可に係る土地について、次に掲げる事項を登録簿に登録し

なければならない。 

一 開発許可の年月日 

二 予定建築物等（用途地域等の区域内の建築物及び第一

種特定工作物を除く。）の用途 

三 公共施設の種類、位置及び区域 

四 前３号に掲げるもののほか、開発許可の内容 

五 第４１条第１項の規定による制限の内容 

六 前各号に定めるもののほか、国土交通省令で定める事

項 

２ 都道府県知事は、第３６条の規定による完了検査を行な

つた場合において、当該工事が当該開発許可の内容に適合

すると認めたときは、登録簿にその旨を附記しなければな

らない。 

３ 第４１条第２項ただし書若しくは第４２条第１項ただし

書の規定による許可があつたとき、又は同条第２項の協議

が成立したときも、前項と同様とする。 

４ 都道府県知事は、第８１条第１項の規定による処分によ

り第１項各号に掲げる事項について変動を生じたときは、

登録簿に必要な修正を加えなければならない。 

５ 都道府県知事は、登録簿を常に公衆の閲覧に供するよう

に保管し、かつ、請求があつたときは、その写しを交付し

なければならない。 

６ 登録簿の調製、閲覧その他登録簿に関し必要な事項は、

国土交通省令で定める。 

（国及び地方公共団体の援助） 

第４８条 国及び地方公共団体は、市街化区域内における良

好な市街地の開発を促進するため、市街化区域内において

開発許可を受けた者に対する必要な技術上の助言又は資金

上その他の援助に努めるものとする。 

第４９条 削除 

（不服申立て） 

第５０条 第２９条第１項若しくは第２項、第３５条の２第

１項、第４１条第２項ただし書、第４２条第１項ただし書

若しくは第４３条第１項の規定に基づく処分若しくはその

不作為又はこれらの規定に違反した者に対する第８１条第

１項の規定に基づく監督処分についての審査請求は、開発

審査会に対してするものとする。この場合において、不作

為についての審査請求は、開発審査会に代えて、当該不作

に係る都道府県知事に対してすることもできる。 

２ 開発審査会は、前項前段の規定による審査請求がされた

場合においては、当該審査請求がされた日（行政不服審査

法（平成２６年法律第６８号）第２３条の規定により不備

を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補

正された日）から２月以内に、裁決をしなければならない。 

３ 開発審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政

不服審査法第２４条の規定により当該審査請求を却下する

場合を除き、あらかじめ、審査請求人、処分をした行政庁

その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、

公開による口頭審理を行わなければならない。 

４ 第１項前段の規定による審査請求については、行政不服

審査法第３１条の規定は適用せず、前項の口頭審理につい

ては、同法第９条第３項の規定により読み替えられた同法

第３１条第２項から第５項までの規定を準用する。 

第５１条 第２９条第１項若しくは第２項、第３５条の２第

１項、第４２条第１項ただし書又は第４３条第１項の規定

による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採

石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、

公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。この

場合においては、審査請求をすることができない。 

２ 行政不服審査法第２２条の規定は、前項に規定する処分

につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の

請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。 

（開発審査会） 

第７８条 第５０条第１項前段に規定する審査請求に対す

る裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項

を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会

を置く。 

２ 開発審査会は、委員５人以上をもつて組織する。 

３ 委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行

政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公

正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事

又は指定都市等の⾧が任命する。 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることが

できない。 

一 破産者で復権を得ない者 

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は

その執行を受けることがなくなるまでの者 

５ 都道府県知事又は指定都市等の⾧は、委員が前項各号の

いずれかに該当するに至つたときは、その委員を解任しな

ければならない。 

６ 都道府県知事又は指定都市等の⾧は、その任命に係る委

員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解

任することができる。 

一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる

とき。 
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二 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があ

ると認められるとき。 

７ 委員は、自己又は３親等以内の親族の利害に関係のある

事件については、第５０条第１項前段に規定する審査請求

に対する裁決に関する議事に加わることができない。 

８ 第２項から前項までに定めるもののほか、開発審査会の

組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従

い、都道府県又は指定都市等の条例で定める。 

（許可等の条件） 

第７９条 この法律の規定による許可、認可又は承認には、

都市計画上必要な条件を附することができる。この場合に

おいて、その条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者

に不当な義務を課するものであつてはならない。 

（報告、勧告、援助等） 

第８０条 国土交通大臣は国の機関以外の施行者に対し、都

道府県知事は施行者である市町村又はこの法律の規定によ

る許可、認可若しくは承認を受けた者に対し、市町村⾧は

この法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、こ

の法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資

料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすること

ができる。 

２ 市町村又は施行者は、国土交通大臣又は都道府県知事に

対し、都市計画の決定若しくは変更又は都市計画事業の施

行の準備若しくは施行のため、それぞれ都市計画又は都市

計画事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求

めることができる。 

（監督処分等） 

第８１条 国土交通大臣、都道府県知事又は市町村⾧は、次

の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要

な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可

若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、そ

の条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事そ

の他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、

建築物その他の工作物若しくは物件（以下この条において

「工作物等」という。）の改築、移転若しくは除却その他違

反を是正するため必要な措置をとることを命ずることがで

きる。 

一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しく

はこれらの規定に基づく処分に違反した者又は当該違反

の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等

を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係

る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者 

二 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しく

はこれらの規定に基づく処分に違反した工事の注文主若

しくは請負人（請負工事の下請人を含む。）又は請負契約

によらないで自らその工事をしている者若しくはした者 

三 この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条

件に違反している者 

四 詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による

許可、認可又は承認を受けた者 

２ 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとす

る場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確

知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知

事又は市町村⾧は、その者の負担において、当該措置を自

ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行

わせることができる。この場合においては、相当の期限を

定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措

置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しく

は市町村⾧又はその命じた者若しくは委任した者が当該措

置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 

３ 国土交通大臣、都道府県知事又は市町村⾧は、第１項の

規定による命令をした場合においては、標識の設置その他

国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなけれ

ばならない。 

４ 前項の標識は、第１項の規定による命令に係る土地又は

工作物等若しくは工作物等の敷地内に設置することができ

る。この場合においては、同項の規定による命令に係る土

地又は工作物等若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者

又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはなら

ない。 

（立入検査） 

第８２条 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村⾧又

はその命じた者若しくは委任した者は、前条の規定による

権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立

ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土

地において行われている工事の状況を検査することができ

る。 

２ 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、

その身分を示す証明書を携帯しなければならない。 

３ 前項に規定する証明書は、関係人の請求があつたときは、

これを提示しなければならない。 

４ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため

に認められたものと解してはならない。 
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（２）都市計画法施行令（抄）（昭和 44 年 6 月 13 日政令第   

   158 号） 

（特定工作物） 

第１条 都市計画法（以下「法」という。）第４条第１１項

の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作

物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

一 アスファルトプラント 

二 クラッシャープラント 

三 危険物（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号）第１１６条第１項の表の危険物品の種類の欄に掲げ

る危険物をいう。）の貯蔵又は処理に供する工作物（石油

パイプライン事業法（昭和４７年法律第１０５号）第５

条第２項第２号に規定する事業用施設に該当するもの、

港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第２条第５項第８

号に規定する保管施設又は同項第８号の２に規定する船

舶役務用施設に該当するもの、漁港漁場整備法（昭和２

５年法律第１３７号）第３条第２号ホに規定する補給施

設に該当するもの、航空法（昭和２７年法律第２３１号）

による公共の用に供する飛行場に建設される航空機給油

施設に該当するもの、電気事業法（昭和３９年法律第１

７０号）第２条第１項第１６号に規定する電気事業（同

項第２号に規定する小売電気事業及び同項第１５号の３

に規定する特定卸供給事業を除く。）の用に供する同項第

１８号に規定する電気工作物に該当するもの及びガス事

業法（昭和２９年法律第５１号）第２条第１３項に規定

するガス工作物（同条第２項に規定するガス小売事業の

用に供するものを除く。）に該当するものを除く。） 

２ 法第４条第１１項の大規模な工作物で政令で定めるも

のは、次に掲げるもので、その規模が１ヘクタール以上

のものとする。 

一 野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他

の運動・レジャー施設である工作物（学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）第１条に規定する学校（大学を除

く。）又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）

第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園の施設

に該当するもの、港湾法第２条第５項第９号の３に規定

する港湾環境整備施設に該当するもの、都市公園法（昭

和３１年法律第７９号）第２条第１項に規定する都市公

園に該当するもの及び自然公園法（昭和３２年法律第１

６１号）第２条第６号に規定する公園事業又は同条第４

号に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業

により建設される施設に該当するものを除く。） 

二 墓園 

（公共施設） 

第１条の２ 法第４条第１４項の政令で定める公共の用に

供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路

及び消防の用に供する貯水施設とする。 

（大都市に係る都市計画区域） 

第３条 法第７条第１項第２号の大都市に係る都市計画区

域として政令で定めるものは、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市（以

下単に「指定都市」という。）の区域の全部又は一部を含

む都市計画区域（指定都市の区域の一部を含む都市計画

区域にあつては、その区域内の人口が５０万未満である

ものを除く。）とする。 

（都市計画基準） 

第８条 区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲げる

ものとする。 

一 既に市街地を形成している区域として市街化区域に定

める土地の区域は、相当の人口及び人口密度を有する市

街地その他の既成市街地として国土交通省令で定めるも

の並びにこれに接続して現に市街化しつつある土地の区

域とすること。 

二 おおむね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図

るべき区域として市街化区域に定める土地の区域は、原

則として、次に掲げる土地の区域を含まないものとする

こと。 

イ 当該都市計画区域における市街化の動向並びに鉄道、

道路、河川及び用排水施設の整備の見通し等を勘案し

て市街化することが不適当な土地の区域 

ロ 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそ

れのある土地の区域 

ハ 優良な集団農地その他⾧期にわたり農用地として保

存すべき土地の区域 

ニ 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、

水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全す

べき土地の区域 

三 区域区分のための土地の境界は、原則として、鉄道そ

の他の施設、河川、海岸、崖その他の地形、地物等土地

の範囲を明示するのに適当なものにより定めることとし、

これにより難い場合には、町界、字界等によること。 

２ 用途地域には、原則として、次に掲げる土地の区域を含

まないものとする。  

一 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第

５８号）第８条第２項第１号に規定する農用地区域（第
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１６条の２第１号において単に「農用地区域」という。）

又は農地法（昭和２７年法律第２２９号）第５条第２項

第１号ロに掲げる農地（同法第４３条第１項の規定によ

り農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用す

る同号ロに掲げる農地を含む。）若しくは採草放牧地の区

域 

二 自然公園法第２０条第１項に規定する特別地域、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条又は第２５条

の２の規定により指定された保安林の区域その他これら

に類する土地の区域として国土交通省令で定めるもの 

（許可を要しない開発行為の規模） 

第１９条 法第２９条第１項第１号の政令で定める規模は、

次の表の第１欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第２

欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第３欄に掲げる場

合には、都道府県（指定都市等（法第２９条第１項に規定

する指定都市等をいう。以下同じ。）又は事務処理市町村（法

第３３条第６項に規定する事務処理市町村をいう。以下同

じ。）の区域内にあっては、当該指定都市等又は事務処理市

町村。第２２条の３、第２３条の３及び第３６条において

同じ。）は、条例で、区域を限り、同表の第４欄に掲げる範

囲内で、その規模を別に定めることができる。 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

市街化区域 １，００

０平方メ

ートル 

市街化の状況

により、無秩

序な市街化を

防止するため

特に必要があ

ると認められ

る場合 

３００平方

メートル以

上１，０００

平方メート

ル未満 

区域区分が

定められて

いない都市

計画区域及

び準都市計

画区域 

３，００

０平方メ

ートル 

市街化の状況

等により特に

必要があると

認められる場

合 

３００平方

メートル以

上３，０００

平方メート

ル未満 

２ 都の区域（特別区の存する区域に限る。）及び市町村でそ

の区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区

域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用につい

ては、同項中「１，０００平方メートル」とあるのは、「５

００平方メートル」とする。 

一 首都圏整備法（昭和３１年法律第８３号）第２条第３

項に規定する既成市街地又は同条第４項に規定する近郊

整備地帯 

二 近畿圏整備法（昭和３８年法律第１２９号）第２条第

３項に規定する既成都市区域又は同条第４項に規定する

近郊整備区域 

三 中部圏開発整備法（昭和４１年法律第１０２号）第２

条第３項に規定する都市整備区域 

（法第２９条第１項第２号及び第２項第１号の政令で定める

建築物） 

第２０条 法第２９条第１項第２号及び第２項第１号の政令

で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

一 畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、

孵卵育雛施設、搾乳施設、集乳施設その他これらに類す

る農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供す

る建築物 

二 堆肥舎、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設そ

の他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯

蔵又は保管の用に供する建築物 

三 家畜診療の用に供する建築物 

四 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必

要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供す

る建築物 

五 前各号に掲げるもののほか、建築面積が９０平方メー

トル以内の建築物 

（適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障

がない公益上必要な建築物） 

第２１条 法第２９条第１項第３号の政令で定める建築物は、

次に掲げるものとする。 

一 道路法第２条第１項に規定する道路又は道路運送法

（昭和２６年法律第１８３号）第２条第８項に規定する

一般自動車道若しくは専用自動車道（同法第３条第１号

に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送

事業法（平成元年法律第８３号）第２条第２項に規定す

る一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。）を

構成する建築物 

二 河川法が適用され、又は準用される河川を構成する建

築物 

三 都市公園法第２条第２項に規定する公園施設である建

築物 

四 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項

に規定する鉄道事業若しくは同条第５項に規定する索道

事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設である

建築物又は軌道法（大正１０年法律第７６号）による軌

道若しくは同法が準用される無軌条電車の用に供する施
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設である建築物 

五 石油パイプライン事業法第５条第２項第２号に規定す

る事業用施設である建築物 

六 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自

動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車によ

り乗合旅客の運送を行うものに限る。）若しくは貨物自動

車運送事業法第２条第２項に規定する一般貨物自動車運

送事業（同条第６項に規定する特別積合せ貨物運送をす

るものに限る。）の用に供する施設である建築物又は自動

車ターミナル法（昭和３４年法律第１３６号）第２条第

５項に規定する一般自動車ターミナルを構成する建築物 

七 港湾法第２条第５項に規定する港湾施設である建築物

又は漁港漁場整備法第３条に規定する漁港施設である建

築物 

八 海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第２条第１項に

規定する海岸保全施設である建築物 

九 航空法による公共の用に供する飛行場に建築される建

築物で当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若し

くは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要

なもの又は同法第２条第５項に規定する航空保安施設で

公共の用に供するものの用に供する建築物 

十 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の

観測又は通報の用に供する施設である建築物 

十一 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法（平成１７

年法律第１００号）第４条第１項第１号に掲げる業務の

用に供する施設である建築物 

十二 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２

０条第１項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定

する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物 

十三 放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２条第２号

に規定する基幹放送の用に供する放送設備である建築物 

十四 電気事業法第２条第１項第１６号に規定する電気事

業（同項第２号に規定する小売電気事業及び同項第１５

号の３に規定する特定卸供給事業を除く。）の用に供する

同項第１８号に規定する電気工作物を設置する施設であ

る建築物又はガス事業法第２条第１３項に規定するガス

工作物（同条第２項に規定するガス小売事業の用に供す

るものを除く。）を設置する施設である建築物 

十五 水道法第３条第２項に規定する水道事業若しくは同

条第４項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条

第８項に規定する水道施設である建築物、工業用水道事

業法（昭和３３年法律第８４号）第２条第６項に規定す

る工業用水道施設である建築物又は下水道法第２条第３

号から第５号までに規定する公共下水道、流域下水道若

しくは都市下水路の用に供する施設である建築物 

十六 水害予防組合が水防の用に供する施設である建築物 

十七 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１

項に規定する図書館の用に供する施設である建築物又は

博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項に

規定する博物館の用に供する施設である建築物 

十八 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２０条

に規定する公民館の用に供する施設である建築物 

十九 国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構が設置する職業能力開発促進

法（昭和４４年法律第６４号）第１５条の７第３項に規

定する公共職業能力開発施設並びに国及び独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する同法第２７

条第１項に規定する職業能力開発総合大学校である建築

物 

二十 墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８

号）第２条第７項に規定する火葬場である建築物 

二十一 と畜場法（昭和２８年法律第１１４号）第３条第

２項に規定すると畜場である建築物又は化製場等に関す

る法律（昭和２３年法律第１４０号）第１条第２項に規

定する化製場若しくは同条第３項に規定する死亡獣畜取

扱場である建築物 

二十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年

法律第１３７号）による公衆便所、し尿処理施設若しく

はごみ処理施設である建築物又は浄化槽法（昭和５８年

法律第４３号）第２条第１号に規定する浄化槽である建

築物 

二十三 卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第４条第

６項に規定する中央卸売市場若しくは同法第１３条第６

項に規定する地方卸売市場の用に供する施設である建築

物又は地方公共団体が設置する市場の用に供する施設で

ある建築物 

二十四 自然公園法第２条第６号に規定する公園事業又は

同条第４号に規定する都道府県立自然公園のこれに相当

する事業により建築される建築物 

二十五 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２

条第１項に規定する住宅地区改良事業により建築される

建築物 

二十六 国、都道府県等（法第３４条の２第１項に規定す

る都道府県等をいう。）、市町村（指定都市等及び事務処

理市町村を除き、特別区を含む。以下この号において同

じ。）又は市町村がその組織に加わつている一部事務組合
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若しくは広域連合が設置する研究所、試験所その他の直

接その事務又は事業の用に供する建築物で次に掲げる建

築物以外のもの 

 イ 学校教育法第１条に規定する学校、同法第１２４条

に規定する専修学校又は同法第１３４条第１項に規定

する各種学校の用に供する施設である建築物 

 ロ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による家

庭的保育事業、小規模保育事業若しくは事業所内保育

事業、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）による

社会福祉事業又は更生保護事業法（平成７年法律第８

６号）による更生保護事業の用に供する施設である建

築物 

 ハ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第

１項に規定する病院、同条第２項に規定する診療所又

は同法第２条第１項に規定する助産所の用に供する施

設である建築物 

 ニ 多数の者の利用に供する庁舎（主として当該開発区

域の周辺の地域において居住している者の利用に供す

るものを除く。）で国土交通省令で定めるもの 

 ホ 宿舎（職務上常駐を必要とする職員のためのものそ

の他これに準ずるものとして国土交通省令で定めるも

のを除く。） 

二十七 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国

立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法（平成１１

年法律第１７６号）第１６条第１号に掲げる業務の用に

供する施設である建築物 

二十八 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立

研究開発法人日本原子力研究開発機構法 （平成１６年法

律第１５５号）第１７条第１項第１号から第３号までに

掲げる業務の用に供する施設である建築物 

二十九 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人

水資源機構法 （平成１４年法律第１８２号）第２条第２

項に規定する水資源開発施設である建築物 

三十 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究

開発法人宇宙航空研究開発機構法（平成１４年法律第１

６１号）第１８条第１号から第４号までに掲げる業務の

用に供する施設である建築物 

三十一 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開

発機構が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構法 （平成１４年法律第１４５号）第１５条第１

号又は非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する

法律 （昭和５５年法律第７１号）第１１条第３号に掲げ

る業務の用に供する施設である建築物 

（開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為そ

の他の行為） 

第２２条 法第２９条第１項第１１号の政令で定める開発行

為は、次に掲げるものとする。 

一 仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的

に使用するための第一種特定工作物の建設の用に供する

目的で行う開発行為 

二 車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の

用に供する目的で行う開発行為 

三 建築物の増築又は特定工作物の増設で当該増築に係る

床面積の合計又は当該増設に係る築造面積が１０平方メ

ートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為 

四 法第２９条第１項第２号若しくは第３号に規定する建

築物以外の建築物の改築で用途の変更を伴わないもの又

は特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為 

五 前号に掲げるもののほか、建築物の改築で当該改築に

係る床面積の合計が１０平方メートル以内であるものの

用に供する目的で行う開発行為 

六 主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居

住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、

修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の

用に供する建築物で、その延べ面積（同一敷地内に２以

上の建築物を新築する場合においては、その延べ面積の

合計。以下この条及び第３５条において同じ。）が５０平

方メートル以内のもの（これらの業務の用に供する部分

の延べ面積が全体の延べ面積の５０パーセント以上のも

のに限る。）の新築の用に供する目的で当該開発区域の周

辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務

を営むために行う開発行為で、その規模が１００平方メ

ートル以内であるもの 

（法第２９条第２項の政令で定める規模） 

第２２条の２ 法第２９条第２項の政令で定める規模は、１

ヘクタールとする。 

（開発区域が２以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の

規模要件の適用） 

第２２条の３ 開発区域が、市街化区域、区域区分が定めら

れていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区

域及び準都市計画区域外の区域のうち２以上の区域にわた

る場合においては、法第２９条第１項第１号の規定は、次

に掲げる要件のいずれにも該当する開発行為について適用

する。 

一 当該開発区域の面積の合計が、１ヘクタール未満であ

ること。 
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二 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区

域又は準都市計画区域のうち２以上の区域における開発

区域の面積の合計が、当該開発区域に係るそれぞれの区

域について第１９条の規定により開発行為の許可を要し

ないこととされる規模のうち最も大きい規模未満である

こと。 

三 市街化区域における開発区域の面積が、１，０００平

方メートル（第１９条第２項の規定が適用される場合に

あつては、５００平方メートル）未満であること。ただ

し、同条第１項ただし書の規定により都道府県の条例で

別に規模が定められている場合にあつては、その規模未

満であること。 

四 区域区分が定められていない都市計画区域における開

発区域の面積が、３，０００平方メートル（第１９条第

１項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が

定められている場合にあつては、その規模）未満である

こと。 

五 準都市計画区域における開発区域の面積が、３，００

０平方メートル（第１９条第１項ただし書の規定により

都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつ

ては、その規模）未満であること。 

２ 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない

都市計画区域又は準都市計画区域と都市計画区域及び準都

市計画区域外の区域とにわたる場合においては、法第２９

条第２項の規定は、当該開発区域の面積の合計が１ヘクタ

ール以上である開発行為について適用する。 

（開発行為を行なうについて協議すべき者） 

第２３条 開発区域の面積が２０ヘクタール以上の開発行為

について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、

次に掲げる者（開発区域の面積が４０ヘクタール未満の開

発行為にあつては、第３号及び第４号に掲げる者を除く。）

と協議しなければならない。 

一 当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある

義務教育施設の設置義務者 

二 当該開発区域を給水区域に含む水道法第３条第５項に

規定する水道事業者 

三 当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第２条第１

項第９号に規定する一般送配電事業者及び同項第１１号

の３に規定する配電事業者並びにガス事業法第２条第６

項に規定する一般ガス導管事業者 

四 当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業

者及び軌道法による軌道経営者 

（開発行為を行うのに適当でない区域） 

第２３条の２ 法第３３条第１項第８号（法第３５条の２第

４項において準用する場合を含む。）の政令で定める開発行

為を行うのに適当でない区域は、急傾斜地崩壊危険区域（急

傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年

法律第５７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域をい

う。第２９条の７及び第２９条の９第３号において同じ。）

とする。 

（樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められな

ければならない開発行為の規模） 

第２３条の３ 法第３３条第１項第９号（法第３５条の２第

４項において準用する場合を含む。）の政令で定める規模は、

１ヘクタールとする。ただし、開発区域及びその周辺の地

域における環境を保全するため特に必要があると認められ

るときは、都道府県は、条例で、区域を限り、０．３ヘク

タール以上１ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に

定めることができる。 

（環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設

計が定められなければならない開発行為の規模） 

第２３条の４ 法第３３条第１項第１０号（法第３５条の２

第４項において準用する場合を含む。）の政令で定める規模

は、１ヘクタールとする。 

（輸送の便等からみて支障がないと認められなければならな

い開発行為の規模） 

第２４条 法第３３条第１項第１１号（法第３５条の２第４

項において準用する場合を含む。）の政令で定める規模は、

４０ヘクタールとする。 

（申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用

がなければならない開発行為の規模） 

第２４条の２ 法第３３条第１項第１２号（法第３５条の２

第４項において準用する場合を含む。）の政令で定める規模

は、１ヘクタールとする。 

（工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させる

ために必要な能力がなければならない開発行為の規模） 

第２４条の３ 法第３３条第１項第１３号（法第３５条の２

第４項において準用する場合を含む。）の政令で定める規模

は、１ヘクタールとする。 

（開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目） 

第２５条 法第３３条第２項（法第３５条の２第４項におい

て準用する場合を含む。以下同じ。）に規定する技術的細目

のうち、法第３３条第１項第２号（法第３５条の２第４項

において準用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げ

るものとする。 

一 道路は、都市計画において定められた道路及び開発区
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域外の道路の機能を阻害することなく、かつ、開発区域

外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路と

接続してこれらの道路の機能が有効に発揮されるように

設計されていること。 

二 予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模等に

応じて、６メートル以上１２メートル以下で国土交通省

令で定める幅員（小区間で通行上支障がない場合は、４

メートル）以上の幅員の道路が当該予定建築物等の敷地

に接するように配置されていること。ただし、開発区域

の規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用

の態様等に照らして、これによることが著しく困難と認

められる場合であつて、環境の保全上、災害の防止上、

通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認めら

れる規模及び構造の道路で国土交通省令で定めるものが

配置されているときは、この限りでない。 

三 市街化調整区域における開発区域の面積が２０ヘクタ

ール以上の開発行為（主として第二種特定工作物の建設

の用に供する目的で行う開発行為を除く。第６号及び第

７号において同じ。）にあつては、予定建築物等の敷地か

ら２５０メートル以内の距離に幅員１２メートル以上の

道路が設けられていること。 

四 開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員９メー

トル（主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発

行為にあつては、６．５メートル）以上の道路（開発区

域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められる

ときは、車両の通行に支障がない道路）に接続している

こと。 

五 開発区域内の幅員９メートル以上の道路は、歩車道が

分離されていること。 

六 開発区域の面積が０．３ヘクタール以上５ヘクタール

未満の開発行為にあつては、開発区域に、面積の合計が

開発区域の面積の３パーセント以上の公園、緑地又は広

場が設けられていること。ただし、開発区域の周辺に相

当規模の公園、緑地又は広場が存する場合、予定建築物

等の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一

である場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等

の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認め

られる場合は、この限りでない。 

七 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為にあつ

ては、国土交通省令で定めるところにより、面積が１箇

所３００平方メートル以上であり、かつ、その面積の合

計が開発区域の面積の３パーセント以上の公園（予定建

築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑

地又は広場）が設けられていること。 

八 消防に必要な水利として利用できる河川、池沼その他

の水利が消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２０条

第１項の規定による勧告に係る基準に適合していない場

合において設置する貯水施設は、当該基準に適合してい

るものであること。 

第２６条 法第３３条第２項に規定する技術的細目のうち、

同条第１項第３号（法第３５条の２第４項において準用す

る場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 開発区域内の排水施設は、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、開発区域の規模、地形、予定建築物等の用途、

降水量等から想定される汚水及び雨水を有効に排出する

ことができるように、管渠の勾配及び断面積が定められ

ていること。 

二 開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の

状況その他の状況を勘案して、開発区域内の下水を有効

かつ適切に排出することができるように、下水道、排水

路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しく

は海域に接続していること。この場合において、放流先

の排水能力によりやむを得ないと認められるときは、開

発区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他の適

当な施設を設けることを妨げない。 

三 雨水（処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程

度以上に清浄であるものを含む。）以外の下水は、原則と

して、暗渠によつて排出することができるように定めら

れていること。 

第２７条 主として住宅の建築の用に供する目的で行なう２

０ヘクタール以上の開発行為にあつては、当該開発行為の

規模に応じ必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施

設その他の公益的施設が、それぞれの機能に応じ居住者の

有効な利用が確保されるような位置及び規模で配置されて

いなければならない。ただし、周辺の状況により必要がな

いと認められるときは、この限りでない。 

第２８条 法第３３条第２項に規定する技術的細目のうち、

同条第１項第７号（法第３５条の２第４項において準用す

る場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないよ

うに、土の置換え、水抜きその他の措置が講ぜられてい

ること。 

二 開発行為によつて崖が生じる場合においては、崖の上

端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の

反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が付

されていること。 
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三 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑り

やすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じな

いように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその

他の土留（次号において「地滑り抑止ぐい等」という。）

の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられていること。 

四 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は

地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じな

いように、おおむね３０センチメートル以下の厚さの層

に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、こ

れをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め

固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置

その他の措置が講ぜられていること。 

五 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、

盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面となら

ないように、段切りその他の措置が講ぜられていること。 

六 開発行為によつて生じた崖面は、崩壊しないように、

国土交通省令で定める基準により、擁壁の設置、石張り、

芝張り、モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられてい

ること。 

七 切土又は盛土をする場合において、地下水により崖崩

れ又は土砂の流出が生じるおそれがあるときは、開発区

域内の地下水を有効かつ適切に排出することができるよ

うに、国土交通省令で定める排水施設が設置されている

こと。 

第２８条の２ 法第３３条第２項に規定する技術的細目のう

ち、同条第１項第９号（法第３５条の２第４項において準

用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとす

る。 

一 高さが１０メートル以上の健全な樹木又は国土交通省

令で定める規模以上の健全な樹木の集団については、そ

の存する土地を公園又は緑地として配置する等により、

当該樹木又は樹木の集団の保存の措置が講ぜられている

こと。ただし、当該開発行為の目的及び法第３３条第１

項第２号イからニまで（これらの規定を法第３５条の２

第４項において準用する場合を含む。）に掲げる事項と当

該樹木又は樹木の集団の位置とを勘案してやむを得ない

と認められる場合は、この限りでない。 

二 高さが１メートルを超える切土又は盛土が行われ、か

つ、その切土又は盛土をする土地の面積が１，０００平

方メートル以上である場合には、当該切土又は盛土を行

う部分（道路の路面の部分その他の植栽の必要がないこ

とが明らかな部分及び植物の生育が確保される部分を除

く。）について表土の復元、客土、土壌の改良等の措置が

講ぜられていること。 

第２８条の３ 騒音、振動等による環境の悪化をもたらすお

それがある予定建築物等の建築又は建設の用に供する目的

で行う開発行為にあつては、４メートルから２０メートル

までの範囲内で開発区域の規模に応じて国土交通省令で定

める幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区域の境界に

そつてその内側に配置されていなければならない。ただし、

開発区域の土地が開発区域外にある公園、緑地、河川等に

隣接する部分については、その規模に応じ、緩衝帯の幅員

を減少し、又は緩衝帯を配置しないことができる。 

第２９条 第２５条から前条までに定めるもののほか、道路

の勾配、排水の用に供する管渠の耐水性等法第３３条第１

項第２号から第４号まで及び第７号（これらの規定を法第

３５条の２第４項において準用する場合を含む。）に規定す

る施設の構造又は能力に関して必要な技術的細目は、国土

交通省令で定める。 

（条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は

緩和する場合の基準） 

第２９条の２ 法第３３条第３項（法第３５条の２第４項に

おいて準用する場合を含む。次項において同じ。）の政令で

定める基準のうち制限の強化に関するものは、次に掲げる

ものとする。 

一 第２５条第２号、第３号若しくは第５号から第７号ま

で、第２７条、第２８条第２号から第６号まで又は前３

条の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、

災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超

えない範囲で行うものであること。 

二 第２５条第２号の技術的細目に定められた制限の強化

は、配置すべき道路の幅員の最低限度について、１２メ

ートル（小区間で通行上支障がない場合は、６メートル）

を超えない範囲で行うものであること。 

三 第２５条第３号の技術的細目に定められた制限の強化

は、開発区域の面積について行うものであること。 

四 第２５条第５号の技術的細目に定められた制限の強化

は、歩車道を分離すべき道路の幅員の最低限度について、

５．５メートルを下らない範囲で行うものであること。 

五 第２５条第６号の技術的細目に定められた制限の強化

は、次に掲げるところによるものであること。 

イ 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行

為において設置すべき施設の種類を、公園に限定する

こと。 

ロ 設置すべき公園、緑地又は広場の数又は１箇所当た

りの面積の最低限度を定めること。 
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ハ 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発

区域の面積に対する割合の最低限度について、６パー

セントを超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状

況並びに予定建築物等の用途を勘案して特に必要があ

ると認められる場合に行うこと。 

六 第２５条第７号の技術的細目に定められた制限の強化

は、国土交通省令で定めるところにより、設置すべき公

園、緑地若しくは広場の数若しくは１箇所当たりの面積

の最低限度又はそれらの面積の合計の開発区域の面積に

対する割合の最低限度（６パーセントを超えない範囲に

限る。）について行うものであること。 

七 第２７条の技術的細目に定められた制限の強化は、２

０ヘクタール未満の開発行為においてもごみ収集場その

他の公益的施設が特に必要とされる場合に、当該公益的

施設を配置すべき開発行為の規模について行うものであ

ること。 

八 第２８条第２号から第６号までの技術的細目に定めら

れた制限の強化は、その地方の気候、風土又は地勢の特

殊性により、これらの規定のみによつては開発行為に伴

う崖崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認め

られる場合に行うものであること。 

九 第２８条の２第１号の技術的細目に定められた制限の

強化は、保存の措置を講ずべき樹木又は樹木の集団の要

件について、優れた自然的環境の保全のため特に必要が

あると認められる場合に行うものであること。 

十 第２８条の２第２号の技術的細目に定められた制限の

強化は、表土の復元、客土、土壌の改良等の措置を講ず

べき切土若しくは盛土の高さの最低限度又は切土若しく

は盛土をする土地の面積の最低限度について行うもので

あること。 

十一 第２８条の３の技術的細目に定められた制限の強化

は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度について、２０

メートルを超えない範囲で国土交通省令で定める基準に

従い行うものであること。 

十二 前条に規定する技術的細目の強化は、国土交通省令

で定める基準に従い行うものであること。 

２ 法第３３条第３項の政令で定める基準のうち制限の緩和

に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 第２５条第２号又は第６号の技術的細目に定められた

制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進

上支障がない範囲で行うものであること。 

二 第２５条第２号の技術的細目に定められた制限の緩和

は、既に市街地を形成している区域内で行われる開発行

為において配置すべき道路の幅員の最低限度について、

４メートル（当該道路と一体的に機能する開発区域の周

辺の道路の幅員が４メートルを超える場合には、当該幅

員）を下らない範囲で行うものであること。 

三 第２５条第６号の技術的細目に定められた制限の緩和

は、次に掲げるところによるものであること。 

イ 開発区域の面積の最低限度について、１ヘクタール

を超えない範囲で行うこと。 

ロ 地方公共団体その他の者が開発区域の周辺に相当規

模の公園、緑地又は広場の設置を予定している場合に

行うこと。 

（条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定め

る場合の基準） 

第２９条の３ 法第３３条第４項（法第３５条の２第４項に

おいて準用する場合を含む。）の政令で定める基準は、建築

物の敷地面積の最低限度が２００平方メートル（市街地の

周辺その他の良好な自然的環境を形成している地域におい

ては、３００平方メートル）を超えないこととする。 

（景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を

条例で開発許可の基準として定める場合の基準） 

第２９条の４ 法第３３条第５項（法第３５条の２第４項に

おいて準用する場合を含む。）の政令で定める基準は、次に

掲げるものとする。 

一 切土若しくは盛土によつて生じる法（のり）の高さの

最高限度、開発区域内において予定される建築物の敷地

面積の最低限度又は木竹の保全若しくは適切な植栽が行

われる土地の面積の最低限度に関する制限を、良好な景

観の形成を図るために必要な限度を超えない範囲で行う

ものであること。 

二 切土又は盛土によつて生じる法（のり）の高さの最高

限度に関する制限は、区域、目的、開発区域の規模又は

予定建築物等の用途を限り、開発区域内の土地の地形に

応じ、１．５メートルを超える範囲で行うものであるこ

と。 

三 開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最

低限度に関する制限は、区域、目的又は予定される建築

物の用途を限り、３００平方メートルを超えない範囲で

行うものであること。 

四 木竹の保全又は適切な植栽が行われる土地の面積の最

低限度に関する制限は、区域、目的、開発区域の規模又

は予定建築物等の用途を限り、木竹の保全又は適切な植

栽が行われる土地の面積の開発区域の面積に対する割合

が６０パーセントを超えない範囲で行うものであること。 
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２ 前項第２号に規定する基準を適用するについて必要な技

術的細目は、国土交通省令で定める。 

（主として周辺の地域において居住している者の利用に供す

る公益上必要な建築物） 

第２９条の５ 法第３４条第１号（法第３５条の２第４項に

おいて準用する場合を含む。）の政令で定める公益上必要な

建築物は、第２１条第２６号イからハまでに掲げる建築物

とする。 

（危険物等の範囲） 

第２９条の６ 法第３４条第８号（法第３５条の２第４項に

おいて準用する場合を含む。次項において同じ。）の政令で

定める危険物は、火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９

号）第２条第１項の火薬類とする。 

２ 法第３４条第８号の政令で定める建築物又は第一種特定

工作物は、火薬類取締法第１２条第１項の火薬庫である建

築物又は第一種特定工作物とする。 

（市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でな

い区域） 

第２９条の７ 法第３４条第８号の２（法第３５条の

２第４項において準用する場合を含む。）の政令で定

める開発行為を行うのに適当でない区域は、災害危

険区域等（法第３３条第１項第８号に規定する災害

危険区域等をいう。）及び急傾斜地崩壊危険区域とす

る。 

（市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又

は不適当な建築物等） 

第２９条の８ 法第３４条第９号（法第３５条の２第４項に

おいて準用する場合を含む。）の政令で定める建築物又は第

一種特定工作物は、次に掲げるものとする。 

一 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設け

られる道路管理施設、休憩所又は給油所等である建築物

又は第一種特定工作物 

二 火薬類取締法第２条第１項の火薬類の製造所である建

築物 

（法第３４条第１１号の土地の区域を条例で指定する場合の

基準） 

第２９条の９ 法第３４条第１１号（法第３５条の２第４項

において準用する場合を含む。）の政令で定める基準は、同

号の条例で指定する土地の区域に、原則として、次に掲げ

る区域を含まないこととする。 

一 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３

９条第１項の災害危険区域 

二 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）

第３条第１項の地すべり防止区域 

三 急傾斜地崩壊危険区域 

四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策

の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）

第７条第１項の土砂災害警戒区域 

五 特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律

第７７号）第５６条第１項の浸水被害防止区域 

六 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１５条

第１項第４号の浸水想定区域のうち、土地利用の

動向、浸水した場合に想定される水深その他の国

土交通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨水

出水（同法第２条第１項の雨水出水をいう。）又は

高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸

水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危

害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域 

七 前各号に掲げる区域のほか、第８条第１項第２

号ロからニまでに掲げる土地の区域 

（開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合

の基準） 

第２９条の１０ 法第３４条第１２号（法第３５条の２第４

項において準用する場合を含む。）の政令で定める基準は、

同号の条例で定める区域に、原則として、前条各号に掲げ

る区域を含まないこととする。 

（区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有してい

た者が開発行為を行うことができる期間） 

第３０条 法第３４条第１３号（法第３５条の２第４項にお

いて準用する場合を含む。）の政令で定める期間は、当該都

市計画の決定又は変更の日から起算して５年とする。 

（開発行為の変更について協議すべき事項等） 

第３１条 第２３条各号に掲げる者との協議に係る開発行為

に関する事項で法第３５条の２第４項の政令で定めるもの

は、次に掲げるものとする。 

一 開発区域の位置、区域又は規模 

二 予定建築物等の用途 

三 協議をするべき者に係る公益的施設の設計 

２ 第２３条の規定は、開発区域の区域又は規模の変更に伴

い、開発区域の面積が２０ヘクタール（同条第３号又は第

４号に掲げる者との協議にあつては、４０ヘクタール）以

上となる場合について準用する。 

（法第４０条第３項の政令で定める主要な公共施設等） 

第３２条 法第４０条第３項の主要な公共施設で政令で定め

るものは、次に掲げるものとする。 

一 都市計画施設である幅員１２メートル以上の道路、公
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園、緑地、広場、下水道（管渠を除く。）、運河及び水路 

二 河川 

第３３条 法第４０条第３項の規定により国又は地方公共団

体に対し費用の負担の協議を求めようとする者は、法第３

６条第３項の規定による公告の日から起算して３月以内に、

国土交通省令で定める書類を国又は当該地方公共団体に提

出しなければならない。 

（その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新

築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為） 

第３４条 法第４３条第１項第４号の政令で定める開発行為

は、次に掲げるものとする。 

一 法第２９条第１項第４号から第９号までに掲げる開発

行為 

二 旧住宅地造成事業に関する法律（昭和３９年法律第１

６０号）第４条の認可を受けた住宅地造成事業の施行と

して行う開発行為 

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を

要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為） 

第３５条 法第４３条第１項第５号の政令で定める行為は、

次に掲げるものとする。 

一 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他

これらに類する附属建築物の建築 

二 建築物の改築又は用途の変更で当該改築又は用途の変

更に係る床面積の合計が１０平方メートル以内であるも

の 

三 主として当該建築物の周辺の市街化調整区域内に居住

している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、

修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の

用に供する建築物で、その延べ面積が５０平方メートル

以内のもの（これらの業務の用に供する部分の延べ面積

が全体の延べ面積の５０パーセント以上のものに限る。）

の新築で、当該市街化調整区域内に居住している者が自

ら当該業務を営むために行うもの 

四 土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一

種特定工作物の新設 

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の

基準） 

第３６条 都道府県知事（指定都市等の区域内にあつては、

当該指定都市等の⾧。以下この項において同じ。）は、次の

各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第

４３条第１項の許可をしてはならない。 

一 当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の

敷地が次に定める基準（用途の変更の場合にあつては、

ロを除く。）に適合していること。 

イ 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案

して、敷地内の下水を有効に排出するとともに、その

排出によつて当該敷地及びその周辺の地域に出水等に

よる被害が生じないような構造及び能力で適当に配置

されていること。 

（１）当該地域における降水量 

（２）当該敷地の規模、形状及び地盤の性質 

（３）敷地の周辺の状況及び放流先の状況 

（４）当該建築物又は第一種特定工作物の用途 

ロ 地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止

するため、当該土地について、地盤の改良、擁壁又は

排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられて

いること。 

二 地区計画又は集落地区計画の区域（地区整備計画又は

集落地区整備計画が定められている区域に限る。）内にお

いては、当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工

作物の用途が当該地区計画又は集落地区計画に定められ

た内容に適合していること。 

三 当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物が

次のいずれかに該当すること。 

イ 法第３４条第１号から第１０号までに規定する建築

物又は第一種特定工作物 

ロ 法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域内

において新築し、若しくは改築する建築物若しくは新

設する第一種特定工作物で同号の条例で定める用途に

該当しないもの又は当該区域内において用途を変更す

る建築物で変更後の用途が同号の条例で定める用途に

該当しないもの 

ハ 建築物又は第一種特定工作物の周辺における市街化

を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区

域内において行うことが困難又は著しく不適当と認め

られる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第

一種特定工作物の新設として、都道府県の条例で区域、

目的又は用途を限り定められたもの。この場合におい

て、当該条例で定める区域には、原則として、第２９

条の９各号に掲げる区域を含まないものとする。 

ニ 法第３４条第１３号に規定する者が同号に規定する

土地において同号に規定する目的で建築し、又は建設

する建築物又は第一種特定工作物（第３０条に規定す

る期間内に建築し、又は建設するものに限る。） 

ホ 当該建築物又は第一種特定工作物の周辺における市

街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街
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化区域内において建築し、又は建設することが困難又

は著しく不適当と認められる建築物又は第１種特定工

作物で、都道府県知事があらかじめ開発審査会の議を

経たもの 

２ 第２６条、第２８条及び第２９条の規定は、前項第１号

に規定する基準の適用について準用する。 

（公告の方法等） 

第４２条 法第５２条の３第１項（法第５７条の４において

準用する場合を含む。）、第５７条第１項、第６０条の２第

２項、第６６条又は第８１条第２項の公告は、官報、公報

その他所定の手段により行わなければならない。 

２ 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市⾧（法第５５条

第４項の規定により、法第５７条第２項本文の規定による

届出の相手方として公告された者があるときは、その者）、

施行予定者又は施行者は、法第６０条の２第２項、第５７

条第１項、第５２条の３第１項（法第５７条の４において

準用する場合を含む。）又は第６６条の公告をしたときは、

国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その

他必要な事項を施行予定者が定められている都市計画施設

の区域等、事業予定地、市街地開発事業等予定区域の区域

又は事業地内の適当な場所に掲示しなければならない。 

３ 都道府県知事又は市町村⾧は、法第８１条第２項の公告

をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その

公告の内容その他必要な事項を当該公告に係る措置を行お

うとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければ

ならない。 

（開発審査会の組織及び運営に関する基準） 

第４３条 法第７８条第８項の政令で定める基準は、次に掲

げるとおりとする。 

一 開発審査会に会⾧を置き、委員の互選によつてこれを

定めるものとする。 

二 会⾧に事故があるときは、委員のうちから会⾧があら

かじめ指名する者がその職務を代理するものとする。 

三 開発審査会は、会⾧（会⾧に事故があるときは、その

職務を代理する者。次号において同じ。）のほか、委員の

過半数の出席がなければ、会議を開くことができないも

のとする。 

四 開発審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、

可否同数のときは、会⾧の決するところによるものとす

る。 

 

 

 

（３）都市計画法施行規則（抄）（昭和 44 年 8 月 25 日建設 

   省令第 49 号） 

（既成市街地の区域） 

第８条 令第８条第１項第１号の既成市街地として国土交通

省令で定める土地の区域は、次の各号に掲げる土地の区域

で集団農地以外のものとする。 

一 ５０ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごと

に算定した場合における人口密度が１ヘクタール当たり

４０人以上である土地の区域が連たんしている土地の区

域で、当該区域内の人口が３，０００以上であるもの 

二 前号の土地の区域に接続する土地の区域で、５０ヘク

タール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した

場合における建築物の敷地その他これに類するものの面

積の合計が当該区域の面積の３分の１以上であるもの 

（令第８条第２項第２号の国土交通省令で定める土地の区

域） 

第８条の２ 令第８条第２項第２号の国土交通省令で定める

土地の区域は、次に掲げるものとする。 

一 自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）第１４条

第１項 に規定する原生自然環境保全地域又は同法第２

５条第１項に規定する特別地区 

二 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条若しく

は第３０条の２の規定により告示された保安林予定森林

の区域、同法第４１条の規定により指定された保安施設

地区又は同法第４４条において準用する同法第３０条の

規定により告示された保安施設地区に予定された地区 

（開発許可の申請書の記載事項） 

第１５条 法第３０条第１項第５号の国土交通省令で定める

事項は、次に掲げるもの（主として、自己の居住の用に供

する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為（当該開

発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭

和 36 年法律第 191 号）第１２条第１項又は第３０条第１

項の許可を要するものを除く）又は住宅以外の建築物若し

くは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若し

くは建設の用に供する目的で行う開発行為（当該開発行為

に関する工事が当該許可を要するもの及び開発区域の面積

が１ヘクタール以上のものを除く。）にあつては、第４号に

掲げるものを除く。）とする。 

一 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日 

二 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供

する目的で行う開発行為、主として住宅以外の建築物又

は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は

建設の用に供する目的で行う開発行為、その他の開発行
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為の別 

三 市街化調整区域内において行う開発行為にあつては、

当該開発行為が該当する法第３４条の号及びその理由 

四 資金計画 

（開発許可の申請） 

第１６条 法第２９条第１項又は第２項の許可を受けようと

する者は、別記様式第２又は別記様式第２の２の開発行為

許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 

２ 法第３０条第１項第３号の設計は、設計説明書及び設計

図（主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供

する目的で行う開発行為にあつては、設計図）により定め

なければならない。 

３ 前項の設計説明書は、設計の方針、開発区域（開発区域

を工区に分けたときは、開発区域及び工区。以下次項及び

次条において同じ。）内の土地の現況、土地利用計画及び公

共施設の整備計画（公共施設の管理者となるべき者及び公

共施設の用に供する土地の帰属に関する事項を含む。）を記

載したものでなければならない。 

４ 第２項の設計図は、次の表に定めるところにより作成し

たものでなければならない。たゞし、主として自己の居住

の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

にあつては、給水施設計画平面図は除く。 

図 面 の 種

類 

明示すべき

事項 

縮尺 備考 

現況図 地形、開発区

域の境界、開

発区域内及

び開発区域

の周辺の公

共施設並び

に令第２８

条の２第１

号に規定す

る樹木又は

樹木の集団

及び同条第

２号に規定

する切土又

は盛土を行

う部分の表

土の状況 

２，５００

分 の １ 以

上 

１ 等高線は、

２メートルの

標高差を示す

ものであるこ

と。 

２ 樹木若しく

は樹木の集団

又は表土の状

況 に あ つ て

は、規模が１

ヘ ク タ ー ル

（令第２３条

の３ただし書

の規定に基づ

き別に規模が

定められたと

きは、その規

模）以上の開

発行為につい

て記載するこ

と。 

 

土 地 利 用

計画図 

開発区域の

境界、公共施

設の位置及

び形状、予定

建築物等の

敷地の形状、

敷地に係る

予定建築物

等の用途、公

益的施設の

位置、樹木又

は樹木の集

団の位置並

びに緩衝帯

の位置及び

形状 

１，０００

分 の １ 以

上 

 

造 成 計 画

平面図 

開発区域の

境界、切土又

は盛土をす

る土地の部

分、がけ（地

表面が水平

面に対し３

０度を超え

る角度を成

す土地で硬

岩盤（風化の

著しいもの

を除く。）以

外のものを

いう。以下こ

の項、第２３

条、第２７条

第２項及び

第３４条第

２項におい

て同じ。）又

は擁壁の位

１，０００

分 の １ 以

上 

切土又は盛土を

する土地の部分

で表土の復元等

の措置を講ずる

ものがあるとき

は、その部分を

図示すること。 
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置並びに道

路の位置、形

状、幅員及び

勾配 

造 成 計 画

断面図 

切土又は盛

土をする前

後の地盤面 

１，０００

分 の １ 以

上 

高低差の著しい

箇所について作

成すること。 

排 水 施 設

計 画 平 面

図 

排水区域の

区域界並び

に排水施設

の位置、種

類、材料、形

状、内のり寸

法、勾配、水

の流れの方

向、吐口の位

置及び放流

先の名称 

５ ０ ０ 分

の１以上 

 

給 水 施 設

計 画 平 面

図 

給水施設の

位置、形状、

内のり寸法

及び取水方

法並びに消

火栓の位置 

５ ０ ０ 分

の１以上 

排水施設計画平

面図にまとめて

図 示 して も よ

い。 

が け の 断

面図 

がけの高さ、

勾配及び土

質（土質の種

類が２以上

であるとき

は、それぞれ

の土質及び

その地層の

厚さ）、切土

又は盛土を

する前の地

盤面並びに

がけ面の保

護の方法 

５ ０ 分 の

１以上 

１ 切土をした

土地の部分に

生ずる高さが

２メートルを

超えるがけ、

盛土をした土

地の部分に生

ずる高さが１

メートルを超

えるがけ又は

切土と盛土と

を同時にした

土地の部分に

生ずる高さが

２メートルを

超えるがけに

ついて作成す

ること。 

２ 擁壁で覆わ

れるがけ面に

ついては、土

質に関する事

項は、示すこ

と を 要 し な

い。 

擁 壁 の 断

面図 

擁壁の寸法

及び勾配、擁

壁の材料の

種類及び寸

法、裏込めコ

ンクリート

の寸法、透水

層の位置及

び寸法、擁壁

を設置する

前後の地盤

面、基礎地盤

の土質並び

に基礎ぐい

の位置、材料

及び寸法 

５ ０ 分 の

１以上 

 

５ 前条第４号の資金計画は、別記様式第３の資金計画書に

より定めたものでなければならない。 

６ 第２項の設計図には、これを作成した者がその氏名を記

載しなければならない。 

（開発許可の申請書の添付図書） 

第１７条 法第３０条第２項の国土交通省令で定める図書は、

次に掲げるものとする。 

一 開発区域位置図 

二 開発区域区域図 

三 法第３３条第１項第１４号の相当数の同意を得たこと

を証する書類 

四 設計図を作成した者が第１９条に規定する資格を有す

る者であることを証する書類 

五 法第３４条第１３号の届出をした者が開発許可を受け

ようとする場合にあつては、その者が、区域区分に関す

る都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市

街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務

の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供

する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の

利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証す
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る書類 

六 開発行為に関する工事が津波災害特別警戒区域（津波

防災地域づくりに関する法律（平成２３年法律第１２３

号）第７２条第１項の津波災害特別警戒区域をいう。以

下同じ。）内における同法第７３条第１項に規定する特定

開発行為（同条第４項各号に掲げる行為を除く。第３１

条第２項において同じ。）に係るものであり、かつ、当該

工事の完了後において当該工事に係る同法第７３条第４

項第１号に規定する開発区域（津波災害特別警戒区域内

のものに限る。第４項及び第３１条第２項において同

じ。）に地盤面の高さが基準水位（同法第５３条第２項に

規定する基準水位をいう。第４項及び第３１条第２項に

おいて同じ。）以上となる土地の区域があるときは、その

区域の位置を表示した地形図 

２ 前項第１号に掲げる開発区域位置図は、縮尺５０，００

０分の１以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でな

ければならない。  

３ 第１項第２号に掲げる開発区域区域図は、縮尺２，５０

０分の１以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明ら

かに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村

界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、

準都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したも

のでなければならない。 

４ 第１項第６号に掲げる地形図は、縮尺１，０００分の一

以上とし、津波防災地域づくりに関する法律第７３条第４

項第１号に規定する開発区域の区域及び当該区域のうち地

盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域並びにこれら

の区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府

県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波

災害特別警戒区域界、津波防災地域づくりに関する法律第

７３条第２項第２号の条例で定める区域の区域界並びに土

地の地番及び形状を表示したものでなければならない。 

（令第２１条第２６号ニの国土交通省令で定める庁舎） 

第１７条の２ 令第２１条第２６号ニの国土交通省令で定め

る庁舎は、次に掲げるものとする。 

 一 国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本

府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの 

 二 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎 

 三 都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市

役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎 

 四 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎 

（令第２１条第２６号ホの国土交通省令で定める宿舎） 

第１７条の３ 令第２１条第２６号ホの国土交通省令で定め

る宿舎は、職務上その勤務地に近接する場所に居住する必

要がある職員のためのものとする。 

（資格を有する者の設計によらなければならない工事） 

第１８条 法第３１条の国土交通省令で定める工事は、開発

区域の面積が１ヘクタール以上の開発行為に関する工事と

する。 

（設計者の資格） 

第１９条 法第３１条の国土交通省令で定める資格は、次に

掲げるものとする。 

一 開発区域の面積が１ヘクタール以上２０ヘクタール未

満の開発行為に関する工事にあつては、次のいずれかに

該当する者であること。  

イ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学

（短期大学を除く。）又は旧大学令（大正７年勅令第３

８８号）による大学において、正規の土木、建築、都

市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅

地開発に関する技術に関して２年以上の実務の経験を

有する者 

ロ 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学

の前期課程を含む。ハにおいて同じ。）において、正規

の土木、建築、都市計画又は造園に関する修業年限３

年の課程（夜間において授業を行なうものを除く。）を

修めて卒業した後（同法による専門職大学の前期課程

にあつては、修了した後）、宅地開発に関する技術に関

して３年以上の実務の経験を有する者 

ハ ロに該当する者を除き、学校教育法による短期大学

若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治３６年

勅令第６１号）による専門学校において、正規の土木、

建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業し

た後（同法による専門職大学の前期課程にあつては、

修了した後）、宅地開発に関する技術に関して４年以上

の実務の経験を有する者 

ニ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又

は旧中等学校令（昭和１８年勅令第３６号）による中

等学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造

園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関す

る技術に関して７年以上の実務の経験を有する者 

ホ 技術士法（昭和５８年法律第２５号）による第２次

試験のうち国土交通大臣が定める部門に合格した者で、

宅地開発に関する技術に関して２年以上の実務の経験

を有するもの 

ヘ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）による一級

建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に
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関して２年以上の実務の経験を有するもの 

ト 宅地開発に関する技術に関する７年以上の実務の経

験を含む土木、建築、都市計画又は造園に関する１０

年以上の実務の経験を有する者で、次条から第１９条

の４までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者

（以下「登録講習機関」という。）がこの省令の定める

ところにより行う講習（以下「講習」という。）を修了

した者 

チ 国土交通大臣がイからトまでに掲げる者と同等以上

の知識及び経験を有すると認めた者 

二 開発区域の面積が２０ヘクタール以上の開発行為に関

する工事にあつては、前号のいずれかに該当する者で、

開発区域の面積が２０ヘクタール以上の開発行為に関す

る工事の総合的な設計に係る設計図書の作成に関する実

務に従事したことのあるものその他国土交通大臣がこれ

と同等以上の経験を有すると認めたものであること。 

（道路の幅員） 

第２０条 令第２５条第２号の国土交通省令で定める道路の

幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第一種

特定工作物の敷地でその規模が１，０００平方メートル未

満のものにあつては６メートル（多雪地域で、積雪時にお

ける交通の確保のため必要があると認められる場合にあつ

ては、８メートル）、その他のものにあつては９メートルと

する。 

（令第２５条第２号ただし書の国土交通省令で定める道路） 

第２０条の２ 令第２５条第２号ただし書の国土交通省令で

定める道路は、次に掲げる要件に該当するものとする。 

一 開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開

発区域に接する道路であること。 

二 幅員が４メートル以上であること。 

（公園等の設置基準） 

第２１条 開発区域の面積が５ヘクタール以上の開発行為に

あつては、次に定めるところにより、その利用者の有効な

利用が確保されるような位置に公園（予定建築物等の用途

が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場。以

下この条において同じ。）を設けなければならない。 

一 公園の面積は、１箇所３００平方メートル以上であり、

かつ、その面積の合計が開発区域の面積の３パーセント

以上であること。 

二 開発区域の面積が２０ヘクタール未満の開発行為にあ

つてはその面積が１，０００平方メートル以上の公園が

１箇所以上、開発区域の面積が２０ヘクタール以上の開

発行為にあつてはその面積が１，０００平方メートル以

上の公園が２箇所以上であること。 

（排水施設の管渠の勾配及び断面積） 

第２２条 令第２６条第１号の排水施設の管渠の勾配及び断

面積は、５年に１回の確率で想定される降雨強度値以上の

降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事

業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定し

た計画汚水量を有効に排出することができるように定めな

ければならない。 

２ 令第２８条第７号の国土交通省令で定める排水施設は、

その管渠の勾配及び断面積が、切土又は盛土をした土地及

びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を

用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出す

ることができる排水施設とする。 

（がけ面の保護） 

第２３条 切土をした土地の部分に生ずる高さが２メートル

をこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが１メ

ートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の

部分に生ずる高さが２メートルをこえるがけのがけ面は、

擁壁でおおわなければならない。ただし、切土をした土地

の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で、次の各

号の一に該当するもののがけ面については、この限りでな

い。 

一 土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土

質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの 

土      質 
擁壁を要しない

勾配の上限 

擁壁を要する勾

配の下限 

軟岩（風化の著しいも

のを除く。） 
６０度 ８０度 

風化の著しい岩 ４０度 ５０度 

砂利、真砂土、関東ロ

ーム、硬質粘土その他

これらに類するもの 

３５度 ４５度 

二 土質が前号の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、

土質に応じ勾配が同表の中欄の角度をこえ同表の下欄の

角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離５メー

トル以内の部分。この場合において、前号に該当するが

けの部分により上下に分離されたがけの部分があるとき

は、同号に該当するがけの部分は存在せず、その上下の

がけの部分は連続しているものとみなす。 

２ 前項の規定の適用については、小段等によつて上下に分

離されたがけがある場合において、下層のがけ面の下端を

含み、かつ、水平面に対し３０度の角度をなす面の上方に
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上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけを一体

のものとみなす。 

３ 第１項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算を

した結果がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でない

ことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認

められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜ

られた場合には、適用しない。 

４ 開発行為によつて生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう

場合を除き、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によっ

て風化その他の侵食に対して保護しなければならない。 

（樹木の集団の規模） 

第２３条の２ 令第２８条の２第１号の国土交通省令で定め

る規模は、高さが５メートルで、かつ、面積が３００平方

メートルとする。 

（緩衝帯の幅員） 

第２３条の３ 令第２８条の３の国土交通省令で定める幅員

は、開発行為の規模が、１ヘクタール以上１．５ヘクター

ル未満の場合にあつては４メートル、１．５ヘクタール以

上５ヘクタール未満の場合にあつては５メートル、５ヘク

タール以上１５ヘクタール未満の場合にあつては１０メー

トル、１５ヘクタール以上２５ヘクタール未満の場合にあ

つては１５メートル、２５ヘクタール以上の場合にあつて

は２０メートルとする。 

（道路に関する技術的細目） 

第２４条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち、

道路に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を

及ぼさない構造とし、かつ、適当な値の横断勾配が附さ

れていること。 

二 道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、

街渠その他の適当な施設が設けられていること。 

三 道路の縦断勾配は、９パーセント以下であること。た

だし、地形等によりやむを得ないと認められる場合は、

小区間に限り、１２パーセント以下とすることができる。 

四 道路は、階段状でないこと。ただし、もつぱら歩行者

の通行の用に供する道路で、通行の安全上支障がないと

認められるものにあつては、この限りでない。 

五 道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の延⾧

若しくは当該道路と他の道路との接続が予定されている

場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等

避難上及び車両の通行上支障がない場合は、この限りで

ない。 

六 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続す

る箇所又は歩道のない道路のまがりかどは、適当な⾧さ

で街角が切り取られていること。 

七 歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物に

よつて車道から分離されていること。 

（公園に関する技術的細目） 

第２５条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち、

公園に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 面積が１，０００平方メートル以上の公園にあつては、

２以上の出入口が配置されていること。 

二 公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、

さく又はへいの設置その他利用者の安全の確保を図るた

めの措置が講ぜられていること。 

三 公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる

形状及び勾配で設けられていること。 

四 公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設

が設けられていること。 

（排水施設に関する技術的細目） 

第２６条 令第２９条の規定により定める技術的細目のうち、

排水施設に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。 

二 排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐

水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする

措置が講ぜられていること。ただし、崖崩れ又は土砂の

流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その

他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水

を地下に浸透させる機能を有するものとすることができ

る。 

三 公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の

維持管理上支障がない場所に設置されていること。 

四 管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき下水又は地

下水を支障なく流下させることができるもの（公共の用

に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分にあつて

は、その内径又は内法幅が、２０センチメートル以上の

もの）であること。 

五 専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗渠である構造

の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールが設

けられていること。 

イ 管渠の始まる箇所 

ロ 下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化す

る箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除く。） 

ハ 管渠の内径又は内法幅の１２０倍を超えない範囲内

の⾧さごとの管渠の部分のその清掃上適当な場所 

六 ます又はマンホールには、ふた（汚水を排除すべきま
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す又はマンホールにあつては、密閉することができるふ

たに限る。）が設けられていること。 

七 ます又はマンホールの底には、専ら雨水その他の地表

水を排除すべきますにあつては深さが１５センチメート

ル以上の泥溜めが、その他のます又はマンホールにあつ

てはその接続する管渠の内径又は内法幅に応じ相当の幅

のインバートが設けられていること。 

（擁壁に関する技術的細目） 

第２７条 第２３条第１項の規定により設置される擁壁につ

いては、次に定めるところによらなければならない。 

一 擁壁の構造は、構造計算、実験等によつて次のイから

ニまでに該当することが確かめられたものであること。 

イ 土圧、水圧及び自重（以下この号において「土圧等」

という。）によつて擁壁が破壊されないこと。 

ロ 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。 

ハ 土圧等によつて擁壁の基礎がすべらないこと。 

ニ 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。 

二 擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が

設けられ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所

には、砂利等の透水層が設けられていること。ただし、

空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造の

ものにあつては、この限りでない。 

２ 開発行為によつて生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で高さ

が２メートルを超えるものについては、建築基準法施行令 

（昭和２５年政令第３３８号）第１４２条 （同令第７章の

８の準用に関する部分を除く。）の規定を準用する。 

（公園等の設置基準の強化） 

第２７条の２ 第２１条第１号の技術的細目に定められた制

限の強化は、次に掲げるところにより行うものとする。 

一 設置すべき公園、緑地又は広場の数又は１箇所当たり

の面積の最低限度を定めること。 

二 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区

域の面積に対する割合の最低限度について、６パーセント

を超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状況並びに予

定建築物等の用途を勘案して特に必要があると認められる

場合に行うこと。 

２ 第２１条第２号の技術的細目に定められた制限の強化は、

設置すべき公園、緑地又は広場の数又は１箇所当たりの面

積の最低限度について行うものとする。 

（令第２９条の２第１項第１１号の国土交通省令で定める基

準） 

第２７条の３ 第２３条の３の技術的細目に定められた制限

の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度について、

開発行為の規模が１ヘクタール以上１．５ヘクタール未満

の場合にあつては６．５メートル、１．５ヘクタール以上

５ヘクタール未満の場合にあつては８メートル、５ヘクタ

ール以上１５ヘクタール未満の場合にあつては１５メート

ル、１５ヘクタール以上の場合にあつては２０メートルを

超えない範囲で行うものとする。 

（令第２９条の２第１項第１２号の国土交通省令で定める基

準） 

第２７条の４ 令第２９条の２第１項第１２号の国土交通省

令で定める基準は、次に掲げるものとする。 

一 第２４条、第２５条第２号、第２６条第４号又は第２

７条の技術的細目に定められた制限について、環境の保

全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度

を超えない範囲で行うものであること。 

二 第２４条の技術的細目に定められた制限の強化は、そ

の地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況によ

り必要と認められる場合に、同条各号に掲げる基準と異

なる基準を定めるものであること。 

三 第２５条第２号の技術的細目に定められた制限の強化

は、公園の利用者の安全の確保を図るため必要があると

認められる場合に、さく又はへいの設置その他利用者の

安全を図るための措置が講ぜられていることを要件とす

るものであること。 

四 第２６条第４号の技術的細目に定められた制限の強化

は、公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の

部分の内径又は内のり幅について行うものであること。 

五 第２７条の技術的細目に定められた制限の強化は、そ

の地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、同条各号

の規定のみによつては開発行為に伴うがけ崩れ又は土砂

の流出の防止の目的を達し難いと認められる場合に行う

ものであること。 

（法の高さの制限に関する技術的細目） 

第２７条の５ 令第２９条の４第２項の国土交通省令で定め

る技術的細目は、小段等によつて上下に分離された法があ

る場合にその上下の法を一体のものとみなすことを妨げな

いこととする。 

（令第２９条の９第６号の国土交通省令で定める事

項） 

第２７条の６ 令第２９条の９第６号の国土交通省令

で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 土地利用の動向 

二 水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）

第 2 条第２号、第５条第２号又は第８条第２号に
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規定する浸水した場合に想定される水深及び同規

則第２条第３号、第５条第３号及び第８条第３号

に規定する浸水継続時間 

三 過去の降雨により河川が氾濫した際に浸水した

地点、その水深その他の状況 

（既存の権利者の届出事項） 

第２８条 法第３４条第１３号の国土交通省令で定める事項

は、次に掲げるもの（自己の居住の用に供する建築物を建

築する目的で権利を有する者にあつては、第１号に掲げる

ものを除く。）とする。 

一 届出をしようとする者の職業（法人にあつては、その

業務の内容） 

二 土地の所在、地番、地目及び地積 

三 届出をしようとする者が、区域区分に関する都市計画

が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区

域が拡張された際、土地又は土地の利用に関する所有権

以外の権利を有していた目的 

四 届出をしようとする者が土地の利用に関する所有権以

外の権利を有する場合においては、当該権利の種類及び

内容 

（変更の許可の申請書の記載事項） 

第２８条の２ 法第３５条の２第２項の国土交通省令で定め

る事項は、次に掲げるものとする。 

一 変更に係る事項 

二 変更の理由 

三 開発許可の許可番号 

（変更の許可の申請書の添付図書） 

第２８条の３ 法第３５条の２第２項の申請書には、法第３

０条第２項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いそ

の内容が変更されるものを添付しなければならない。この

場合においては、第１７条第２項から第４項までの規定を

準用する。 

（軽微な変更） 

第２８条の４ 法第３５条の２第１項ただし書の国土交通省

令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 

一 設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更。

ただし、次に掲げるものを除く。 

イ 予定建築物等の敷地の規模の１０分の１以上の増減

を伴うもの 

ロ 住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規

模の増加を伴うもので、当該敷地の規模が１,０００平

方メートル以上となるもの 

二 工事施行者の変更。ただし、主として、自己の居住の

用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

（当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等

規制法第１２条第１項又は第３０条第１項の許可を要す

るものを除く）又は住宅以外の建築物若しくは特定工作

物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の

用に供する目的で行う開発行為（当該開発行為に関する

工事が当該許可を要するもの及び開発区域の面積が１ヘ

クタール以上のものを除く。）以外の開発行為にあつては、

工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更に限る。 

三 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変

更 

（工事完了の届出） 

第２９条 法第３６条第１項の規定による届出は、開発行為

に関する工事を完了したときは別記様式第４の工事完了届

出書を、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工

事を完了したときは別記様式第５の公共施設工事完了届出

書を提出して行なうものとする。 

（検査済証の様式） 

第３０条 法第３６条第２項に規定する検査済証の様式は、

開発行為に関する工事を完了したものに係る検査済証にあ

つては別記様式第６とし、開発行為に関する工事のうち公

共施設に関する工事を完了したものに係る検査済証にあつ

ては別記様式第７とする。 

（工事完了公告） 

第３１条 法第３６条第３項に規定する工事の完了の公告は、

開発行為に関する工事を完了した場合にあつては開発区域

又は工区に含まれる地域の名称並びに開発許可を受けた者

の住所及び氏名を明示して、開発行為に関する工事のうち

公共施設に関する工事を完了した場合にあつては開発区域

又は工区に含まれる地域の名称、公共施設の種類、位置及

び区域並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明示し

て、都道府県知事の定める方法で行なうものとする。 

２ 前項の場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域 

 内における津波防災地域づくりに関する法律第７３条第１ 

 項に規定する特定開発行為に係るものであり、かつ、当該

工事の完了後において当該工事に係る同条第４項第１号に 

 規定する開発区域に地盤面の高さが基準水位以上である土

地の区域があるときは、前項に規定するもののほか、その 

 区域に含まれる地域の名称を併せて明示するものとする。 

（開発行為に関する工事の廃止の届出） 

第３２条 法第３８条に規定する開発行為に関する工事の廃

止の届出は、別記様式第８による開発行為に関する工事の

廃止の届出書を提出して行なうものとする。 
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（費用の負担の協議に関する書類） 

第３３条 令第３３条の国土交通省令で定める書類は、次に

掲げる事項を記載した書類、費用の負担を求めようとする

者が法第３６条第３項に規定する公告の日において当該費

用の負担に係る土地を所有していたことを証する書類並び

に当該土地の位置及び区域を明示する図面とする。 

一 費用の負担を求めようとする者の住所及び氏名 

二 負担を求めようとする額 

三 費用の負担を求めようとする土地の法第３６条第３項

に規定する公告の日における所在、地番、地目及び面積 

四 費用の負担を求めようとする土地の取得に要すべき費

用の額及びその積算の基礎 

（建築物の新築等の許可の申請） 

第３４条 法第４３条第１項に規定する許可の申請は、別記

様式第９による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又

は第一種特定工作物の新設許可申請書を提出して行うもの

とする。 

２ 前項の許可申請書には、次に掲げる図面（令第３６条第

１項第３号ニに該当するものとして許可を受けようとする

場合にあつては、次に掲げる図面及び当該許可を受けよう

とする者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は

当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、

自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又

は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目

的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有し

ていたことを証する書類）を添付しなければならない。 

図面の種類 明示すべき事項 

付近見取図 方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共

施設 

敷地現況図 （１）建築物の新築若しくは改築又は第

一種特定工作物の新設の場合 

   敷地の境界、建築物の位置又は第

一種特定工作物の位置、がけ及び擁

壁の位置並びに排水施設の位置、種

類、水の流れの方向、吐口の位置及

び放流先の名称 

（２）建築物の用途の変更の場合 

   敷地の境界、建築物の位置並びに

排水施設の位置、種類、水の流れの

方向、吐口の位置及び放流先の名称 

（開発登録等の記載事項） 

第３５条 法第４７条第１項第６号の国土交通省令で定める

事項は、次に掲げるものとする。 

一 法第３３条第１項第 8 号ただし書に該当すると

きは、その旨 

二 法第４５条の規定により開発許可に基づく地位

を継承した者の住所及び氏名 

（開発登録簿の調製） 

第３６条 開発登録簿（以下「登録簿」という。）は、調書及

び図面をもつて組成する。 

２ 図面は、第１６条第４項により定めた土地利用計画図と

する。 

（登録簿の閉鎖） 

第３７条 都道府県知事は、法第３８条の規定による開発行

為の廃止の届出があつた場合は、遅滞なく、登録簿を閉鎖

しなければならない。 

（登録簿の閲覧） 

第３８条 都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するた

め、開発登録簿閲覧所（以下この条において「閲覧所」と

いう。）を設けなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたとき

は、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所

の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。 

（告示の内容等の掲示） 

第５９条 法第８１条第２項の公告をした場合における令第

４２条第３項の規定による掲示は、その公告をした日から

１０日間しなければならない。 

（公示の方法） 

第５９条の２ 法第８１条第３項の国土交通省令で定める方

法は、国土交通大臣の命令に係るものにあつては官報への

掲載、都道府県知事又は市町村⾧の命令に係るものにあつ

ては当該都道府県又は市の公報への掲載とする。 

（開発行為又は建築に関する証明書等の交付） 

第６０条 建築基準法第６条第１項（同法第８８条第１項又

は第２項において準用する場合を含む。）又は第６条の２第

１項（同法第８８条第１項又は第２項において準用する場

合を含む。）の規定による確認済証の交付を受けようとする

者は、その計画が法第２９条第１項若しくは第２項、第３

５条の２第１項、第４１条第２項、第４２条、第４３条第

１項又は第５３条第１項の規定に適合していることを証す

る書面の交付を都道府県知事（指定都市等における場合に

あつては当該指定都市等の⾧とし、指定都市等以外の市に

おける場合（法第５３条第１項の規定に適合していること

を証する書面の交付を求める場合に限る。）にあつては当該

市の⾧とし、法第２９条第１項若しくは第２項、第３５条
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の２第１項、第４１条第２項、第４２条又は第４３条第１

項の事務が地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の１７の２第１項の規定により市町村が処理すること

とされている場合又は法第８６条の規定により港務局の⾧

に委任されている場合にあつては当該市町村の⾧又は港務

局の⾧とする。）に求めることができる。 

２ 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律（令和３年

法律第３４号）第３条第１項の認定（同法第４条第１項の

変更の認定を含む。）を受けようとする者は、その計画が法

第５３条第１項の規定に適合していることを証する書面の

交付を都道府県知事（指定都市等における場合にあつては

当該指定都市等の⾧とし、指定都市等以外の市における場

合にあつては当該市の⾧とする。）に求めることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する   

   条例（平成 13 年 7 月 17 日条例第 61 号） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００

号。以下「法」という。）第３章第１節の規定に基づき、開

発許可等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。 

（適用範囲） 

第２条 この条例の規定は、法第２９条第１項に規定する指

定都市等及び法第３３条第６項に規定する事務処理市町村

の区域においては、適用しない。 

（法第３３条第４項の規定による最低敷地面積） 

第３条 市街化調整区域において、開発行為を行う場合にお

ける法第３３条第４項の規定による予定建築物の最低敷地

面積は、３００平方メートルとする。ただし、法第３４条

第１３号に掲げる開発行為その他良好な住居等の環境の形

成又は保持のため支障がないと認める場合であって規則で

定めるものについては、この限りでない。 

２ 前項の規定は、法第３３条第４項の規定により最低敷地

面積を条例で定めた市町村として知事が指定したものの区

域においては、適用しない。 

３ 知事は、前項の規定により市町村を指定したときは、遅

滞なく、その旨を告示しなければならない。 

（法第３４条第１１号の規定による区域の指定） 

第４条 法第３４条第１１号の規定により指定する土地の

区域は、次に掲げる基準に基づき、知事が市町村⾧の申出

により指定する土地の区域とする。 

一 区域内の建築物の敷地がおおむね５０メートル以内の

間隔で存していること。ただし、区域及びその周辺の地

域における自然的条件、建築物の建築その他の土地利用

の状況等を勘案し、集落の一体性を確保するために特に

必要と認められるときは、この限りでない。 

二 区域内の主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、

通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規

模及び構造で適当に配置されており、かつ、区域外の相

当規模の道路と接続していること。 

三  区域内の排水路その他の排水施設が、その区域内の下

水を有効に排出するとともに、その排出によって区域及

びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような

構造及び能力で適当に配置されていること。 

四 区域の境界は、原則として、道路その他の施設、河川、

がけその他の地形、地物等土地の範囲を明示するのに適

当なものにより定めることとし、これにより難い場合に

は、町界、字界等によること。 
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２ 知事は、前項の規定により土地の区域を指定しようとす

るときは、あらかじめ埼玉県開発審査会の意見を聴かなけ

ればならない。 

３ 知事は、第１項の規定により土地の区域を指定したとき

は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。 

４ 前３項の規定は、第１項の規定により指定した土地の区

域の変更又は廃止について準用する。 

（環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用

途） 

第５条 法第３４条第１１号の規定により開発区域及びそ

の周辺の地域における環境の保全上支障があると認められ

る予定建築物等の用途は、建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）別表第２（ろ）項に掲げる建築物以外の建築物

とする。ただし、開発区域及びその周辺の地域における環

境の保全上支障がないと認められる場合で、市町村⾧の申

出により知事が別に指定したときは、この限りでない。 

２ 知事は、前項ただし書の規定により予定建築物等の用途

を別に指定しようとするときは、あらかじめ埼玉県開発審

査会の意見を聴かなければならない。 

３ 知事は、第１項ただし書の規定により予定建築物等の用

途を別に指定したときは、遅滞なく、その旨を告示しなけ

ればならない。 

４ 第１項ただし書及び前２項の規定は、第１項ただし書の

規定により別に指定した予定建築物等の用途の変更又は廃

止について準用する。 

（法第３４条第１２号の規定により定める開発行為） 

第６条 法第３４条第１２号の規定により、開発区域の周

辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、

かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく

不適当と認められる開発行為として定めるものは、次の

各号に掲げるものとする。ただし、都市計画法施行令（昭

和４４年政令第１５８号。以下「令」という。）第２９条

の９各号に掲げる土地の区域又は用途地域が定められて

いる土地の区域における第２号から第８号までに掲げる

開発行為は、この限りでない。 

一 法第１８条の２第１項に規定する市町村の都市計画に

関する基本的な方針に基づいて市町村が策定した土地利

用に関する計画に即して知事が市町村⾧の申出により予

定建築物の用途に限り指定した土地の区域において、当

該指定に適合した建築物を建築する目的で行う開発行為 

二 自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で行う

開発行為で次のいずれかに該当するもの 

イ おおむね５０以上の建築物（市街化区域に存するも

のを含む。）が連たんしている地域のうち、知事が指定

した土地の区域（以下「既存の集落」という。）に、区

域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計

画を変更して市街化調整区域が拡張された日（以下「区

域区分日」という。）前から自己又はその親族が所有す

る土地において行うもの 

ロ 当該開発行為に係る土地の存する市町村又は当該市

町村に隣接する市町村の市街化調整区域に２０年以上

居住する親族を有する者が、既存の集落に自己又は自

己の親族が所有する土地において行うもの 

ハ 当該開発行為に係る土地の存する市町村又は当該市

町村に隣接する市町村の市街化調整区域に区域区分日

前から居住する親族を有する者が、区域区分日前から

自己又は自己の親族が所有する土地において行うもの 

三 ２０年以上居住する市街化調整区域の土地又はその近

隣において、自己の業務の用に供する小規模な建築物で

あって規則で定めるものを建築する目的で行う開発行為 

四 法律により土地を収用することができる事業の施行に

伴い、自己の所有する建築物の移転又は除却をする者が、

当該建築物と同一の用途の建築物を建築する目的で行う

開発行為 

五 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定

する大学を建築する目的で行う開発行為 

六 建築基準法第５１条ただし書（同法第８８条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による許可を受けた

建築物（令第２１条第２０号から第２３号までに規定す

るものを除く。）又は第一種特定工作物を建築し、又は建

設する目的で行う開発行為 

七 市街化調整区域に居住している者が地域的な共同活動

を行うために必要な集会施設を当該市街化調整区域にお

いて建築する目的で行う開発行為 

八 現に存する自己の居住又は業務の用に供する建築物と

同一の用途の建築物を建築する目的でその敷地を拡張す

る開発行為 

２ 知事は、第４条第１項第１号及び第４号の基準に基づき、

市町村⾧の申出により、既存の集落を指定する。 

３ 知事は、第１項第１号の規定により土地の区域を指定し

たとき、又は前項の規定により既存の集落を指定したとき

は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。 

４ 第１項第１号及び前項の規定は、第１項第１号の規定に

より指定した土地の区域の変更又は廃止について準用する。 

５ 第２項及び第３項の規定は、既存の集落の変更又は廃止

について準用する。 
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（令第３６条第１項第３号ハの規定により定める建築等） 

第７条 令第３６条第１項第３号ハの規定により、建築物又

は第一種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそ

れがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うこ

とが困難又は著しく不適当と認められる建築物の新築、改

築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設として

定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、令

第２９条の９各号に掲げる土地の区域又は用途地域が定め

られている土地の区域における第２号から第４号までに掲

げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特

定工作物の新設は、この限りでない。 

一 前条第１項第１号に掲げる開発行為に係る建築物の新

築、改築又は用途の変更 

二 前条第１項第２号から第７号までに掲げる開発行為に

係る建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種

特定工作物の新設 

三 １ヘクタール未満の墓地（墓地、埋葬等に関する法律

（昭和２３年法律第４８号）第２条第５項に規定する墓

地をいう。）又は運動・レジャー施設である工作物の管理

に必要な建築物の新築 

四 現に存する建築物が建築後２０年を経過している場合

又は建築後５年を経過し、破産手続開始の決定その他や

むを得ない事由を有するものとして規則で定める場合に、

当該建築物と同一の敷地において行う、次のいずれかに

該当する建築物の新築、改築又は用途の変更 

イ 現に存する建築物と用途が同一の建築物 

ロ 現に存する建築物と用途が類似するものとして規則

で定める建築物 

ハ 建築基準法別表第２（ろ）項に掲げる建築物（既存

の集落に存するものに限る。） 

 

附 則 

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月１８日条例第４８号） 

１ この条例は、平成１５年６月１日から施行する。 

２ 知事は、改正後の第６条第１項第１号の規定により土地

の区域を指定するとき、又は同条第２項の規定により既存

の集落を指定するときは、この条例の施行前においても、

市町村⾧の申出を受けることができる。 

附 則（平成１６年１２月２１日条例第６３号） 

この条例は、平成１７年１月１日から施行する。 

附 則（平成１９年６月２２日条例第４０号） 

この条例は、平成１９年１１月３０日から施行する。 

附 則（平成２３年１０月１８日条例第５３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年１０月１５日条例第４９号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に都市計画法（昭和４３年

法律第１００号）第２９条第１項、第３５条の２第

１項又は第４３条第１項の規定によりされた許可

の申請であって、この条例の施行の際、許可又は不

許可の処分がされていないものに係る許可の基準

については、改正後の第６条第１項ただし書又は第

７条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 
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（５）埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する 

   条例施行規則（平成 15 年 4 月 1 日規則第 88 号） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、埼玉県都市計画法に基づく開発許可等

の基準に関する条例（平成１３年埼玉県条例第６１号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。  

（条例第３条第１項の規則で定める開発行為） 

第２条 条例第３条第１項の規則で定める開発行為は、次に

掲げるものとする。 

 一 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」

という。）第３４条第８号の２及び第１４号に掲げる開発

行為 

 二 条例第６条第１項第４号及び第８号に掲げる開発行為 

 三 次に掲げる土地のうち市町村⾧の申出により知事が指

定した区域内において行う開発行為 

    イ 住宅の建築を目的として造成された土地 

    ロ 土地区画整理事業が施行された土地 

  四 法第１２条の５第１項の規定による地区計画又は集落

地域整備法（昭和６２年法律第６３号）第５条第１項の

規定による集落地区計画の区域（最低敷地面積が定めら

れている区域に限る。）内において行う開発行為 

  五 平成１５年６月１日以後に区画の変更のない土地にお

いて行う開発行為であって、当該土地の区画の変更を行

わないもの 

２ 知事は、前項第３号の規定により区域を指定したときは、

遅滞なく、その旨を告示するものとする。 

（条例第６条第１項第１号の規定による指定の基準） 

第３条 条例第６条第１項第１号の規定による指定は、同号

の市町村⾧の申出に係る予定建築物の用途、土地の区域等

が次に掲げる基準に該当する場合に限り、行うものとする。 

 一 当該申出に係る土地の区域及びその周辺の地域におい

て、当該申出に係る予定建築物を建築する目的で行う開

発行為のため、新たな公共施設の整備の必要が生ずるお

それがないと認められること。 

  二 当該申出に係る土地の区域を含む市町村の区域のその

他の区域において、当該申出に係る予定建築物を建築す

る適当な土地がないと認められること（知事が当該市町

村の振興を図るため、特に必要があると認める場合を除

く。）。 

三 当該申出に係る土地の区域の面積が２０ヘクタール未

満（知事が特に必要があると認める場合にあっては、知

事が認める面積）であること。 

 四 当該申出に係る予定建築物の用途が次に掲げるものの

いずれかであること。 

イ 流通業務施設 

ロ 工業施設 

ハ 商業施設であって次に掲げる用途のいずれかに該当

するもの（当該用途に供する部分の床面積の合計が１

０，０００平方メートル以下のものに限る。） 

（１）小売業の店舗（大規模小売店舗立地法（平成１

０年法律第９１号）第２条第１項に規定する店舗面

積の合計が３，０００平方メートル未満のものに限

る。（３）において同じ。） 

（２）飲食店 

（３）小売業の店舗及び飲食店の用途のみを併せ有す

る施設 

２ 前項の規定にかかわらず、条例第６条第１項第１号の市

町村⾧の申出に係る土地の区域を含む市町村の区域内に現

に同号の規定による指定がされている土地の区域（以下「指

定済みの区域」という。）がある場合においては、当該申出

に係る土地の区域の面積に当該指定済みの区域の面積の合

計を加えた値が２０ヘクタール（知事が特に必要があると

認める場合にあっては、知事が認める面積）未満の場合で

なければ、同号の規定による指定は、行わないものとする。

ただし、当該指定済みの区域において建築されている建築

物の敷地（建築物と一体的に利用する駐車場等を含む。）の

面積の合計が当該指定済みの区域の面積の合計の１０分の

８以上を占める場合は、この限りではない。 

３ 前項ただし書に規定する場合における第１項第３号の規

定の適用については、同号中「２０ヘクタール」とあるの

は、「２０ヘクタール（次項に規定する指定済みの区域にお

いて同項に規定する建築物の敷地以外の土地がある場合に

おいては、２０ヘクタールからその面積（その面積が２０

ヘクタールを超える場合にあっては、２０ヘクタール）を

減じた値）」とする。 

（条例第６条第１項第３号の規則で定める建築物） 

第４条 条例第６条第１項第３号の規則で定める建築物は、

次に掲げるものとする。 

  一 工場でその延べ床面積が１００平方メートル以内のも

の（作業場の床面積の合計が５０平方メートル以内のも

のに限る。） 

  二 事務所でその延べ床面積が１００平方メートル以内の

もの 

（条例第７条第４号の規則で定める場合） 

第５条 条例第７条第４号の規則で定める場合は、次に掲げ
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るものとする。 

一 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のため、そ

の住居の移転を余儀なくされた場合 

二 事業を営む者が、経営の状況が悪化したことにより、

当該事業を継続することが困難となった場合 

（条例第７条第４号ロの規則で定める建築物） 

第６条 条例第７条第４号ロの規則で定める建築物は、次の

表の上欄に掲げる建築物に対応する同表の下欄に掲げる建

築物とする。 

現に存する建築物 用途が類似する建築物 

工場 倉庫 

住宅（他の用途を兼ねるも

の） 

住宅（他の用途を兼ねないも

の） 

法第２９条第１項第２号に

規定する建築物 

現に存する建築物と建築基

準法（昭和２５年法律第２０

１号）第８７条にいう建築物

の用途の異ならない建築物 

法第４３条第１項の許可を

受けて建築された建築物 

 

   附  則 

  この規則は、平成１５年６月１日から施行する。 

附  則（平成１８年１月３１日規則第１３号） 

  この規則は、公布の日から施行する。 

附  則（平成１９年６月２２日規則第６８号） 

  この規則は、平成１９年１１月３０日から施行する。 

附  則（令和４年６月３日規則第６４号） 

  この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）埼玉県都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する 

   規則（昭和 45 年 6 月 8 日規則第 41 号） 

（趣旨） 

第１条 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」

という。）第３章第１節の規定に関する手続については、法、

都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）及び都市

計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号。以下「省

令」という。）に定めるもののほか、この規則の定めるとこ

ろによる。 

第２条 削除 

（開発許可申請書の添付書類） 

第３条 法第３０条の申請書に添付すべき書類のうち、次の

各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めると

おりとする。 

一 省令第１６条第２項の設計説明書 様式第２号 

二 省令第１７条第１項第４号の資格を有する者であるこ

とを証する書類 様式第３号 

２ 法第３０条の申請書には、法及び省令に規定するものの

ほか、次の各号に掲げる書類（主として、自己の居住の用

に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為（当

該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法

（昭和三十六年法律第百九十一号）第１２条第１項又は第

３０条第１項の許可を要するものを除く。）又は住宅以外の

建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するもの

の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（当

該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの及び開発

区域の面積が１ヘクタール以上のものを除く。）に係る場合

にあつては、第３号及び第４号に掲げる書類を除く。）を添

付しなければならない。 

一 当該開発区域内の土地の公図の写し 

二 法第３３条第１項第１４号の同意をした者の印鑑証明

書 

三 申請者の業務経歴書及び所得税（法人にあつては、法

人税）の前年度の納税証明書 

四 工事施行者の建設機械目録、技術者名簿及び工事経歴

書 

五 その他知事が必要と認める書類 

（開発許可を受けた者の遵守事項） 

第４条 法第２９条第１項又は第２項の許可を受けた者は、

次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 工事に着手したときは、速やかに、様式第４号の工事

着手届出書により、その旨を知事に届け出ること。 

二 工事の現場には、様式第５号の標識により、見やすい
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箇所に許可があつた旨の表示をしておくこと。 

三 工事の現場には、設計図書を備えておくこと。 

四 知事が指定する工程に達したときは、速やかに、その

旨を知事に届け出ること。 

五 工程の主要な部分は、写真で記録しておくこと。 

２ 前項第４号の規定による届出があつた場合において、知

事が当該工事に係る中間検査を行う必要があると認めたと

きは、当該届出をした者は、速やかに、当該中間検査を受

けるものとする。 

３ 前項の中間検査を受けようとする者は、あらかじめ、様

式第５号の２の中間検査依頼書に次に掲げる書類を添えて、

知事に提出しなければならない。 

一 開発区域位置図（縮尺５０，０００分の１以上のもの） 

二 土地利用計画図（縮尺１，０００分の１以上のもの） 

三 その他知事が必要と認める書類 

（既存の権利の届出） 

第５条 法第３４条第１３号の規定による届出は、様式第６

号の既存権利届出書を提出して行わなければならない。 

２ 前項の届出書には、届出をしようとする者が土地又は土

地の利用に関する所有権以外の権利を有していることを証

する書面（当該届出に係る土地が農地法（昭和２７年法律

第２２９号）第２条第１項に規定する農地又は採草放牧地

である場合は、当該届出に係る土地について同法第５条第

１項の規定による許可があつたことを証する書面を含む。）

を添付しなければならない。 

３ 知事は、第１項の届出をした者が法第３４条第１３号に

規定する者に該当すると認めたときは、様式第６号の２の

既存権利届出受理通知書を当該届出をした者に対し、交付

するものとする。 

第５条の２ 削除 

（変更の許可の申請） 

第５条の３ 法第３５条の２第１項の許可を受けようとする

者は、様式第６号の３の開発許可事項変更許可申請書を知

事に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、法及び省令に規定するもののほか、

第３条第２項各号に掲げる書類のうち開発行為の変更に伴

いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 

（軽微な変更の届出） 

第５条の４ 法第３５条の２第３項の規定による届出は、様

式第６号の４の開発許可事項変更届出書を提出して行わな

ければならない。 

（変更の許可を受けた者等の遵守事項） 

第５条の５ 第４条第１項第２号から第５号までの規定は、

法第３５条の２第１項の変更の許可を受けた者及び同条第

３項の軽微な変更の届出をした者の遵守事項について準用

する。 

（工事完了の届出書の添付図面等） 

第６条 省令第２９条の工事完了の届出書には、次に掲げる

図面等を添付しなければならない。 

一 公図の写し 

二 公共施設を表示した平面図（縮尺５００分の１以上の

もの） 

三 第４条第１項第５号の規定により作成した写真 

四 確定測量図（縮尺３００の１以上のもの） 

（公告前の建築等承認申請） 

第７条 法第３７条第１号の規定による承認を受けようとす

る者は、様式第７号の公告前建築等承認申請書に次に掲げ

る図面等を添えて、知事に提出しなければならない。 

一 開発区域位置図（縮尺１５，０００分の１以上のもの） 

二 開発許可に係る土地利用計画図 

三 建築物又は特定工作物の配置図（縮尺１００の１以上

のもの） 

四 その他知事が必要と認めるもの 

（建築物の特例許可の申請） 

第８条 法第４１条第２項ただし書の許可を受けようとする

者は、様式第８号の建築物特例許可申請書に次に掲げる図

面等を添えて、知事に提出しなければならない。 

一 前条各号に掲げる図面等 

二 建築物の平面図（縮尺１００分の１以上のもの） 

三 建築物の立面図（縮尺１００分の１以上のもの） 

四 その他知事が必要と認めるもの 

（予定建築物等以外の建築等許可の申請） 

第９条 法第４２条第１項ただし書の許可を受けようとする

者は、様式第９号の予定建築物等以外の建築等許可申請書

に第７条各号に掲げる図面等を添えて、知事に提出しなけ

ればならない。 

（建築行為等許可申請） 

第９条の２ 省令第３４条第１項の建築物の新築、改築若し

くは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書に

は、同条第２項に規定するもののほか、次に掲げる図面等

を添付しなければならない。 

一 建築物又は第一種特定工作物の配置図（縮尺１００分

の１以上のもの） 

二 その他知事が必要と認めるもの 

（通知書の様式） 

第１０条 次の各号に掲げる場合の通知書の様式は、それぞ
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れ当該各号に定めるとおりとする。 

一 法第２９条第１項又は第２項の許可をするとき 様式

第１０号の開発行為許可通知書 

二 法第２９条第１項又は第２項の許可をしないとき 様

式第１０号の２の開発行為不許可通知書  

三 法第３５条の２第１項の許可をするとき。 様式第１

０号の３の開発許可事項変更許可通知書 

四 法第３５条の２第１項の許可をしないとき。 様式第

１０号の４の開発許可事項変更不許可通知書 

五 法第４１条第２項ただし書の規定による許可をすると

き 様式第１１号の建築物特例許可通知書 

六 法第４１条第２項ただし書の規定による許可をしない

とき 様式第１１号の２の建築物特例不許可通知書 

七 法第４２条第１項ただし書の規定による許可をすると

き 様式第１２号の予定建築物等以外の建築等許可通知

書 

八 法第４２条第１項ただし書の規定による許可をしない

とき 様式第１２号の２の予定建築物等以外の建築等不

許可通知書 

九 法第４３条第１項の許可をするとき 様式第１３号の

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定

工作物の新設許可通知書 

十 法第４３条第１項の許可をしないとき 様式第１３号

の２の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一

種特定工作物の新設不許可通知書 

（地位の承継承認申請） 

第１１条 法第４５条の承認を受けようとする者は、様式第

１４号の開発許可地位承継承認申請書に次の各号に掲げる

書類（主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用

に供する目的で行う開発行為（当該開発行為に関する工事

が宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項又は第３

０条第１項の許可を要するものを除く。）又は住宅以外の建

築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの

建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（当該

開発行為に関する工事が当該許可を要するもの及び開発区

域の面積が１ヘクタール以上のものを除く。）に係る場合に

あつては、第２号に掲げる書類を除く。）を添えて、知事に

提出しなければならない。 

一 開発行為に関する工事を施行する権原の取得を証する

書類 

二 申請者の業務経歴書及び所得税（法人にあつては、法

人税）の前年度の納税証明書 

三 その他知事が必要と認める書類 

（開発登録簿の様式） 

第１１条の２ 法第４６条の開発登録簿の様式は、様式第１

４号の２のとおりとする。 

（開発登録簿の写しの交付申請） 

第１２条 法第４７条第５項の規定による請求をしようとす

る者は、様式第１５号の開発登録簿写し交付申請書を知事

に提出しなければならない。 

（開発行為又は建築等に関する証明書の交付申請） 

第１３条 省令第６０条第１項の規定により法第２９条第１

項若しくは第２項、第３５条の２第１項、第４１条第２項、

第４２条又は第４３条第１項の規定に適合していることを

証する書面の交付の請求をしようとする者は、様式第１６

号の開発行為又は建築等に関する証明交付申請書を知事に

提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、位置図その他の知事が必要と認める

書類を添付しなければならない。 

（申請の取下げ） 

第１４条 法第２９条第１項若しくは第２項、第３５条の２

第１項、第４１条第２項ただし書、第４２条第１項ただし

書若しくは第４３条第１項の規定による許可の申請、法第

３７条第１号若しくは第４５条の規定による承認の申請又

は前条の規定による証明交付申請を取り下げようとする者

は、様式第１７号の申請取下書を知事に提出しなければな

らない。 

（工事取りやめの届出） 

第１５条 第４１条第２項ただし書、第４２条第１項ただし

書又は法第４３条第１項の規定による許可を受けた者に、

これらの処分に係る工事を取りやめたとき（工事に着手す

る意思を有しなくなつたときを含む。）は、遅滞なく、様式

第１８号の工事取りやめ届出書にこれらの処分に係る許可

通知書を添えて、知事に提出しなければならない。 

（身分証明書の様式） 

第１６条 法第８２条第２項に規定する身分を示す証明書の

様式は、様式第１９号のとおりとする。 

（許可申請書等の提出部数） 

第１７条 次に掲げる申請書等の提出部数は、それぞれ３部

とする。 

一 法第３０条の申請書 

二 第４条第３項の中間検査依頼書 

三 第５条第１項の既存権利届出書 

四 第５条の３第１項の開発許可事項変更許可申請書 

五 第５条の４の開発許可事項変更届出書 

六 省令第２９条の工事完了届出書 
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七 第７条の公告前建築等承認申請書 

八 第８条の建築物特例許可申請書 

九 第９条の予定建築物等以外の建築等許可申請書 

十 省令第３４条第１項の建築物の新築、改築若しくは用

途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書 

十一 第１１条の開発許可地位承継承認申請書 

十二 第１３条第１項の開発行為又は建築等に関する証明

交付申請書 

十三 第１４条の申請取下書 

十四 第１５条の工事取りやめ届出書 

十五 省令第３２条の開発行為に関する工事の廃止の届出

書 

  

   附 則 

 １ この規則は、公布の日から施行する。 

 ２ 住宅地造成事業に関する法律施行細則（昭和４０年埼玉

県規則第６８号）は、廃止する。 

   附 則（昭和４８年７月３１日規則第５０号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和５０年３月２８日規則第２６号） 

 この規則は、昭和５０年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和５２年３月２９日規則第１７号） 

 １ この規則は、昭和５２年４月１日から施行する。 

 ２ この規則の施行の際、改正前の規則に基づいて提出され

た申請書等は、それぞれこの規則の相当規定に基づいて

なされたものとみなす。 

   附 則（昭和５４年３月３０日規則第２８号） 

 この規則は、昭和５４年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和５４年７月２４日規則第６５号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和６０年９月２０日規則第６４号） 

 この規則は、昭和６０年１０月１５日から施行する。 

   附 則（平成元年２月２８日規則第１０号） 

 この規則は、平成元年３月１日から施行する。 

   附 則（平成５年６月２５日規則第５５号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成９年３月３１日規則第５８号） 

 この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１２年３月２８日規則第２６号） 

 この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１５年４月１日規則第８７号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成１７年４月１日規則第１０６号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成１９年１１月２７日規則第９４号） 

 この規則は、平成１９年１１月３０日から施行する。 

   附 則（平成２０年８月２９日規則第７８号） 

 この規則は、公布の日から施行する。（後略） 

   附 則（平成２１年３月３１日規則第６８号） 

 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、

第１０条、第１５条及び様式第２号の改正規定並びに様式

第６号の２の改正規定（「わからない」を「分からない」に

改める部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２２年１月１９日規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２２年３月３０日規則第６５号） 

 この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年３月１６日規則第８号） 

 この規則は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、

様式第１９号（裏面）の改正規定中「必要ある場合」を「必

要がある場合」に改める部分は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２８年３月１８日規則第１７号） 

 この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３１年３月２９日規則第５０号） 

 １ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

 ２ この規則による改正前の埼玉県都市計画法に基づく開

発行為等の手続に関する規則に定める様式による用紙は、

当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

   附 則（令和元年１１月１日規則第１９号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（令和４年３月２９日規則第５０号） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、

様式第２号、様式第３号、様式第６号、様式第６号の３

から様式第９号まで、様式第１４号、様式第１５号から

様式第１８号までの改正規定及び次項の規定は、公布の

日から施行する。 

２ この規則による改正前の埼玉県都市計画法に基づく開

発行為等の手続に関する規則に定める様式による用紙は、

当分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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（７）宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年 11 月 7 日

法律第 191 号） 

第１章 総則  

（目的）  

第１条 この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積

に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要

な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図

り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。  

一 宅地 農地、採草放牧地及び森林（以下この条、第２

１条第４項及び第４０条第４項において「農地等」とい

う。）並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の

用に供する施設の用に供されている土地（以下「公共施

設用地」という。）以外の土地をいう。  

二 宅地造成 宅地以外の土地を宅地にするために行う盛

土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。  

三 特定盛土等 宅地又は農地等において行う盛土その他

の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、

又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大

きいものとして政令で定めるものをいう。 

四 土石の堆積 宅地又は農地等において行う土石の堆積

で政令で定めるもの（一定期間の経過後に当該土石を除

却するものに限る。）をいう。 

五 災害 崖崩れ又は土砂の流出による災害をいう。  

六 設計 その者の責任において、設計図書（宅地造成、

特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を実施するため

に必要な図面（現寸図その他これに類するものを除く。）

及び仕様書をいう。第５５条第２項において同じ。）を

作成することをいう。  

七 工事主 宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に

関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらない

で自らその工事をする者をいう。  

八 工事施行者 宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆

積に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自ら

その工事をする者をいう。  

九 造成宅地 宅地造成又は特定盛土等（宅地において行

うものに限る。）に関する工事が施行された宅地をいう。  

第２章 基本方針及び基礎調査 

（基本方針） 

第３条 主務大臣は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積

に伴う災害の防止に関する基本的な方針（以下「基本方針」

という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるも

のとする。 

一 この法律に基づき行われる宅地造成、特定盛土等又は

土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な事項 

二 次条第１項の基礎調査の実施について指針となるべき

事項 

三 第１０条第１項の規定による宅地造成等工事規制区域

の指定、第２６条第１項の規定による特定盛土等規制区

域の指定及び第４５条第１項の規定による造成宅地防災

区域の指定について指針となるべき事項 

四 前三号に掲げるもののほか、宅地造成、特定盛土等又

は土石の堆積に伴う災害の防止に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定めるときは、あらかじめ、関

係行政機関の⾧に協議するとともに、社会資本整備審議会、

食料・農業・農村政策審議会及び林政審議会の意見を聴か

なければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（基礎調査） 

第４条 都道府県（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第

２５２条の１９第１項の指定都市（以下この項、次条第１

項、第１５条第１項及び第３４条第１項において「指定都

市」という。）又は同法第２５２条の２２第１項の中核市（以

下この項、次条第１項、第１５条第１項及び第３４条第１

項において「中核市」という。）の区域内の土地については、

それぞれ指定都市又は中核市。第１５条第１項及び第３４

条第１項を除き、以下同じ。）は、基本方針に基づき、おお

むね五年ごとに、第１０条第１項の規定による宅地造成等

工事規制区域の指定、第２６条第１項の規定による特定盛

土等規制区域の指定及び第４５条第１項の規定による造成

宅地防災区域の指定その他この法律に基づき行われる宅地

造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のため

の対策に必要な基礎調査として、宅地造成、特定盛土等又

は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出のおそれがある

土地に関する地形、地質の状況その他主務省令で定める事

項に関する調査（以下「基礎調査」という。）を行うものと

する。 

２ 都道府県は、基礎調査の結果を、主務省令で定めるとこ

ろにより、関係市町村⾧（特別区の⾧を含む。以下同じ。）

に通知するとともに、公表しなければならない。 



- 518 - 
第４編第２章 

（基礎調査のための土地の立入り等） 

第５条 都道府県知事（指定都市又は中核市の区域内の土地

については、それぞれ指定都市又は中核市の⾧。第５０条

を除き、以下同じ。）は、基礎調査のために他人の占有する

土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、

その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立

ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入ら

せることができる。 

２ 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとす

る者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を当

該土地の占有者に通知しなければならない。 

３ 第１項の規定により建築物が存し、又は垣、柵その他の

工作物で囲まれた他人の占有する土地に立ち入るときは、

その立ち入る者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当

該土地の占有者に告げなければならない。 

４ 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があ

つた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはなら

ない。 

５ 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第１項の規定

による立入りを拒み、又は妨げてはならない。 

（基礎調査のための障害物の伐除及び土地の試掘等） 

第６条 前条第１項の規定により他人の占有する土地に立ち

入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行う

に当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若

しくは垣、柵その他の工作物（以下この条、次条第２項及

び第５８条第２号において「障害物」という。）を伐除しよ

うとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若し

くはこれに伴う障害物の伐除（以下この条、次条第２項及

び同号において「試掘等」という。）を行おうとする場合に

おいて、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同

意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管

轄する市町村⾧の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は

当該土地の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けて

当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、

市町村⾧が許可を与えるときは障害物の所有者及び占有者

に、都道府県知事が許可を与えるときは土地又は障害物の

所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与

えなければならない。 

２ 前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地

に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試

掘等を行おうとする日の三日前までに、その旨を当該障害

物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知

しなければならない。 

３ 第１項の規定により障害物を伐除しようとする場合（土

地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとす

る場合を除く。）において、当該障害物の所有者及び占有者

がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、

かつ、その現状を著しく損傷しないときは、都道府県知事

又はその命じた者若しくは委任した者は、前二項の規定に

かかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村⾧の許

可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができる。

この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、

その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。 

（証明書等の携帯） 

第７条 第５条第１項の規定により他人の占有する土地に立

ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなけ

ればならない。 

２ 前条第１項の規定により障害物を伐除しようとする者又

は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明

書及び市町村⾧又は都道府県知事の許可証を携帯しなけれ

ばならない。 

３ 前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求が

あつたときは、これを提示しなければならない。 

（土地の立入り等に伴う損失の補償） 

第８条 都道府県は、第５条第１項又は第６条第１項若しく

は第３項の規定による行為により他人に損失を与えたとき

は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補

償しなければならない。 

２ 前項の規定による損失の補償については、都道府県と損

失を受けた者とが協議しなければならない。 

３ 前項の規定による協議が成立しないときは、都道府県又

は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委

員会に土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号）第９４条第

２項の規定による裁決を申請することができる。 

（基礎調査に要する費用の補助） 

第９条 国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、都

道府県の行う基礎調査に要する費用の一部を補助すること

ができる。 

第３章 宅地造成等工事規制区域   

第１０条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎

調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆

積（以下この章及び次章において「宅地造成等」という。）

に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地

となろうとする土地の区域又は集落の区域（これらの区域

に隣接し、又は近接する土地の区域を含む。第５項及び第

２６条第１項において「市街地等区域」という。）であつて、



- 519 - 
第４編第２章 

宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるも

のを、宅地造成等工事規制区域として指定することができ

る。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により宅地造成等工事規制

区域を指定しようとするときは、関係市町村⾧の意見を聴

かなければならない。 

３ 第１項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な

最小限度のものでなければならない。 

４ 都道府県知事は、第１項の指定をするときは、主務省令

で定めるところにより、当該宅地造成等工事規制区域を公

示するとともに、その旨を関係市町村⾧に通知しなければ

ならない。 

５ 市町村⾧は、宅地造成等に伴い市街地等区域において災

害が生ずるおそれが大きいため第１項の指定をする必要が

あると認めるときは、その旨を都道府県知事に申し出るこ

とができる。 

６ 第１項の指定は、第４項の公示によつてその効力を生ず

る。 

第４章 宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等に関

する工事等の規制 

（住民への周知） 

第１１条 工事主は、次条第１項の許可の申請をするときは、

あらかじめ、主務省令で定めるところにより、宅地造成等

に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、

説明会の開催その他の当該宅地造成等に関する工事の内容

を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 

（宅地造成等に関する工事の許可） 

第１２条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地

造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着

手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知

事の許可を受けなければならない。ただし、宅地造成等に

伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政

令で定める工事については、この限りでない。 

２ 都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げる基準に

適合しないと認めるとき、又はその申請の手続がこの法律

若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認

めるときは、同項の許可をしてはならない。 

一 当該申請に係る宅地造成等に関する工事の計画が次条

の規定に適合するものであること。 

二 工事主に当該宅地造成等に関する工事を行うために必

要な資力及び信用があること。 

三 工事施行者に当該宅地造成等に関する工事を完成する

ために必要な能力があること。 

四 当該宅地造成等に関する工事（土地区画整理法（昭和

29 年法律第 119 号）第２条第１項に規定する土地区画整

理事業その他の公共施設の整備又は土地利用の増進を図

るための事業として政令で定めるものの施行に伴うもの

を除く。）をしようとする土地の区域内の土地について所

有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又は

その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全

ての同意を得ていること。 

３ 都道府県知事は、第１項の許可に、工事の施行に伴う災

害を防止するため必要な条件を付することができる。 

４ 都道府県知事は、第１項の許可をしたときは、速やかに、

主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、

宅地造成等に関する工事が施行される土地の所在地その他

主務省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村⾧

に通知しなければならない。 

（宅地造成等に関する工事の技術的基準等） 

第１３条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地

造成等に関する工事（前条第１項ただし書に規定する工事

を除く。第２１条第１項において同じ。）は、政令（その政

令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則

を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その

他の政令で定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置そ

の他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講

ぜられたものでなければならない。 

２ 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令

（同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、

その規則を含む。）で定めるものの工事は、政令で定める資

格を有する者の設計によらなければならない。 

（許可証の交付又は不許可の通知） 

第１４条 都道府県知事は、第１２条第１項の許可の申請が

あつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなけ

ればならない。 

２ 都道府県知事は、前項の申請をした者に、同項の許可の

処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可の処分を

したときは文書をもつてその旨を通知しなければならない。 

３ 宅地造成等に関する工事は、前項の許可証の交付を受け

た後でなければ、することができない。 

４ 第２項の許可証の様式は、主務省令で定める。 

（許可の特例） 

第１５条 国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が宅地

造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工

事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立

することをもつて第１２条第１項の許可があつたものとみ
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なす。 

２ 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又

は特定盛土等について当該宅地造成等工事規制区域の指定

後に都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第２９条第１

項又は第２項の許可を受けたときは、当該宅地造成又は特

定盛土等に関する工事については、第１２条第１項の許可

を受けたものとみなす。 

（変更の許可等） 

第１６条 第１２条第１項の許可を受けた者は、当該許可に

係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとする

ときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の

許可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める

軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 

２ 第１２条第１項の許可を受けた者は、前項ただし書の主

務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その

旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

３ 第１２条第２項から第４項まで、第１３条、第１４条及

び前条第１項の規定は、第１項の許可について準用する。 

４ 第１項又は第２項の場合における次条から第１９条まで

の規定の適用については、第１項の許可又は第２項の規定

による届出に係る変更後の内容を第１２条第１項の許可の

内容とみなす。 

５ 前条第２項の規定により第１２条第１項の許可を受けた

ものとみなされた宅地造成又は特定盛土等に関する工事に

係る都市計画法第３５条の２第１項の許可又は同条第３項

の規定による届出は、当該工事に係る第１項の許可又は第

２項の規定による届出とみなす。 

（完了検査等） 

第１７条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について第

１２条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を

完了したときは、主務省令で定める期間内に、主務省令で

定めるところにより、その工事が第１３条第１項の規定に

適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を申

請しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の検査の結果、工事が第１３条第

１項の規定に適合していると認めた場合においては、主務

省令で定める様式の検査済証を第１２条第１項の許可を受

けた者に交付しなければならない。 

３ 第１５条第２項の規定により第１２条第１項の許可を受

けたものとみなされた宅地造成又は特定盛土等に関する工

事に係る都市計画法第３６条第１項の規定による届出又は

同条第２項の規定により交付された検査済証は、当該工事

に係る第１項の規定による申請又は前項の規定により交付

された検査済証とみなす。 

４ 土石の堆積に関する工事について第１２条第１項の許可

を受けた者は、当該許可に係る工事（堆積した全ての土石

を除却するものに限る。）を完了したときは、主務省令で定

める期間内に、主務省令で定めるところにより、堆積され

ていた全ての土石の除却が行われたかどうかについて、都

道府県知事の確認を申請しなければならない。 

５ 都道府県知事は、前項の確認の結果、堆積されていた全

ての土石が除却されたと認めた場合においては、主務省令

で定める様式の確認済証を第１２条第１項の許可を受けた

者に交付しなければならない。 

（中間検査） 

第１８条 第１２条第１項の許可を受けた者は、当該許可に

係る宅地造成又は特定盛土等（政令で定める規模のものに

限る。）に関する工事が政令で定める工程（以下この条にお

いて「特定工程」という。）を含む場合において、当該特定

工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省令で定め

る期間内に、主務省令で定めるところにより、都道府県知

事の検査を申請しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の検査の結果、当該特定工程に係

る工事が第１３条第１項の規定に適合していると認めた場

合においては、主務省令で定める様式の当該特定工程に係

る中間検査合格証を第１２条第１項の許可を受けた者に交

付しなければならない。 

３ 特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程に係

る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査

合格証の交付を受けた後でなければ、することができない。 

４ 都道府県は、第１項の検査について、宅地造成又は特定

盛土等に伴う災害を防止するために必要があると認める場

合においては、同項の政令で定める宅地造成若しくは特定

盛土等の規模を当該規模未満で条例で定める規模とし、又

は特定工程（当該特定工程後の前項に規定する工程を含

む。）として条例で定める工程を追加することができる。 

５ 都道府県知事は、第１項の検査において第１３条第１項

の規定に適合することを認められた特定工程に係る工事に

ついては、前条第１項の検査において当該工事に係る部分

の検査をすることを要しない。 

（定期の報告） 

第１９条 第１２条第１項の許可（政令で定める規模の宅地

造成等に関する工事に係るものに限る。）を受けた者は、主

務省令で定めるところにより、主務省令で定める期間ごと

に、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況

その他主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなけ



- 521 - 
第４編第２章 

ればならない。 

２ 都道府県は、前項の報告について、宅地造成等に伴う災

害を防止するために必要があると認める場合においては、

同項の政令で定める宅地造成等の規模を当該規模未満で条

例で定める規模とし、同項の主務省令で定める期間を当該

期間より短い期間で条例で定める期間とし、又は同項の主

務省令で定める事項に条例で必要な事項を付加することが

できる。 

（監督処分） 

第２０条 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第

１２条第１項若しくは第１６条第１項の許可を受けた者又

はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可

を取り消すことができる。 

２ 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行

われている宅地造成等に関する次に掲げる工事については、

当該工事主又は当該工事の請負人（請負工事の下請人を含

む。）若しくは現場管理者（第四項から第六項までにおいて

「工事主等」という。）に対して、当該工事の施行の停止を

命じ、又は相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置その他

宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置（以下この

条において「災害防止措置」という。）をとることを命ずる

ことができる。 

一 第１２条第１項又は第１６条第１項の規定に違反して

第１２条第１項又は第１６条第１項の許可を受けないで

施行する工事 

二 第１２条第３項（第１６条第３項において準用する場

合を含む。）の規定により許可に付した条件に違反する工

事 

三 第１３条第１項の規定に適合していない工事 

四 第１８条第１項の規定に違反して同項の検査を申請し

ないで施行する工事 

３ 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の次に掲げ

る土地については、当該土地の所有者、管理者若しくは占

有者又は当該工事主（第５項第１号及び第２号並びに第６

項において「土地所有者等」という。）に対して、当該土地

の使用を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限を

付けて、災害防止措置をとることを命ずることができる。 

一 第１２条第１項又は第１６条第１項の規定に違反して

第１２条第１項又は第１６条第１項の許可を受けないで

宅地造成等に関する工事が施行された土地 

二 第１７条第１項の規定に違反して同項の検査を申請せ

ず、又は同項の検査の結果工事が第１３条第１項の規定

に適合していないと認められた土地 

三 第１７条第４項の規定に違反して同項の確認を申請せ

ず、又は同項の確認の結果堆積されていた全ての土石が

除却されていないと認められた土地 

四 第１８条第１項の規定に違反して同項の検査を申請し

ないで宅地造成又は特定盛土等に関する工事が施行され

た土地 

４ 都道府県知事は、第２項の規定により工事の施行の停止

を命じようとする場合において、緊急の必要により弁明の

機会の付与を行うことができないときは、同項に規定する

工事に該当することが明らかな場合に限り、弁明の機会の

付与を行わないで、工事主等に対して、当該工事の施行の

停止を命ずることができる。この場合において、当該工事

主等が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事す

る者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることが

できる。 

５ 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、自ら災害防止措置の全部又は一部を講ずること

ができる。この場合において、第２号に該当すると認める

ときは、相当の期限を定めて、当該災害防止措置を講ずべ

き旨及びその期限までに当該災害防止措置を講じないとき

は自ら当該災害防止措置を講じ、当該災害防止措置に要し

た費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告しな

ければならない。 

一 第２項又は第３項の規定により災害防止措置を講ずべ

きことを命ぜられた工事主等又は土地所有者等が、当該

命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないと

き、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがない

とき。 

二 第２項又は第３項の規定により災害防止措置を講ずべ

きことを命じようとする場合において、過失がなくて当

該災害防止措置を命ずべき工事主等又は土地所有者等を

確知することができないとき。 

三 緊急に災害防止措置を講ずる必要がある場合において、

第２項又は第３項の規定により災害防止措置を講ずべき

ことを命ずるいとまがないとき。 

６ 都道府県知事は、前項の規定により同項の災害防止措置

の全部又は一部を講じたときは、当該災害防止措置に要し

た費用について、主務省令で定めるところにより、当該工

事主等又は土地所有者等に負担させることができる。 

７ 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行

政代執行法（昭和 23 年法律第 43 号）第５条及び第６条の

規定を準用する。 

（工事等の届出） 
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第２１条 宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造

成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関

する工事の工事主は、その指定があつた日から２１日以内

に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都

道府県知事に届け出なければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したとき

は、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の

氏名又は名称、宅地造成等に関する工事が施行される土地

の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、

関係市町村⾧に通知しなければならない。 

３ 宅地造成等工事規制区域内の土地（公共施設用地を除く。

以下この章において同じ。）において、擁壁等に関する工事

その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者（第１

２条第１項若しくは第１６条第１項の許可を受け、又は同

条第２項の規定による届出をした者を除く。）は、その工事

に着手する日の１４日前までに、主務省令で定めるところ

により、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

４ 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅

地又は農地等に転用した者（第１２条第１項若しくは第１

６条第１項の許可を受け、又は同条第２項の規定による届

出をした者を除く。）は、その転用した日から１４日以内に、

主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に

届け出なければならない。 

（土地の保全等） 

第２２条 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理

者又は占有者は、宅地造成等（宅地造成等工事規制区域の

指定前に行われたものを含む。次項及び次条第１項におい

て同じ。）に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全

な状態に維持するように努めなければならない。 

２ 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地につ

いて、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認

める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、

工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その

他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとるこ

とを勧告することができる。 

（改善命令） 

第２３条 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土

地で、宅地造成若しくは特定盛土等に伴う災害の防止のた

め必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完

全であり、又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な

措置がとられておらず、若しくは極めて不十分であるため

に、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生

のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、

その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況

その他の状況からみて相当であると認められる限度におい

て、当該宅地造成等工事規制区域内の土地又は擁壁等の所

有者、管理者又は占有者（次項において「土地所有者等」

という。）に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設

置若しくは改造、地形若しくは盛土の改良又は土石の除却

のための工事を行うことを命ずることができる。 

２ 前項の場合において、土地所有者等以外の者の宅地造成

等に関する不完全な工事その他の行為によつて同項の災害

の発生のおそれが生じたことが明らかであり、その行為を

した者（その行為が隣地における土地の形質の変更又は土

石の堆積であるときは、その土地の所有者を含む。以下こ

の項において同じ。）に前項の工事の全部又は一部を行わせ

ることが相当であると認められ、かつ、これを行わせるこ

とについて当該土地所有者等に異議がないときは、都道府

県知事は、その行為をした者に対して、同項の工事の全部

又は一部を行うことを命ずることができる。 

３ 第２０条第５項から第７項までの規定は、前２項の場合

について準用する。 

（立入検査） 

第２４条 都道府県知事は、第１２条第１項、第１６条第１

項、第１７条第１項若しくは第４項、第１８条第１項、第

２０条第１項から第４項まで又は前条第１項若しくは第２

項の規定による権限を行うために必要な限度において、そ

の職員に、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地に

おいて行われている宅地造成等に関する工事の状況を検査

させることができる。 

２ 第７条第１項及び第３項の規定は、前項の場合について

準用する。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため

に認められたものと解してはならない。 

（報告の徴取） 

第２５条 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土

地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当

該土地において行われている工事の状況について報告を求

めることができる。 

第５章 特定盛土等規制区域 

第２６条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎

調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地

の区域であつて、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然

的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会

的条件からみて、当該区域内の土地において特定盛土等又

は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により
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市街地等区域その他の区域の居住者その他の者（第５項及

び第４５条第１項において「居住者等」という。）の生命又

は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区

域を、特定盛土等規制区域として指定することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定により特定盛土等規制区域

を指定しようとするときは、関係市町村⾧の意見を聴かな

ければならない。 

３ 第１項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な

最小限度のものでなければならない。 

４ 都道府県知事は、第１項の指定をするときは、主務省令

で定めるところにより、当該特定盛土等規制区域を公示す

るとともに、その旨を関係市町村⾧に通知しなければなら

ない。 

５ 市町村⾧は、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害によ

り当該市町村の区域の居住者等の生命又は身体に危害を生

ずるおそれが特に大きいため第１項の指定をする必要があ

ると認めるときは、その旨を都道府県知事に申し出ること

ができる。 

６ 第１項の指定は、第４項の公示によつてその効力を生ず

る。 

第６章 特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石

の堆積に関する工事等の規制 

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出等） 

第２７条 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土

等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当

該工事に着手する日の３０日前までに、主務省令で定める

ところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出な

ければならない。ただし、特定盛土等又は土石の堆積に伴

う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令

で定める工事については、この限りでない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したとき

は、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の

氏名又は名称、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が

施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公

表するとともに、関係市町村⾧に通知しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第１項の規定による届出があつた場合

において、当該届出に係る工事の計画について当該特定盛

土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要があると

認めるときは、当該届出を受理した日から３０日以内に限

り、当該届出をした者に対し、当該工事の計画の変更その

他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、

正当な理由がなくて当該勧告に係る措置をとらなかつたと

きは、その者に対し、相当の期限を定めて、当該勧告に係

る措置をとるべきことを命ずることができる。 

５ 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等につ

いて都市計画法第２９条第１項又は第２項の許可の申請を

したときは、当該特定盛土等に関する工事については、第

１項の規定による届出をしたものとみなす。 

（変更の届出等） 

第２８条 前条第１項の規定による届出をした者は、当該届

出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の

変更（主務省令で定める軽微な変更を除く。）をしようとす

るときは、当該変更後の工事に着手する日の３０日前まで

に、主務省令で定めるところにより、当該変更後の工事の

計画を都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 前条第５項の規定により同条第１項の規定による届出を

したものとみなされた特定盛土等に関する工事に係る都市

計画法第３５条の２第１項の許可の申請は、当該工事に係

る前項の規定による届出とみなす。 

３ 前条第２項から第４項までの規定は、第１項の規定によ

る届出について準用する。 

（住民への周知） 

第２９条 工事主は、次条第１項の許可の申請をするときは、

あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定盛土等

又は土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域

の住民に対し、説明会の開催その他の当該特定盛土等又は

土石の堆積に関する工事の内容を周知させるため必要な措

置を講じなければならない。 

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可） 

第３０条 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土

等又は土石の堆積（大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じ

させるおそれが大きいものとして政令で定める規模のもの

に限る。以下この条から第３９条まで及び第５５条第１項

第２号において同じ。）に関する工事については、工事主は、

当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、

都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、特

定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがない

と認められるものとして政令で定める工事については、こ

の限りでない。 

２ 都道府県知事は、前項の許可の申請が次に掲げる基準に

適合しないと認めるとき、又はその申請の手続がこの法律

若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認

めるときは、同項の許可をしてはならない。 

一 当該申請に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工

事の計画が次条の規定に適合するものであること。 
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二 工事主に当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事

を行うために必要な資力及び信用があること。 

三 工事施行者に当該特定盛土等又は土石の堆積に関する

工事を完成するために必要な能力があること。 

四 当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事（土地区

画整理法第２条第１項に規定する土地区画整理事業その

他の公共施設の整備又は土地利用の増進を図るための事

業として政令で定めるものの施行に伴うものを除く。）を

しようとする土地の区域内の土地について所有権、地上

権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使

用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意を

得ていること。 

３ 都道府県知事は、第１項の許可に、工事の施行に伴う災

害を防止するため必要な条件を付することができる。 

４ 都道府県知事は、第１項の許可をしたときは、速やかに、

主務省令で定めるところにより、工事主の氏名又は名称、

特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が施行される土地

の所在地その他主務省令で定める事項を公表するとともに、

関係市町村⾧に通知しなければならない。 

５ 第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事につい

ては、第２７条第１項の規定による届出をすることを要し

ない。 

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の技術的基準等） 

第３１条 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土

等又は土石の堆積に関する工事（前条第１項ただし書に規

定する工事を除く。第４０条第１項において同じ。）は、政

令（その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、

その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁等の設

置その他特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防止する

ため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。 

２ 前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令

（同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、

その規則を含む。）で定めるものの工事は、政令で定める資

格を有する者の設計によらなければならない。 

（条例で定める特定盛土等又は土石の堆積の規模） 

第３２条 都道府県は、第３０条第１項の許可について、特

定盛土等又は土石の堆積に伴う災害を防止するために必要

があると認める場合においては、同項の政令で定める特定

盛土等又は土石の堆積の規模を当該規模未満で条例で定め

る規模とすることができる。 

（許可証の交付又は不許可の通知） 

第３３条 都道府県知事は、第３０条第１項の許可の申請が

あつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなけ

ればならない。 

２ 都道府県知事は、前項の申請をした者に、同項の許可の

処分をしたときは許可証を交付し、同項の不許可の処分を

したときは文書をもつてその旨を通知しなければならない。 

３ 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事は、前項の許可

証の交付を受けた後でなければ、することができない。 

４ 第２項の許可証の様式は、主務省令で定める。 

（許可の特例） 

第３４条 国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が特定

盛土等規制区域内において行う特定盛土等又は土石の堆積

に関する工事については、これらの者と都道府県知事との

協議が成立することをもつて第３０条第１項の許可があつ

たものとみなす。 

２ 特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等につ

いて当該特定盛土等規制区域の指定後に都市計画法第２９

条第１項又は第２項の許可を受けたときは、当該特定盛土

等に関する工事については、第３０条第１項の許可を受け

たものとみなす。 

（変更の許可等） 

第３５条 第３０条第１項の許可を受けた者は、当該許可に

係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更

をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、

都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、主

務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限

りでない。 

２ 第３０条第１項の許可を受けた者は、前項ただし書の主

務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その

旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

３ 第３０条第２項から第４項まで、第３１条から第３３条

まで及び前条第１項の規定は、第１項の許可について準用

する。 

４ 第１項又は第２項の場合における次条から第３８条まで

の規定の適用については、第１項の許可又は第２項の規定

による届出に係る変更後の内容を第３０条第１項の許可の

内容とみなす。 

５ 前条第２項の規定により第３０条第１項の許可を受けた

ものとみなされた特定盛土等に関する工事に係る都市計画

法第３５条の２第１項の許可又は同条第３項の規定による

届出は、当該工事に係る第１項の許可又は第２項の規定に

よる届出とみなす。 

（完了検査等） 

第３６条 特定盛土等に関する工事について第３０条第１項

の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したとき
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は、主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところ

により、その工事が第３１条第１項の規定に適合している

かどうかについて、都道府県知事の検査を申請しなければ

ならない。 

２ 都道府県知事は、前項の検査の結果、工事が第３１条第

１項の規定に適合していると認めた場合においては、主務

省令で定める様式の検査済証を第３０条第１項の許可を受

けた者に交付しなければならない。 

３ 第３４条第２項の規定により第３０条第１項の許可を受

けたものとみなされた特定盛土等に関する工事に係る都市

計画法第３６条第１項の規定による届出又は同条第２項の

規定により交付された検査済証は、当該工事に係る第１項

の規定による申請又は前項の規定により交付された検査済

証とみなす。 

４ 土石の堆積に関する工事について第３０条第１項の許可

を受けた者は、当該許可に係る工事（堆積した全ての土石

を除却するものに限る。）を完了したときは、主務省令で定

める期間内に、主務省令で定めるところにより、堆積され

ていた全ての土石の除却が行われたかどうかについて、都

道府県知事の確認を申請しなければならない。 

５ 都道府県知事は、前項の確認の結果、堆積されていた全

ての土石が除却されたと認めた場合においては、主務省令

で定める様式の確認済証を第３０条第１項の許可を受けた

者に交付しなければならない。 

（中間検査） 

第３７条 第３０条第１項の許可を受けた者は、当該許可に

係る特定盛土等（政令で定める規模のものに限る。）に関す

る工事が政令で定める工程（以下この条において「特定工

程」という。）を含む場合において、当該特定工程に係る工

事を終えたときは、その都度主務省令で定める期間内に、

主務省令で定めるところにより、都道府県知事の検査を申

請しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の検査の結果、当該特定工程に係

る工事が第３１条第１項の規定に適合していると認めた場

合においては、主務省令で定める様式の当該特定工程に係

る中間検査合格証を第３０条第１項の許可を受けた者に交

付しなければならない。 

３ 特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程に係

る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査

合格証の交付を受けた後でなければ、することができない。 

４ 都道府県は、第１項の検査について、特定盛土等に伴う

災害を防止するために必要があると認める場合においては、

同項の政令で定める特定盛土等の規模を当該規模未満で条

例で定める規模とし、又は特定工程（当該特定工程後の前

項に規定する工程を含む。）として条例で定める工程を追加

することができる。 

５ 都道府県知事は、第１項の検査において第３１条第１項

の規定に適合することを認められた特定工程に係る工事に

ついては、前条第１項の検査において当該工事に係る部分

の検査をすることを要しない。 

（定期の報告） 

第３８条 第３０条第１項の許可（政令で定める規模の特定

盛土等又は土石の堆積に関する工事に係るものに限る。）を

受けた者は、主務省令で定めるところにより、主務省令で

定める期間ごとに、当該許可に係る特定盛土等又は土石の

堆積に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事

項を都道府県知事に報告しなければならない。 

２ 都道府県は、前項の報告について、特定盛土等又は土石

の堆積に伴う災害を防止するために必要があると認める場

合においては、同項の政令で定める特定盛土等若しくは土

石の堆積の規模を当該規模未満で条例で定める規模とし、

同項の主務省令で定める期間を当該期間より短い期間で条

例で定める期間とし、又は同項の主務省令で定める事項に

条例で必要な事項を付加することができる。 

（監督処分） 

第３９条 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第

３０条第１項若しくは第３５条第１項の許可を受けた者又

はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可

を取り消すことができる。 

２ 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内において行われ

ている特定盛土等又は土石の堆積に関する次に掲げる工事

については、当該工事主又は当該工事の請負人（請負工事

の下請人を含む。）若しくは現場管理者（第４項から第６項

までにおいて「工事主等」という。）に対して、当該工事の

施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて、擁壁等

の設置その他特定盛土等若しくは土石の堆積に伴う災害の

防止のため必要な措置（以下この条において「災害防止措

置」という。）をとることを命ずることができる。 

一 第３０条第１項又は第３５条第１項の規定に違反して

第３０条第１項又は第３５条第１項の許可を受けないで

施行する工事 

二 第３０条第３項（第３５条第３項において準用する場

合を含む。）の規定により許可に付した条件に違反する工

事 

三 第３１条第１項の規定に適合していない工事 

四 第３７条第１項の規定に違反して同項の検査を申請し
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ないで施行する工事 

３ 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の次に掲げる土

地については、当該土地の所有者、管理者若しくは占有者

又は当該工事主（第５項第１号及び第２号並びに第６項に

おいて「土地所有者等」という。）に対して、当該土地の使

用を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限を付け

て、災害防止措置をとることを命ずることができる。 

一 第３０条第１項又は第３５条第１項の規定に違反して

第３０条第１項又は第３５条第１項の許可を受けないで

特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が施行された土

地 

二 第３６条第１項の規定に違反して同項の検査を申請せ

ず、又は同項の検査の結果工事が第３１条第１項の規定

に適合していないと認められた土地 

三 第３６条第４項の規定に違反して同項の確認を申請せ

ず、又は同項の確認の結果堆積されていた全ての土石が

除却されていないと認められた土地 

四 第３７条第１項の規定に違反して同項の検査を申請し

ないで特定盛土等に関する工事が施行された土地 

４ 都道府県知事は、第２項の規定により工事の施行の停止

を命じようとする場合において、緊急の必要により弁明の

機会の付与を行うことができないときは、同項に規定する

工事に該当することが明らかな場合に限り、弁明の機会の

付与を行わないで、工事主等に対して、当該工事の施行の

停止を命ずることができる。この場合において、当該工事

主等が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事す

る者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることが

できる。 

５ 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、自ら災害防止措置の全部又は一部を講ずること

ができる。この場合において、第２号に該当すると認める

ときは、相当の期限を定めて、当該災害防止措置を講ずべ

き旨及びその期限までに当該災害防止措置を講じないとき

は自ら当該災害防止措置を講じ、当該災害防止措置に要し

た費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告しな

ければならない。 

一 第２項又は第３項の規定により災害防止措置を講ずべ

きことを命ぜられた工事主等又は土地所有者等が、当該

命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないと

き、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがない

とき。 

二 第２項又は第３項の規定により災害防止措置を講ずべ

きことを命じようとする場合において、過失がなくて当

該災害防止措置を命ずべき工事主等又は土地所有者等を

確知することができないとき。 

三 緊急に災害防止措置を講ずる必要がある場合において、

第２項又は第３項の規定により災害防止措置を講ずべき

ことを命ずるいとまがないとき。 

６ 都道府県知事は、前項の規定により同項の災害防止措置

の全部又は一部を講じたときは、当該災害防止措置に要し

た費用について、主務省令で定めるところにより、当該工

事主等又は土地所有者等に負担させることができる。 

７ 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行

政代執行法第５条及び第６条の規定を準用する。 

（工事等の届出） 

第４０条 特定盛土等規制区域の指定の際、当該特定盛土等

規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆

積に関する工事の工事主は、その指定があつた日から２１

日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事につ

いて都道府県知事に届け出なければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したとき

は、速やかに、主務省令で定めるところにより、工事主の

氏名又は名称、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が

施行される土地の所在地その他主務省令で定める事項を公

表するとともに、関係市町村⾧に通知しなければならない。 

３ 特定盛土等規制区域内の土地（公共施設用地を除く。以

下この章において同じ。）において、擁壁等に関する工事そ

の他の工事で政令で定めるものを行おうとする者（第３０

条第１項若しくは第３５条第１項の許可を受け、又は第２

７条第１項、第２８条第１項若しくは第３５条第２項の規

定による届出をした者を除く。）は、その工事に着手する日

の１４日前までに、主務省令で定めるところにより、その

旨を都道府県知事に届け出なければならない。 

４ 特定盛土等規制区域内において、公共施設用地を宅地又

は農地等に転用した者（第３０条第１項若しくは第３５条

第１項の許可を受け、又は第２７条第１項、第２８条第１

項若しくは第３５条第２項の規定による届出をした者を除

く。）は、その転用した日から１４日以内に、主務省令で定

めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なけれ

ばならない。 

（土地の保全等） 

第４１条 特定盛土等規制区域内の土地の所有者、管理者又

は占有者は、特定盛土等又は土石の堆積（特定盛土等規制

区域の指定前に行われたものを含む。次項及び次条第１項

において同じ。）に伴う災害が生じないよう、その土地を常

時安全な状態に維持するように努めなければならない。 
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２ 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土地について、

特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要が

あると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、

占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は

改造その他特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止の

ため必要な措置をとることを勧告することができる。 

（改善命令） 

第４２条 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土地で、

特定盛土等に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置さ

れておらず、若しくは極めて不完全であり、又は土石の堆

積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、

若しくは極めて不十分であるために、これを放置するとき

は、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれ

が大きいと認められるものがある場合においては、その災

害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他

の状況からみて相当であると認められる限度において、当

該特定盛土等規制区域内の土地又は擁壁等の所有者、管理

者又は占有者（次項において「土地所有者等」という。）に

対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは

改造、地形若しくは盛土の改良又は土石の除却のための工

事を行うことを命ずることができる。 

２ 前項の場合において、土地所有者等以外の者の特定盛土

等又は土石の堆積に関する不完全な工事その他の行為によ

つて同項の災害の発生のおそれが生じたことが明らかであ

り、その行為をした者（その行為が隣地における土地の形

質の変更又は土石の堆積であるときは、その土地の所有者

を含む。以下この項において同じ。）に前項の工事の全部又

は一部を行わせることが相当であると認められ、かつ、こ

れを行わせることについて当該土地所有者等に異議がない

ときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、同

項の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる。 

３ 第３９条第５項から第７項までの規定は、前二項の場合

について準用する。 

（立入検査） 

第４３条 都道府県知事は、第２７条第４項（第２８条第３

項において準用する場合を含む。）、第３０条第１項、第３

５条第１項、第３６条第１項若しくは第４項、第３７条第

１項、第３９条第１項から第４項まで又は前条第１項若し

くは第２項の規定による権限を行うために必要な限度にお

いて、その職員に、当該土地に立ち入り、当該土地又は当

該土地において行われている特定盛土等若しくは土石の堆

積に関する工事の状況を検査させることができる。 

２ 第７条第１項及び第３項の規定は、前項の場合について

準用する。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため

に認められたものと解してはならない。 

（報告の徴取） 

第４４条 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土地の

所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土

地において行われている工事の状況について報告を求める

ことができる。 

第７章 造成宅地防災区域 

第４５条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎

調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必

要があると認めるときは、宅地造成又は特定盛土等（宅地

において行うものに限る。第４７条第２項において同じ。）

に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生

のおそれが大きい一団の造成宅地（これに附帯する道路そ

の他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土地を除

く。）の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、

造成宅地防災区域として指定することができる。 

２ 都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他前項の災

害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地

防災区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなく

なつたと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は

一部について同項の指定を解除するものとする。 

３ 第１０条第２項から第６項までの規定は、第１項の規定

による指定及び前項の規定による指定の解除について準用

する。 

第８章 造成宅地防災区域内における災害の防止のための措

置 

（災害の防止のための措置） 

第４６条 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者

又は占有者は、前条第１項の災害が生じないよう、その造

成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を

講ずるように努めなければならない。 

２ 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地につい

て、前条第一項の災害の防止のため必要があると認める場

合においては、その造成宅地の所有者、管理者又は占有者

に対し、擁壁等の設置又は改造その他同項の災害の防止の

ため必要な措置をとることを勧告することができる。 

（改善命令） 

第４７条 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地

で、第４５条第１項の災害の防止のため必要な擁壁等が設

置されておらず、又は極めて不完全であるために、これを

放置するときは、同項の災害の発生のおそれが大きいと認
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められるものがある場合においては、その災害の防止のた

め必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみ

て相当であると認められる限度において、当該造成宅地又

は擁壁等の所有者、管理者又は占有者（次項において「造

成宅地所有者等」という。）に対して、相当の猶予期限を

付けて、擁壁等の設置若しくは改造又は地形若しくは盛土

の改良のための工事を行うことを命ずることができる。 

２ 前項の場合において、造成宅地所有者等以外の者の宅地

造成又は特定盛土等に関する不完全な工事その他の行為に

よつて第４５条第１項の災害の発生のおそれが生じたこと

が明らかであり、その行為をした者（その行為が隣地にお

ける土地の形質の変更であるときは、その土地の所有者を

含む。以下この項において同じ。）に前項の工事の全部又

は一部を行わせることが相当であると認められ、かつ、こ

れを行わせることについて当該造成宅地所有者等に異議が

ないときは、都道府県知事は、その行為をした者に対して、

同項の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができ

る。 

３ 第２０条第５項から第７項までの規定は、前二項の場合

について準用する。 

（準用） 

第４８条 第２４条の規定は都道府県知事が前条第１項又は

第２項の規定による権限を行うため必要がある場合につい

て、第２５条の規定は造成宅地防災区域内における造成宅

地の所有者、管理者又は占有者について準用する。 

第９章 雑則 

（標識の掲示） 

第４９条 第１２条第１項若しくは第３０条第１項の許可を

受けた工事主又は第２７条第１項の規定による届出をした

工事主は、当該許可又は届出に係る土地の見やすい場所に、

主務省令で定めるところにより、氏名又は名称その他の主

務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならな

い。 

（市町村⾧の意見の申出） 

第５０条 市町村⾧は、宅地造成等工事規制区域、特定盛土

等規制区域及び造成宅地防災区域内における宅地造成、特

定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関し、都道府

県知事に意見を申し出ることができる。 

（緊急時の指示） 

第５１条 主務大臣は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆

積に伴う災害が発生し、又は発生するおそれがあると認め

られる場合において、当該災害を防止し、又は軽減するた

め緊急の必要があると認められるときは、都道府県知事に

対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のう

ち政令で定めるものに関し、必要な指示をすることができ

る。 

（都道府県への援助） 

第５２条 主務大臣は、第１０条第１項の規定による宅地造

成等工事規制区域の指定、第２６条第１項の規定による特

定盛土等規制区域の指定及び第４５条第１項の規定による

造成宅地防災区域の指定その他この法律に基づく都道府県

が行う事務が適正かつ円滑に行われるよう、都道府県に対

する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うよう努め

なければならない。 

（主務大臣等） 

第５３条 この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び

農林水産大臣とする。 

２ この法律における主務省令は、主務大臣が共同で発する

命令とする。 

（政令への委任） 

第５４条 この法律に特に定めるもののほか、この法律によ

りなすべき公告の方法その他この法律の実施のため必要な

事項は、政令で定める。 

第１０章 罰則 

第５５条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違

反行為をした者は、３年以下の懲役又は１０００万円以下

の罰金に処する。 

一 第１２条第１項又は第１６条第１項の規定に違反して、

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事をし

たとき。 

二 第３０条第１項又は第３５条第１項の規定に違反して、

特定盛土等又は土石の堆積に関する工事をしたとき。 

三 偽りその他不正な手段により、第１２条第１項、第１

６条第１項、第３０条第１項又は第３５条第１項の許可

を受けたとき。 

四 第２０条第２項から第４項まで又は第３９条第２項か

ら第４項までの規定による命令に違反したとき。 

２ 第１３条第１項又は第３１条第１項の規定に違反して宅

地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の設計を

した場合において、当該工事が施行されたときは、当該違

反行為をした当該工事の設計をした者（設計図書を用いな

いで当該工事を施行し、又は設計図書に従わないで当該工

事を施行したときは、当該工事施行者（当該工事施行者が

法人である場合にあつては、その代表者）又はその代理人、

使用人その他の従業者（次項において「工事施行者等」と
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いう。））は、３年以下の懲役又は１０００万円以下の罰

金に処する。 

３ 前項に規定する違反があつた場合において、その違反が

工事主（当該工事主が法人である場合にあつては、その代

表者）又はその代理人、使用人その他の従業者（以下この

項において「工事主等」という。）の故意によるものであ

るときは、当該設計をした者又は工事施行者等を罰するほ

か、当該工事主等に対して前項の刑を科する。 

第５６条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違

反行為をした者は、１年以下の懲役又は３００万円以下の

罰金に処する。 

一 第１７条第１項若しくは第４項、第１８条第１項、第

３６条第１項若しくは第４項又は第３７条第１項の規定

による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。 

二 第１９条第１項又は第３８条第１項の規定による報告

をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

三 第２３条第１項若しくは第２項、第２７条第４項（第

２８条第３項において準用する場合を含む。）、第４２

条第１項若しくは第２項又は第４７条第１項若しくは第

２項の規定による命令に違反したとき。 

四 第２４条第１項（第４８条において準用する場合を含

む。）又は第４３条第１項の規定による検査を拒み、妨

げ、又は忌避したとき。 

第５７条 第２７条第１項又は第２８条第１項の規定による

届出をしないでこれらの規定に規定する工事を行い、又は

虚偽の届出をしたときは、当該違反行為をした者は、１年

以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

第５８条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違

反行為をした者は、６月以下の懲役又は３０万円以下の罰

金に処する。 

一 第５条第１項の規定による土地の立入りを拒み、又は

妨げたとき。 

二 第６条第１項に規定する場合において、市町村⾧の許

可を受けないで障害物を伐除したとき、又は都道府県知

事の許可を受けないで土地に試掘等を行つたとき。 

三 第２１条第１項若しくは第４項又は第４０条第１項若

しくは第４項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出

をしたとき。 

四 第２１条第３項又は第４０条第３項の規定による届出

をしないでこれらの規定に規定する工事を行い、又は虚

偽の届出をしたとき。 

五 第２５条（第４８条において準用する場合を含む。）

又は第４４条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をしたとき。 

第５９条 第４９条の規定に違反したときは、当該違反行為

をした者は、５０万円以下の罰金に処する。 

第６０条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用

人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関

し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為

者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金

刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 

一 第５５条 ３億円以下の罰金刑 

二 第５６条第３号 １億円以下の罰金刑 

三 第５６条第１号、第２号若しくは第４号又は前三条 

各本条の罰金刑 

第６１条 第１６条第２項又は第３５条第２項の規定に違反

して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、３０万円

以下の過料に処する。 
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（８）宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和 37 年 1

月 30 日政令第 16 号） 

第一章 総則 

（定義等） 

第１条 この政令において、「崖」とは地表面が水平面に対

し３０度を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しい

ものを除く。）以外のものをいい、「崖面」とはその地表

面をいう。  

２ 崖面の水平面に対する角度を崖の勾配とする。  

３ 小段その他の崖以外の土地によつて上下に分離された崖

がある場合において、下層の崖面の下端を含み、かつ、水

平面に対し３０度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下

端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。  

４ 擁壁の前面の上端と下端（擁壁の前面の下部が地盤面と

接する部分をいう。以下この項において同じ。）とを含む

面の水平面に対する角度を擁壁の勾配とし、その上端と下

端との垂直距離を擁壁の高さとする。 

（公共の用に供する施設）  

第２条 宅地造成及び特定盛土等規制法 （以下「法」という。）

第２条第１号の政令で定める公共の用に供する施設は、砂

防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、

港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、

索道又は無軌条電車の用に供する施設その他これらに準ず

る施設で主務省令で定めるもの及び国又は地方公共団体が

管理する学校、運動場、墓地その他の施設で主務省令で定

めるものとする。  

（宅地造成及び特定盛土）  

第３条  法第２条第２号及び第３号の政令で定める土地の

形質の変更は、次に掲げるものとする。  

一  盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが１

メートルを超える崖を生ずることとなるもの 

二  切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが２

メートルを超える崖を生ずることとなるもの 

三  切土と盛土とを同時にする場合において、当該盛土及

び切土をした土地の部分に高さが２メートル以下の崖を

生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土（前二

号に該当する盛土又は切土を除く。） 

四  第１号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが２

メートルを超えるもの 

五  前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつ

て、当該盛土又は切土をする土地の面積が５００平方メ

ートルを超えるもの  

（土石の堆積） 

第４条 法第２条第４号の政令で定める土石の堆積は、次に

掲げるものとする。 

一 高さが２メートルを超える土石の堆積 

二 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆

積を行う土地の面積が５００平方メートルを超えるもの 

 

第２章 宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等に関

する工事の規制 

（宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる

工事等） 

第５条 法第１２条第１項ただし書の政令で定める工事は、

次に掲げるものとする。 

一 鉱山保安法（昭和 24 年法律第 70 号）第１３条第１項

の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又

は同法第３６条、第３７条、第３９条第１項若しくは第

４８条第１項若しくは第２項の規定による産業保安監督

部⾧若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命

令の実施に係る工事 

二 鉱業法（昭和 25 年法律第 289 号）第６３条第１項の

規定による届出をし、又は同条第２項（同法第８７条に

おいて準用する場合を含む。）若しくは同法第６３条の

２第１項若しくは第２項の規定による認可を受けた者

（同法第６３条の３の規定により同法第６３条の２第１

項又は第２項の規定により施業案の認可を受けたとみな

された者を含む。）が行う当該届出又は認可に係る施業

案の実施に係る工事 

三 採石法（昭和 25 年法律第 291 号）第３３条若しくは

第３３条の５第１項の規定による認可を受けた者が行う

当該認可に係る工事又は同法第３３条の１３若しくは第

３３条の１７の規定による命令を受けた者が行う当該命

令の実施に係る工事 

四 砂利採取法（昭和 43 年法律第 74 号）第１６条若しく

は第２０条第１項の規定による認可を受けた者が行う当

該認可に係る工事又は同法第２３条の規定による都道府

県知事若しくは河川管理者の命令を受けた者が行う当該

命令の実施に係る工事 

五 前各号に掲げる工事と同等以上に宅地造成等に伴う災

害の発生のおそれがないと認められる工事として主務省

令で定めるもの 

２ 法第１２条第２項第４号（法第１６条第３項において準

用する場合を含む。）の政令で定める事業は、次に掲げる

ものとする。 
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一 土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 号）第２条第

１項に規定する土地区画整理事業 

二 土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号）第 26 条第１項

の規定による告示（他の法律の規定による告示又は公告

で同項の規定による告示とみなされるものを含む。）に

係る事業 

三 都市再開発法（昭和 44 年法律第 38 号）第２条第１号

に規定する第一種市街地再開発事業 

四 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関

する特別措置法（昭和 50 年法律第 67 号）第２条第４号

に規定する住宅街区整備事業 

五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法

律（平成 9 年法律第 49 号）第２条第５号に規定する防

災街区整備事業 

六 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

（平成 30 年法律第 49 号）第２条第３項に規定する地域

福利増進事業のうち同法第１９条第１項に規定する使用

権設定土地において行うもの 

 

（擁壁、排水施設その他の施設） 

第６条  法第１３条第１項 （法第１６条第３項において準

用する場合を含む。以下同じ。）の政令で定める施設は、

擁壁、崖面崩壊防止施設（崖面の崩壊を防止するための施

設（擁壁を除く。）で、崖面を覆うことにより崖の安全を

保つことができるものとして主務省令で定めるものをいう。

以下同じ。）、排水施設若しくは地滑り抑止ぐい又はグラ

ウンドアンカーその他の土留とする。  

（地盤について講ずる措置に関する技術的基準）  

第７条  法第１３条第１項の政令で定める宅地造成に関す

る工事の技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関す

るものは、次に掲げるものとする。  

一  盛土をする場合においては、盛土をした後の地盤に雨

水その他の地表水又は地下水（以下「地表水等」という。）

の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないよう、

次に掲げる措置を講ずること。 

 イ おおむね３０センチメートル以下の厚さの層に分け

て土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これを

ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固

めること。 

 ロ 盛土の内部に浸透した地表水等を速やかに排除する

ことができるよう、砂利その他の資材を用いて透水層

を設けること。 

 ハ イ及びロに掲げるもののほか、必要に応じて地滑り

防止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留（以下

「地滑り防止ぐい等」という。）の設置その他の措置を

講ずること。 

２ 前項に定めるもののほか、法第１３条第１項の政令で定

める宅地造成に関する工事の技術的基準のうち盛土又は切

土をした後の地盤について講ずる措置に関するものは、次

に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第３条第４号の盛土及び同条第五号の

盛土又は切土を除く。）をした後の土地の部分に生じた

崖の上端に続く当該土地の地盤面には、特別の事情がな

い限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れ

るよう、勾配を付すること。 

二 山間部における河川の流水が継続して存する土地その

他の宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが特に大きいも

のとして主務省令で定める土地において高さが１５メー

トルを超える盛土をする場合においては、盛土をした後

の土地の地盤について、土質試験その他の調査又は試験

に基づく地盤の安定計算を行うことによりその安定が保

持されるものであることを確かめること。 

三 切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるとき

は、その地盤に滑りが生じないよう、地滑り抑止ぐい等

の設置、土の置換えその他の措置を講ずること。  

（擁壁の設置に関する技術的基準） 

第８条  法第１３条第１項の政令で定める宅地造成に関す

る工事の技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次

に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第３条第４号の盛土及び同条第５号の

盛土又は切土を除く。）をした土地の部分に生ずる崖面

で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これら

の崖面を覆うこと。 

イ 切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であ

つて、その土質が別表第一上欄に掲げるものに該当し、

かつ、次のいずれかに該当するものの崖面 

（１） その土質に応じ勾配が別表第１中欄の角度以下

のもの 

（２） その土質に応じ勾配が別表第１中欄の角度を超

え、同表下欄の角度以下のもの（その上端から下方

に垂直距離５メートル以内の部分に限る。） 

ロ 土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定

計算をした結果崖の安定を保つために擁壁の設置が必

要でないことが確かめられた崖面  

ハ 第１４条第１号の規定により崖面崩壊防止施設が設

置された崖面 
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二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリー

ト造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとする

こと。  

２ 前項第１号イ（１）に該当する崖の部分により上下に分

離された崖の部分がある場合における同号イ（２）の規定

の適用については、同号イ（１）に該当する崖の部分は存

在せず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。  

（鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造）  

第９条 前条第１項第２号の鉄筋コンクリート造又は無筋コ

ンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によつて次の各号

のいずれにも該当することを確かめたものでなければなら

ない。  

一 土圧、水圧及び自重（以下この条及び第１４条第２号

ロにおいて「土圧等」という。）によつて擁壁が破壊さ

れないこと。  

二 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。  

三 土圧等によつて擁壁の基礎が滑らないこと。  

四 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。  

２ 前項の構造計算は、次に定めるところによらなければな

らない。  

一 土圧等によつて擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の

材料である鋼材又はコンクリートの許容応力度を超えな

いことを確かめること。  

二 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モー

メントの３分の２以下であることを確かめること。  

三 土圧等による擁壁の基礎の滑り出す力が擁壁の基礎の

地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力の３分の２

以下であることを確かめること。  

四 土圧等によつて擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤

の許容応力度を超えないことを確かめること。ただし、

基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によつて基礎

ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの許容支持力を超えないこ

とを確かめること。  

３ 前項の構造計算に必要な数値は、次に定めるところによ

らなければならない。  

一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。た

だし、盛土の場合の土圧については、盛土の土質に応じ

別表第２の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算され

た数値を用いることができる。  

二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎

ぐいの許容支持力については、建築基準法施行令 （昭和

２５年政令第３３８号）第９０条 （表１を除く。）、第

９１条、第９３条及び第９４条中⾧期に生ずる力に対す

る許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計

算された数値  

三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵

抗力については、実況に応じて計算された数値。ただし、

その地盤の土質に応じ別表第３の摩擦係数を用いて計算

された数値を用いることができる。  

（練積み造の擁壁の構造）  

第１０条 第８条第１項第２号の間知石練積み造その他の練

積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによらなければ

ならない。  

一 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ（第１条第４項

に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁の部分の厚さを

いう。別表第４において同じ。）が、崖の土質に応じ別

表第４に定める基準に適合し、かつ、擁壁の上端の厚さ

が、擁壁の設置される地盤の土質が、同表左欄の第１種

又は第２種に該当するものであるときは４０センチメー

トル以上、その他のものであるときは７０センチメート

ル以上であること。  

二 石材その他の組積材は、控え⾧さを３０センチメート

ル以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁とし、か

つ、その背面に栗石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏

込めすること。  

三 前２号に定めるところによつても、崖の状況等により

はらみ出しその他の破壊のおそれがあるときは、適当な

間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を設ける等必要な措

置を講ずること。  

四 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前

面の根入れの深さは、擁壁の設置される地盤の土質が、

別表第４左欄の第１種又は第２種に該当するものである

ときは擁壁の高さの１００分の１５（その値が３５セン

チメートルに満たないときは、３５センチメートル）以

上、その他のものであるときは擁壁の高さの１００分の

２０（その値が４５センチメートルに満たないときは、

４５センチメートル）以上とし、かつ、擁壁には、一体

の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁

の滑り及び沈下に対して安全である基礎を設けること。  

（設置しなければならない擁壁についての建築基準法施行令 

の準用）  

第１１条 第８条第１項第１号の規定による擁壁については、

建築基準法施行令第３６条の３から第３９条 まで、第５２

条（第３項を除く。）、第７２条から第７５条まで及び第

７９条の規定を準用する。  

（擁壁の水抜穴）  
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第１２条 第８条第１項第一号の規定により設置される擁壁

には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積３平方

メートル以内ごとに少なくとも一個の内径が７．５センチ

メートル以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用

いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その

他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設

けなければならない。  

（任意に設置する擁壁についての建築基準法施行令の準用）  

第１３条 法第１２条第１項第１号又は第１６条第１項の許

可を受けなければならない宅地造成に関する工事により設

置する擁壁で高さが２メートルを超えるもの（第８条第１

項第１号の規定により設置されるものを除く。）について

は、建築基準法施行令第１４２条 （同令第７章の８の規定

の準用に係る部分を除く。）の規定を準用する。  

（崖面崩壊防止施設の設置に関する技術的基準） 

第１４条 法第１３条第１項の政令で定める宅地造成に関す

る工事の技術的基準のうち崖面崩壊防止施設の設置に関す

るものは、次に掲げるものとする。 

一 盛土又は切土（第３条第４号の盛土及び同条第５号の

盛土又は切土を除く。以下この号において同じ。）をし

た土地の部分に生ずる崖面に第８条第１項第１号（ハに

係る部分を除く。）の規定により擁壁を設置することと

した場合に、当該盛土又は切土をした後の地盤の変動、

当該地盤の内部への地下水の浸入その他の当該擁壁が有

する崖の安定を保つ機能を損なうものとして主務省令で

定める事象が生ずるおそれが特に大きいと認められると

きは、当該擁壁に代えて、崖面崩壊防止施設を設置し、

これらの崖面を覆うこと。 

二 前号の崖面崩壊防止施設は、次のいずれにも該当する

ものでなければならない。 

イ 前号に規定する事象が生じた場合においても崖面と

密着した状態を保持することができる構造であること。 

ロ 土圧等によつて損壊、転倒、滑動又は沈下をしない

構造であること。 

ハ その裏面に浸入する地下水を有効に排除することが

できる構造であること。 

（崖面及びその他の地表面について講ずる措置に関する技術

的基準）  

第１５条 法第１３条第１項の政令で定める宅地造成に関す

る工事の技術的基準のうち崖面について講ずる措置に関す

るものは、盛土又は切土をした土地の部分に生ずることと

なる崖面（擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆われた崖面を除

く。）が風化その他の侵食から保護されるよう、石張り、

芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとす

る。  

２ 法第１３条第１項の政令で定める宅地造成に関する工事

の技術的基準のうち盛土又は切土をした後の土地の地表面

（崖面であるもの及び次に掲げる地表面であるものを除

く。）について講ずる措置に関するものは、当該地表面が

雨水その他の地表水による侵食から保護されるよう、植栽、

芝張り、板柵工その他の措置を講ずることとする。 

一 第７条第２項第１号の規定による措置が講じられた土

地の地表面 

二 道路の路面の部分その他当該措置の必要がないことが

明らかな地表面 

（排水施設の設置に関する技術的基準）  

第１６条 法第１３条第１項の政令で定める宅地造成に関す

る工事の技術的基準のうち排水施設の設置に関するものは、

盛土又は切土をする場合において、地表水等により崖崩れ

又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水

等を排除することができるよう、排水施設で次の各号のい

ずれにも該当するものを設置することとする。  

一 堅固で耐久性を有する構造のものであること。  

二 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で

造られ、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜ

られているものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の

流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その

他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水

を地下に浸透させる機能を有するものとすることができ

る。  

三 その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水

等を支障なく流下させることができるものであること。  

四 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、そ

の暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所に、ます又は

マンホールが設けられているものであること。 

イ 管渠の始まる箇所 

ロ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所

（管渠の清掃上支障がない箇所を除く。） 

ハ 管渠の内径又は内法幅の１２０倍を超えない範囲内

の⾧さごとの管渠の部分のその清掃上適当な箇所  

五 ます又はマンホールに、蓋が設けられているものであ

ること。  

六 ますの底に、深さが１５センチメートル以上の泥溜め

が設けられているものであること。  

２ 前項に定めるもののほか、同項の技術的基準は、盛土を

する場合において、盛土をする前の地盤面から盛土の内部



- 534 - 
第４編第２章 

に地下水が浸入するおそれがあるときは、当該地下水を排

除することができるよう、当該地盤面に排水施設で同項各

号（第２号ただし書及び第４号を除く。）のいずれにも該当

するものを設置することとする。 

（特殊の材料又は構法による擁壁）  

第１７条 構造材料又は構造方法が第８条第１項第２号及び

第９条から第１２条までの規定によらない擁壁で、国土交

通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力がある

と認めるものについては、これらの規定は、適用しない。  

（特定盛土等に関する工事の技術的基準） 

第１８条 法第１３条第１項の政令で定める特定盛土等に関

する工事の技術的基準については、第７条から前条までの

規定を準用する。この場合において、第１５条第２項第２

号中「地表面」とあるのは、「地表面及び農地等（法第２

条第１号に規定する農地等をいう。）における植物の生育

が確保される部分の地表面」と読み替えるものとする。 

（土石の堆積に関する工事の技術的基準） 

第１９条 法第１３条第１項の政令で定める土石の堆積に関

する工事の技術的基準は、次に掲げるものとする。 

一 堆積した土石の崩壊を防止するために必要なものとし

て主務省令で定める措置を講ずる場合を除き、土石の堆

積は、勾配が１０分の１以下である土地において行うこ

と。 

二 土石の堆積を行うことによつて、地表水等による地盤

の緩み、沈下、崩壊又は滑りが生ずるおそれがあるとき

は、土石の堆積を行う土地について地盤の改良その他の

必要な措置を講ずること。 

三 堆積した土石の周囲に、次のイ又はロに掲げる場合の

区分に応じ、それぞれイ又はロに定める空地（勾配が１

０分の１以下であるものに限る。）を設けること。 

イ 堆積する土石の高さが５メートル以下である場合 

当該高さを超える幅の空地 

ロ 堆積する土石の高さが５メートルを超える場合 当

該高さの２倍を超える幅の空地 

四 堆積した土石の周囲には、主務省令で定めるところに

より、柵その他これに類するものを設けること。 

五 雨水その他の地表水により堆積した土石の崩壊が生ず

るおそれがあるときは、当該地表水を有効に排除するこ

とができるよう、堆積した土石の周囲に側溝を設置する

ことその他の必要な措置を講ずること。 

２ 前項第三号及び第四号の規定は、堆積した土石の周囲に

その高さを超える鋼矢板を設置することその他の堆積した

土石の崩壊に伴う土砂の流出を有効に防止することができ

るものとして主務省令で定める措置を講ずる場合には、適

用しない。 

（規則への委任）  

第２０条 都道府県知事（地方自治法 （昭和 22 年法律第 67

号）第２５２条の１９第１項の指定都市（以下この項にお

いて「指定都市」という。）又は同法第２５２条の２２第

１項の中核市（以下この項において「中核市」という。）

の区域内の土地については、それぞれ指定都市又は中核市

の⾧。次項及び第３９条において同じ。）は、都道府県（指

定都市又は中核市の区域内の土地については、それぞれ指

定都市又は中核市。次項において同じ。）の規則で、災害

の防止上支障がないと認められる土地において第８条の規

定による擁壁又は第１４条の規定による崖面崩壊防止施設

の設置に代えて他の措置をとることを定めることができる。  

２ 都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊

性により、第７条から前条までの規定のみによつては宅地

造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の

流出の防止の目的を達し難いと認める場合においては、都

道府県の規則で、これらの規定に規定する技術的基準を強

化し、又は必要な技術的基準を付加することができる。  

（資格を有する者の設計によらなければならない措置）  

第２１条 法第１３条第２項 （法第１６条第３項 において

準用する場合を含む。次条において同じ。）の政令で定め

る措置は、次に掲げるものとする。  

一 高さが５メートルを超える擁壁の設置  

二 盛土又は切土をする土地の面積が１，５００平方メー

トルを超える土地における排水施設の設置  

（設計者の資格）  

第２２条 法第１３条第２項の政令で定める資格は、次に掲

げるものとする。  

一 学校教育法 （昭和 22 年法律第 26 号）による大学（短

期大学を除く。）又は旧大学令（大正 7 年勅令第 388 号）

による大学において、正規の土木又は建築に関する課程

を修めて卒業した後、土木又は建築の技術に関して２年

以上の実務の経験を有する者であること。  

二 学校教育法による短期大学において、正規の土木又は

建築に関する修業年限３年の課程（夜間において授業を

行うものを除く。）を修めて卒業した後、土木又は建築

の技術に関して３年以上の実務の経験を有する者である

こと。  

三 前号に該当する者を除き、学校教育法による短期大学

若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治 36 年勅

令第 61 号）による専門学校において、正規の土木又は
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建築に関する課程を修めて卒業した後、土木又は建築の

技術に関して４年以上の実務の経験を有する者であるこ

と。  

四 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は

旧中等学校令（昭和 18 年勅令第 36 号）による中等学校

において、正規の土木又は建築に関する課程を修めて卒

業した後、土木又は建築の技術に関して７年以上の実務

の経験を有する者であること。  

五 主務大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識及び

経験を有する者であると認めた者であること。  

（中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模） 

第２３条 法第１８条第１項の政令で定める規模の宅地造成

又は特定盛土等は、次に掲げるものとする。 

一 盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが２

メートルを超える崖を生ずることとなるもの 

二 切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが５

メートルを超える崖を生ずることとなるもの 

三 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及

び切土をした土地の部分に高さが５メートルを超える崖

を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土（前

２号に該当する盛土又は切土を除く。） 

四 第１号又は前号に該当しない盛土であつて、高さが５

メートルを超えるもの 

五 前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、

当該盛土又は切土をする土地の面積が３，０００平方メ

ートルを超えるもの 

（特定工程等） 

第２４条 法第１８条第１項の政令で定める工程は、盛土を

する前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設

置する工事の工程とする。 

２ 前項に規定する工程に係る法第１８条第３項の政令で定

める工程は、前項に規定する排水施設の周囲を砕石その他

の資材で埋める工事の工程とする。 

（定期の報告を要する宅地造成等の規模） 

第２５条 法第１９条第１項の政令で定める規模の宅地造成

又は特定盛土等は、第２３条各号に掲げるものとする。 

２ 法第１９条第１項の政令で定める規模の土石の堆積は、

次に掲げるものとする。 

一 高さが５メートルを超える土石の堆積であつて、当該

土石の堆積を行う土地の面積が１，５００平方メートル

を超えるもの 

二 前号に該当しない土石の堆積であつて、当該土石の堆

積を行う土地の面積が３，０００平方メートルを超える

もの 

（届出を要する工事） 

第２６条 法第２１条第３項の政令で定める工事は、擁壁若

しくは崖面崩壊防止施設で高さが２メートルを超えるもの、

地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等

の全部又は一部の除却の工事とする。 

２ 前項の崖面崩壊防止施設の高さは、崖面崩壊防止施設の

前面の上端と下端（当該前面の下部が地盤面と接する部分

をいう。）との垂直距離によるものとする。 

第３章 特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石

の堆積に関する工事の規制 

（特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがな

いと認められる工事） 

第２７条 法第２７条第１項ただし書の政令で定める工事は、

第５条第１項各号に掲げるものとする。 

（許可を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模） 

第２８条 法第３０条第１項の政令で定める規模の特定盛土

等は、第２３条各号に掲げるものとする。 

２ 法第３０条第１項の政令で定める規模の土石の堆積は、

第２５条第２項各号に掲げるものとする。 

（特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがな

いと認められる工事等） 

第２９条 法第３０条第１項ただし書の政令で定める工事は、

第５条第１項各号に掲げるものとする。 

２ 法第３０条第２項第４号（法第３５条第３項において準

用する場合を含む。）の政令で定める事業は、第５条第２

項各号に掲げるものとする。 

（特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の技術的基準） 

第３０条 法第３１条第１項（法第３５条第３項において準

用する場合を含む。次項において同じ。）の政令で定める

特定盛土等に関する工事の技術的基準については、第７条

から第１７条まで及び第２０条の規定を準用する。この場

合において、第１３条中「第１２条第１項又は第１６条第

１項」とあるのは「第３０条第１項又は第３５条第１項」

と、第１５条第２項第２号中「地表面」とあるのは「地表

面及び農地等（法第２条第１号に規定する農地等をいう。）

における植物の生育が確保される部分の地表面」と読み替

えるものとする。 

２ 法第３１条第１項の政令で定める土石の堆積に関する工

事の技術的基準については、第１９条及び第２０条第２項

の規定を準用する。 
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（資格を有する者の設計によらなければならない措置等） 

第３１条 法第３１条第２項（法第３５条第３項において準

用する場合を含む。次項において同じ。）の政令で定める

措置は、第２１条各号に掲げるものとする。 

２ 法第３１条第２項の政令で定める資格は、第２２条各号

に掲げるものとする。 

（中間検査を要する特定盛土等の規模等） 

第３２条 法第３７条第１項の政令で定める規模の特定盛土

等は、第２３条各号に掲げるものとする。 

２ 法第３７条第１項の政令で定める工程は、第２４条第１

項に規定する工程とする。 

３ 前項に規定する工程に係る法第３７条第３項の政令で定

める工程は、第２４条第２項に規定する工程とする。 

（定期の報告を要する特定盛土等又は土石の堆積の規模） 

第３３条 法第３８条第１項の政令で定める規模の特定盛土

等は、第２３条各号に掲げるものとする。 

２ 法第３８条第１項の政令で定める規模の土石の堆積は、

第２５条第２項各号に掲げるものとする。 

（届出を要する工事） 

第３４条 法第４０条第３項の政令で定める工事は、第２６

条第１項に規定する工事とする。この場合においては、同

条第２項の規定を準用する。 

第４章 造成宅地防災区域の指定の基準 

第３５条 法第４５条第１項の政令で定める基準は、次の各

号のいずれかに該当する一団の造成宅地（これに附帯する

道路その他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土

地を除く。以下この条において同じ。）の区域であること

とする。 

一 次のいずれかに該当する一団の造成宅地の区域（盛土

をした土地の区域に限る。次項第三号において同じ。）

であつて、安定計算によつて、地震力及びその盛土の自

重による当該盛土の滑り出す力がその滑り面に対する最

大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上回ることが確かめられ

たもの 

イ 盛土をした土地の面積が３，０００平方メートル以

上であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土を

した土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを

超え、盛土の内部に浸入しているもの 

ロ 盛土をする前の地盤面が水平面に対し２０度以上の

角度をなし、かつ、盛土の高さが５メートル以上であ

るもの 

二 盛土又は切土をした後の地盤の滑動、宅地造成又は特

定盛土等（宅地において行うものに限る。）に関する工

事により設置された擁壁の沈下、盛土又は切土をした土

地の部分に生じた崖の崩落その他これらに類する事象が

生じている一団の造成宅地の区域 

２ 前項第一号の計算に必要な数値は、次に定めるところに

よらなければならない。 

一 地震力については、当該盛土の自重に、水平震度とし

て０．２５に建築基準法施行令第８８条第１項に規定す

るＺの数値を乗じて得た数値を乗じて得た数値 

二 自重については、実況に応じて計算された数値。ただ

し、盛土の土質に応じ別表第２の単位体積重量を用いて

計算された数値を用いることができる。 

三 盛土の滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力

については、イ又はロに掲げる一団の造成宅地の区域の

区分に応じ、当該イ又はロに定める滑り面に対する抵抗

力であつて、実況に応じて計算された数値。ただし、盛

土の土質に応じ別表第３の摩擦係数を用いて計算された

数値を用いることができる。 

イ 前項第一号イに該当する一団の造成宅地の区域 そ

の盛土の形状及び土質から想定される滑り面であつて、

複数の円弧又は直線によつて構成されるもの 

ロ 前項第一号ロに該当する一団の造成宅地の区域 そ

の盛土の形状及び土質から想定される滑り面であつて、

単一の円弧によつて構成されるもの 

第５章 雑則 

（収用委員会の裁決申請手続）  

第３６条 法第８条第３項の規定により土地収用法第９４条

第２項の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省

令で定める様式に従い同条第３項各号（第三号を除く。）

に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出し

なければならない。  

（緊急時の指示） 

第３７条 法第５１条の政令で定める事務は、法第１０条第

１項、第２項及び第４項、第２２条第２項、第２６条第１

項、第２項及び第４項並びに第４１条第２項の規定により

都道府県知事が行う事務とする。 

（公告の方法）  

第３８条 法第２０条第５項 （法第２３条第３項及び第４７

条第３項において準用する場合を含む。）又は第３９条第

５項（法第４２条第３項において準用する場合を含む。）

の規定による公告は、公報その他所定の手段により行うほ

か、当該公報その他所定の手段による公告を行つた日から

１０日間、当該土地の付近の適当な場所に掲示して行わな

ければならない。  
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（報告の徴取）  

第３９条 法第２５条（法第４８条において準用する場合を

含む。）又は第４４条の規定により都道府県知事が報告を

求めることができる事項は、次に掲げるものとする。  

一 土地の面積及び崖の高さ、勾配その他の現況  

二 擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐ

い等の構造、規模その他の現況  

三 土地に関する工事の計画及び施行状況  

（権限の委任）  

第４０条 この政令に規定する主務大臣の権限は、主務省令

で定めるところにより、その一部を地方支分部局の⾧に委

任することができる。  

（主務省令への委任）  

第４１条 法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの

政令を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。  

 

別表１（第８条、第３０条関係）  

土質 擁壁を要しない

勾配の上限 

擁壁を要する勾

配の下限 

軟岩（風化の著しい

ものを除く。） 

６０度 ８０度 

風化の著しい岩 ４０度 ５０度 

砂利、真砂土、関東

ローム、硬質粘土そ

の他これらに類す

るもの 

３５度 ４５度 

別表２（第９条、第３０条、第３５条関係）  

土質 単位体積重量（１立

方メートルにつき） 

土圧係数 

砂利又は砂 １．８トン ０．３５ 

砂質土 １．７トン ０．４０ 

シルト、粘土又はそれ

らを多量に含む土 

１．６トン ０．５０ 

別表３（第９条、第３０条、第３５条関係） 

土質 摩擦係数 

岩、岩屑、砂利又は砂 ０．５ 

砂質土 ０．４ 

シルト、粘土又はそれらを多量に含む土（擁

壁の基礎底面から少なくとも１５センチメー

トルまでの深さの土を砂利又は砂に置き換え

た場合に限る。） 

０．３ 

別表４（第１０条、第３０条関係）  

土質 擁壁 

第 １

種 

岩、岩

屑、砂

利又は

砂利混

じり砂 

勾配 高さ 下 端 部分

の厚さ 

７ ０ 度を

超 え ７５

度以下 

２メートル

以下 

４ ０ セン

チ メ ート

ル以上 

２メートル

を超え３メ

ートル以下 

５ ０ セン

チ メ ート

ル以上 

６ ５ 度を

超 え ７０

度以下 

２メートル

以下 

４ ０ セン

チ メ ート

ル以上 

２メートル

を超え３メ

ートル以下 

４ ５ セン

チ メ ート

ル以上 

３メートル

を超え４メ

ートル以下 

５ ０ セン

チ メ ート

ル以上 

６ ５ 度以

下 

２メートル

以下 

４ ０ セン

チ メ ート

ル以上 

２メートル

を超え３メ

ートル以下 

４ ５ セン

チ メ ート

ル以上 

３メートル

を超え４メ

ートル以下 

６ ０ セン

チ メ ート

ル以上 

第 ２

種 

真 砂

土、関

東ロー

ム、硬

質粘土

その他

これら

に類す

るもの 

７ ０ 度を

超 え ７５

度以下 

２メートル

以下 

５ ０ セン

チ メ ート

ル以上 

２メートル

を超え３メ

ートル以下 

７ ０ セン

チ メ ート

ル以上 

６ ５ 度を

超 え ７０

度以下 

２メートル

以下 

４ ５ セン

チ メ ート

ル以上 

２メートル

を超え３メ

ートル以下 

６ ０ セン

チ メ ート

ル以上 

３メートル

を超え４メ

ートル以下 

７ ５ セン

チ メ ート

ル以上 
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６ ５ 度以

下 

２メートル

以下 

４ ０ セン

チ メ ート

ル以上 

２メートル

を超え３メ

ートル以下 

５ ０ セン

チ メ ート

ル以上 

３メートル

を超え４メ

ートル以下 

６ ５ セン

チ メ ート

ル以上 

４メートル

を超え５メ

ートル以下 

７ ０ セン

チ メ ート

ル以上 

第 ３

種 

その他

の土質 

７ ０ 度を

超 え ７５

度以下 

２メートル

以下 

８ ５ セン

チ メ ート

ル以上 

２メートル

を超え３メ

ートル以下 

９ ０ セン

チ メ ート

ル以上 

６ ５ 度を

超 え ７０

度以下 

２メートル

以下 

７ ５ セン

チ メ ート

ル以上 

２メートル

を超え３メ

ートル以下 

８ ５ セン

チ メ ート

ル以上 

３メートル

を超え４メ

ートル以下 

１ ０ ５セ

ン チ メー

トル以上 

６ ５ 度以

下 

２メートル

以下 

７ ０ セン

チ メ ート

ル以上 

２メートル

を超え３メ

ートル以下 

８ ０ セン

チ メ ート

ル以上 

３メートル

を超え４メ

ートル以下 

９ ５ セン

チ メ ート

ル以上 

４メートル

を超え５メ

ートル以下 

１ ２ ０セ

ン チ メー

トル以上 

 

 

 

（９）盛土等防災マニュアル（抜粋） 

Ⅰ～Ⅱ 省略 

Ⅲ 開発事業等における防災措置に関する基本的留意事項 

開発事業における防災措置は、基本的に次の各事項に留意し

て行うものとする。 

１） 開発事業等の実施に当たっては、開発事業等実施区域

の気象、地形、地質、地質構造、土質、環境、土地利用状

況等について必要な調査を行い、その結果を踏まえて適切

な措置を講じること。なお、開発事業等実施地区外からの

地表水や地下水の流入を起因とした災害も想定されるた

め、必要に応じて開発事業等実施区域周辺も含めて調査を

行うこと。 

２） 開発事業等における防災措置の検討に当たっては、開

発事業等全体の設計・施工計画との整合性に留意すること。

また、山地・森林の場が有する特性に留意した検討を行う

こと。 

３）工事施工中における濁水、土砂の流出等による災害及び

障害を防止するために必要な措置を先行して講じること。 

４） 他の法令等による行為規制が行われている地区で開発

事業等を実施する場合には、関係諸機関と調整、協議等を

行うこと。 

Ⅳ 耐震対策 

Ⅳ·１ 耐震対策の基本目標 

開発事業等において造成される土地、地盤、土木構造物等（以

下「造成宅地及び農地等」という。）の耐震対策においては、

造成宅地及び農地等又は当該造成宅地及び農地等を敷地とす

る建築物等の供用期間中に１～２度程度発生する確率を持つ

一般的な地震（中地震）の地震動に際しては、造成宅地及び農

地等の機能に重大な支障が生じず、また、発生確率は低いが直

下型又は海溝型巨大地震に起因するさらに高レベルの地震（以

下「大地震」という。）の地震動に際しては、人命及び造成宅

地及び農地等の存続に重大な影響を与えないことを耐震対策

の基本的な目標とする。 

Ⅳ·２ 耐震対策検討の基本的な考え方 

開発事業等の実施に当たっては、開発事業等における土地利

用計画、周辺の土地利用状況、当該地方公共団体の定める地域

防災計画等を勘案するとともに、原地盤、盛土材料等に関する

調査結果に基づき、耐震対策の必要性、必要な範囲、耐震対策

の目標等を具体的に検討することが必要である。 

 また、耐震対策の検討は、開発事業等の基本計画作成の段階

から、調査、設計及び施工の各段階に応じて適切に行うことが

大切である。 

Ⅳ·３ 耐震設計の基本的な考え方 
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開発事業等において耐震対策の必要な施設については、当該

施設の要求性能等に応じて、適切な耐震設計を行わなければな

らない。 

盛土のり面、盛土全体、擁壁及び崖面崩壊防止施設の安全性

に関する検討においては、震度法により、地盤の液状化判定に

関する検討においては簡易法により、それぞれ設計を行うこと

を標準とし、必要に応じて動的解析法による耐震設計を行う。 

Ⅴ 盛土 

Ⅴ·１ 原地盤及び周辺地盤の把握 

盛土の設計に際しては、地形・地質調査等を行って盛土の基

礎地盤の安定性を検討することが必要である。 

特に、盛土の安定性に多大な影響を及ぼす軟弱地盤、傾斜地盤、

山地・森林の場が有する複雑性・脆弱性が懸念される地盤につ

いては、入念に調査する。また、渓流・集水地形等において、

流水、湧水及び地下水の流入、遮断が懸念される場合は、周辺

地盤も適宜調査する。これらの調査を通じて盛土のり面の安定

性のみならず、基礎地盤を含めた盛土全体の安定性について検

討することが必要である。 

Ⅴ·２ 排水施設等 

 排水施設は、地下水排除工及び盛土内排水層により完全に地

下水の排除ができるように計画することを基本と 

する。 

Ⅴ·２·１ 地下水排除工 

 盛土崩壊の多くが湧水、地下水、降雨等の浸透水を原因とす

るものであること、また盛土内の地下水が地震時の滑動崩落の

要因となることから、次の各事項に留意して盛土内に十分な地

下水排除工を設置し、基礎地盤からの湧き水や地下水の上昇を

防ぐことにより、盛土の安定を図るものとする。特に山地・森

林では、谷部等において浸透水が集中しやすいため、現地踏査

等によって、原地盤及び周辺地盤の水文状況を適切に把握する

ことが必要である。 

１）暗渠排水工 

 暗渠排水工は、原地盤の谷部や湧水等の顕著な箇所等を対

象に樹枝状に設置することを基本とする。 

２）基盤排水層 

 基盤排水層は、透水性が高い材料を用い、主に谷埋め盛土

におけるのり尻部及び谷底部、湧水等の顕著な箇所等を対象

に設置することを基本とする。 

３）暗渠流末の処理 

 暗渠排水工の流末は、維持管理や点検が行えるように、マ

ス、マンホール、かご工等で保護を行うことを基本とする。 

４）施工時の仮設排水対策 

 施工時における中央縦排水は、暗渠排水工と併用せず、別

系統の排水管を設置することを基本とする。また、中央縦排

水に土砂が入らないように縦排水管の口元は十分な保護を

行うことを基本とする。 

 Ⅴ·２·２ 盛土内排水層 

 盛土内に地下水排除工を設置する場合に、あわせて盛土内に

水平排水層を設置して地下水の上昇を防ぐとともに、降雨によ

る浸透水を速やかに排除して、盛土の安定を図ることが必要で

ある。 

 水平排水層は、透水性が高い材料を用い、盛土のり面の小段

ごとに設置することを基本とする。 

Ⅴ·３ 盛土のり面の検討 

Ⅴ·３·１ 盛土のり面の勾配 

盛土のり面の勾配は、のり高、盛土材料の種類等に応じて適

切に設定し、原則として３０度以下とする。なお、次のような

場合には、盛土のり面の安定性の検討を十分に行った上で勾配

を決定する必要がある。 

１）のり高が特に大きい場合 

２）盛土が地山からの流水、湧水及び地下水の影響を受けや

すい場合 

３）盛土箇所の原地盤が不安定な場合 

４）盛土が崩壊すると隣接物に重大な影響を与えるおそれが

ある場合 

５）腹付け盛土となる場合 

６）締固め難い材料を盛土に用いる場合 

Ⅴ·３·２ 盛土のり面の安定性の検討 

盛土のり面の安定性の検討に当たっては、次の各事項に十分

留意する必要がある。ただし、のり面勾配等の決定に当たって

は、安定計算の結果に加え、近隣又は類似土質条件の施工実績、

災害事例等を十分参照したうえで総合的に検討することが大

切である。 

１）安定計算 

盛土のり面の安定性については、円弧滑り面法により検討

することを標準とする。また、円弧滑り面法のうち簡便なフ

ェレニウス式（簡便法）によることを標準とするが、現地状

況等に応じて他の適切な安定計算式を用いる。 

２）設計土質定数 

安定計算に用いる粘着力（Ｃ）及び内部摩擦角（φ）の設

定は、盛土に使用する土を用いて、現場含水比及び現場の締

固め度に近い状態で供試体を作成し、せん断試験を行うこと

により求めることを原則とする。 

３）間げき水圧 

盛土の施工に際しては、適切に地下水排除工等を設けるこ

とにより、盛土内に間げき水圧が発生しないようにすること
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が原則である。 

しかし、計画地区内における地下水位又は間げき水圧の推

定は未知な点が多く、これらはのり面の安全性に大きく影響

を及ぼす。このため、地下水及び降雨時の浸透水の集中によ

り間げき水圧が上昇することが懸念される盛土では、間げき

水圧を考慮した安定計算により盛土のり面の安定性を検討

することが望ましい。また、渓流等においては、高さ１５メ

ートル超の盛土は間げき水圧を考慮した安定計算を標準と

する。安定計算に当たっては、盛土の下部又は側方からの浸

透水による水圧を間げき水圧（ｕ）とし、必要に応じて、雨

水の浸透によって形成される地下水による間げき水圧及び

盛土施工に伴って発生する過剰間げき水圧を考慮する。 

また、これらの間げき水圧は、現地の状況等を踏まえ、適

切に推定することが望ましい。 

なお、十分締固めた盛土では液状化等による盛土の強度低

下は生じにくいが、渓流等における高さ15メートル超の盛土

や火山灰質土等の締固め難い材料を用いる盛土については

液状化現象等を考慮し、液状化判定等を実施する。 

４）最小安全率 

盛土のり面の安定に必要な最小安全率（Fs）は、盛土施工

直後において、Fs≧1.5であることを標準とする。 

また、地震時の安定性を検討する場合の安全率は、大地震

時にFs≧1.0とすることを標準とする。なお、大地震時の安

定計算に必要な水平震度は、0.25に建築基準法施行令第８８

条第１項に規定するＺの数値を乗じて得た数値とする。 

 Ⅴ·３·３ 盛土のり面の形状 

盛土のり面の形状は、気象、地盤条件、盛土材料、盛土の安

定性、施工性、経済性、維持管理等を考慮して合理的に設計す

るものとする。 

なお、のり高が小さい場合には、のり面の勾配を単一とし、

のり高が大きい場合には、のり高５メートル程度ごとに小段を

設けることを原則とする。 

また、この場合、２つの小段にはさまれた部分は単一勾配と

し、地表水が集中しないように適切に小段に排水勾配を設ける

必要がある。 

Ⅴ·４ 盛土全体の安定性の検討 

盛土全体の安定性を検討する場合は、造成する盛土の規模が、

次に該当する場合である。 

１）谷埋め型大規模盛土造成地 

盛土をする土地の面積が３，０００平方メートル以上であ

り、かつ、盛土をすることにより、当該盛土をする土地の地

下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に

侵入することが想定されるもの。 

２）腹付け型大規模盛土造成地 

盛土をする前の地盤面が水平面に対し２０度以上の角度

をなし、かつ、盛土の高さが５メートル以上となるもの。 

検討に当たっては、次の各事項に十分留意する必要がある。

ただし、安定計算の結果のみを重視して盛土形状を決定する

ことは避け、近隣又は類似土質条件の施工実績、災害事例等

を十分参照することが大切である。 

①安定計算 

谷埋め型大規模盛土造成地の安定性については、二次元

の分割法により検討することを標準とする。ただし、渓流

等における盛土は「Ⅴ·５ 渓流等における盛土の基本的な

考え方」を参照すること。 

腹付け型大規模盛土造成地の安定性については、二次元

の分割法のうち簡便法により検討することを標準とする。 

②設計土質定数 

安定計算に用いる粘着力（Ｃ）及び内部摩擦角（φ）の

設定は、盛土に使用する土を用いて、現場含水比及び現場

の締固め度に近い状態で供試体を作成し、せん断試験を行

うことにより求めることを原則とする。 

③間げき水圧 

盛土の施工に際しては、適切に地下水排除工等を設ける

ことにより、盛土内に間げき水圧が発生しないようにする

ことが原則である。しかし、計画地区内における地下水位

又は間げき水圧の推定は未知な点が多く、これらはのり面

の安定性に大きく影響を及ぼす。このため、地下水及び降

雨時の浸透水の集中により間げき水圧が上昇することが

懸念される盛土では、間げき水圧を考慮した安定計算によ

り盛土のり面の安定性を検討することが望ましい。安定計

算にあたっては、盛土の下部又は側方からの浸透水による

水圧を間げき水圧（ｕ）とし、必要に応じて、雨水の浸透

によって形成される地下水による間げき水圧及び盛土施

工に伴って発生する過剰間げき水圧を考慮する。 

また、これらの間げき水圧は、現地の状況等を踏まえ、

適切に推定することが望ましい。 

なお、十分締固めた盛土では液状化等による盛土の強度

低下は生じにくいが、渓流等における高さ15メートル超の

盛土や火山灰質土等の締固め難い材料を用いる盛土につ

いては液状化判定等を実施すること。 

④最小安全率 

盛土のり面の安定に必要な最小安全率（Fs）は、盛土施

工直後において、Fs≧1.5であることを標準とする。 

また、地震時の安定性を検討する場合の安全率は、大地

震時にFs≧1.0とすることを標準とする。なお、大地震時
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の安定計算に必要な水平震度は、0.25に建築基準法施行令

第８８条第１項に規定するＺの数値を乗じて得た数値と

する。 

Ⅴ·５ 渓流等における盛土の基本的な考え方 

渓流等における盛土は、盛土内にまで地下水が上昇しやすく、

崩壊発生時に渓流を流下し大規模な災害となりうることから、

慎重な計画が必要であり、極力避ける必要がある。やむを得ず、

渓流等に対し盛土を行う場合には、原地盤及び周辺地盤の地形、

地質、土質、湧水、地下水等の現地状況を調査し、土砂の流出

に対する盛土の安全性や盛土周辺からの地表水や地下水等に

対する盛土の安定性等の検討を行い、通常の盛土の規定に加え、

次の措置を講ずる必要がある。なお、渓流等に限らず、湧水や

その痕跡が確認される場合においても、渓流等における盛土と

同様な措置を講ずる必要がある。 

ここで、渓流等の範囲とは、渓床勾配10度以上の勾配を呈し、

０次谷を含む一連の谷地形であり、その底部の中心線からの距

離が25メートル以内の範囲を基本とする。なお、自治体は地

形・地質条件に応じて渓流等の範囲を拡大・縮小することが可

能である。また、自治体は開発事業者等に対し、範囲設定の考

え方を明確にする必要がある。 

１）盛土高 

盛土の高さは15メートル以下を基本とし、「Ⅴ･３ 盛土の

り面の検討」に示す安定計算等の措置を行う。 

ただし、盛土の高さが15メートルを超える場合は、次のと

おりとする。 

① より詳細な地質調査、盛土材料調査、土質試験等を行

った上で二次元の安定計算を実施し、基礎地盤を含む盛土

の安定性を確保しなければならない。 

② 間げき水圧を考慮した安定計算を標準とする。（「Ⅴ･

３･２ 盛土のり面の安定性の検討」を参照） 

③ 液状化判定等を実施する。（「Ⅴ･３･２ 盛土のり面の

安定性の検討」を参照） 

④ 大規模な盛土は、二次元の安定計算に加え、三次元の

変形解析や浸透流解析等（以下「三次元解析」という。）

により多角的に検証を行うことが望ましい。ただし、三次

元解析を行う場合には、より綿密な調査によって解析条件

を適切に設定しなければその精度が担保されないこと、結

果の評価には高度な技術的判断を要することに留意する

必要があることや、綿密な調査の結果等から二次元の変形

解析や浸透流解析等（以下「二次元解析」という。）での

評価が適当な場合には、二次元解析を適用する。 

２）のり面処理 

① のり面の下部については、湧水等を確認するとともに、

その影響を十分に検討し、必要に応じて、擁壁等の構造物

を検討するものとする。 

② のり面は、必ず植生等によって処理するものとし、裸

地で残してはならない。 

③ のり面の末端が流水に接触する場合には、のり面は、

盛土の高さにかかわらず、豪雨時に想定される水位に対し

十分安全を確保できる高さまで構造物で処理しなければ

ならない。 

３）排水施設 

盛土を行う土地に流入する渓流等の流水は、盛土内に浸透

しないように、原則として開水路によって処理し、地山から

の湧水のみ暗渠排水工にて処理するものとする。また、渓流

を埋め立てる場合には、本川、支川をとわず在来の渓床に必

ず暗渠排水工を設ければならない。 

４）工事中及び工事完了後の防災 

工事中の土砂の流出や河川汚濁を防止するため、防災ダム

や沈泥池等を設ける必要がある。また、工事完了後の土砂の

流出を防止するため沈砂池を設けなければならない。防災ダ

ムは、工事中に土砂の流出がない場合には、工事完了後、沈

砂池として利用できる。 

 

Ⅴ·６ 盛土の施工上の留意事項 

盛土の施工に当たっては、次の各事項に留意することが大切

である。 

１）原地盤の処理 

盛土の基礎となる原地盤の状態は、現場によって様々であ

るので、現地踏査、土質調査等によって原地盤の適切な把握

を行うことが必要である。 

調査の結果、軟弱地盤として対策工が必要な場合は、「Ⅹ 

軟弱地盤対策」により適切に処理するものとする。山地・森

林における複雑性・脆弱性が懸念される地盤の場合には、脆

弱な地盤を排除する等、適切に基盤面を処理するものとする。

また、渓流等の湧水や地下水が懸念される地盤の場合には、

「Ⅴ･５ 渓流等における盛土の基本的な考え方」により適切

に処理するものとする。普通地盤の場合には盛土完成後の有

害な沈下を防ぎ、盛土と基礎地盤のなじみをよくしたり、初

期の盛土作業を円滑にしたりするために次のような原地盤

の処理を行うものとする。 

① 伐開除根を行う。 

② 暗渠排水工及び基盤排水層を単独又はあわせて設置し

排水を図る。 

③ 極端な凹凸及び段差はできるだけ平坦にかき均す。 

なお、既設の盛土に新しく腹付けして盛土を行う場合にも
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同様な配慮が必要であるほか、既設の盛土の安定に関しても

十分な注意を払うことが必要である。 

２）傾斜地盤上の盛土 

盛土基礎地盤の表土は十分に除去するとともに、勾配が１

５度（約１：4.0）程度以上の傾斜地盤上に盛土を行う場合

には、盛土の滑動及び沈下が生じないように、原則として段

切りを行うことが必要である。また、谷地形等で地下水位が

高くなる箇所における傾斜地盤上の盛土では、勾配にかかわ

らず段切りを行うことが望ましい。 

３）盛土材料 

盛土材料の搬入に当たっては、土質、含水比等の盛土材料

の性質が計画と逸脱していないこと等、盛土材料として適切

が確認する必要がある。また、切土からの流用土又は付近の

土取場からの採取土を使用する場合には、これらの現地発生

材の性質を十分把握するとともに、次のような点を踏まえて

適切な対策を行い、品質の良い盛土を築造する。 

① 岩塊、玉石等を多量に含む材料は、盛土下部に用いる

等、使用する場所に注意する。 

② 頁岩、泥岩等のスレーキングしやすい材料は用いない

ことを原則とするが、やむを得ず使用する場合は、その影

響及び対策を十分検討する。 

③ 吸水性、圧縮性が高い腐植土等の材料を含まないよう

にする。 

④ 高含水比粘性土については、５）に述べる含水量調節

及び安定処理により入念に施工する。 

⑤ 比較的細砂で粒径のそろった砂は、地下水が存在する

場合に液状化するおそれがあるので、十分な注意が必要で

ある。 

 なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の他法令の

規制に照らして盛土材料としての使用が適当ではない物

質を含まないようにしなければばらない。 

４）敷均し 

盛土の施工に当たっては、１回の敷均し厚さ（まき出し厚

さ）をおおむね０．３０メートル以下に設定し、均等かつ所

定の厚さ以内に敷均す。 

５）含水量調節及び安定処理 

盛土の締固めは、盛土材料の最適含水比付近で施工するの

が望ましいので、実際の含水比がこれと著しく異なる場合に

は、バッ気又は散水を行って、その含水量を調節する。 

また、盛土材料の品質によっては、盛土の締固めに先立ち、

化学的な安定処理等を行う。 

６）締固め 

盛土の締固めに当たっては、所定の品質の盛土を仕上げる

ために、盛土材料、工法等に応じた適切な締固めを行う。 

特に切土と盛土の接合部は、地盤支持力が不連続になった

り、盛土部に湧水、浸透水等が集まり盛土が軟化して完成後

仕上げ面に段違いを生じたり、地震時には滑り面になるおそ

れもあることから、十分な締固めを行う必要がある。 

７）防災小堤 

盛土施工中の造成面ののり肩には、造成面からのり面への

地表水の流下を防止するために、必要に応じて、防災小堤を

設置する。 

Ⅴ·７ 盛土の維持管理 

土地の所有者、管理者又は占有者は、盛土に伴う災害が生じ

ないよう適切な維持管理により、土地の保全に努める必要があ

る。維持管理に当たっては、盛土の変状や湧水等の発生状況に

ついて定期的に確認することが望ましい。また、必要に応じて

地下水観測や排水施設の機能回復等の措置を行うことが有効

である。これらのことから、工事主又は工事施行者は、維持管

理方法について施工段階から考えることが重要である。 

なお、災害の防止のため必要があると認める場合においては、

都道府県知事はその土地の所有者、管理者、占有者、工事主又

は工事施行者に対し、盛土規制法に基づき、災害の防止のため

必要な措置をとることを勧告できる。 

Ⅵ 切土 

Ⅵ·１ 切土のり面の勾配 

切土のり面の勾配は、のり高、のり面の土質等に応じて適切

に設定するものとし、その崖面は、原則として擁壁（これによ

り難い場合は「Ⅸ 崖面崩壊防止施設」）で覆わなければなら

ない。 

ただし、次表に示すのり面は、擁壁の設置を要しない。 

なお、次のような場合には、切土のり面の安定性の検討を十

分に行った上で勾配を決定する必要がある。 

１）のり高が特に大きい場合 

２）のり面が割れ目の多い岩、流れ盤、風化の速い岩、侵食

に弱い土質、崩積土等である場合 

３）のり面に湧水等が多い場合 

４）のり面又はがけの上端に続く地盤面に雨水が浸透しやす

い場合 

表 切土のり面の勾配（擁壁の設置を要しない場合） 

のり高 

 

のり面の土質 

がけの上端からの垂直距離 

①Ｈ≦５ｍ ②Ｈ＞５ｍ 

軟岩（風化の著しいもの

は除く） 

８０度以下

（約1：0.2） 

６０度以下

（約1：0.6） 
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風化の著しい岩 
５０度以下 

（約1 : 0.9） 

４０度以下 

（約1：1.2） 

砂利、まさ土、関東ロー

ム、硬質粘土、その他こ

れらに類するもの 

４５度以下 

（約1：1.0） 

３５度以下 

（約1：1.5） 

Ⅵ·２ 切土のり面の安定性の検討 

切土のり面の安定性の検討に当たっては、安定計算に必要な

数値を土質試験等により的確に求めることが困難な場合が多

いので、一般に次の事項を総合的に検討した上で、のり面の安

定性を確保するよう配慮する必要がある。 

１）のり高が特に大きい場合 

地山は一般に複雑な地層構成をなしていることが多いの

で、のり高が大きくなるに伴って不安定要因が増してくる。

したがって、のり高が特に大きい場合には、地山の状況に応

じて次の２）～７）の各事項について検討を加え、できれば

余裕のあるのり面勾配にする等、のり面の安定化を図るよう

配慮する必要がある。 

２）のり面が割れ目の多い岩又は流れ盤である場合 

地山には、地質構造上、割れ目が発達していることが多く、

切土した際にこれらの割れ目に沿って崩壊が発生しやすい。

したがって、割れ目の発達程度、岩の破砕の度合、地層の傾

斜等について調査・検討を行い、周辺の既設のり面の施工実

績等も勘案の上、のり面の勾配を決定する必要がある。 

特に、のり面が流れ盤の場合には、滑りに対して十分留意

し、のり面の勾配を決定することが大切である。 

３）のり面が風化の速い岩である場合 

のり面が風化の速い岩である場合は、掘削時には硬く安定

したのり面であっても、切土後の時間の経過とともに表層か

ら風化が進み、崩壊が発生しやすくなるおそれがある。した

がって、このような場合には、のり面保護工により風化を抑

制する等の配慮が必要である。 

４）のり面が侵食に弱い土質である場合 

砂質土からなるのり面は、表面流水による侵食に特に弱く、

落石、崩壊及び土砂の流出が生じる場合が多いので、地山の

固結度及び粒度に応じた適切なのり面勾配とするとともに、

のり面全体の排水等に十分配慮する必要がある。 

５）のり面が崩積土等である場合 

崖すい等の固結度の低い崩積土からなる地山において、自

然状態よりも急な勾配で切土をした場合には、のり面が不安

定となって崩壊が発生するおそれがあるので、安定性の検討

を十分に行い、適切なのり面勾配を設定する必要がある。 

６）のり面に湧水等が多い場合 

湧水の多い箇所又は地下水位の高い箇所を切土する場合

には、のり面が不安定になりやすいので、のり面勾配を緩く

したり、湧水の軽減及び地下水位の低下のためののり面排水

工を検討したりする必要がある。 

７）のり面又はがけの上端に続く地盤面に雨水が浸透しやす

い場合 

切土によるのり面又は崖の上端に続く地盤面に砂層、礫層

等の透水性が高い地層又は破砕帯が露出するような場合に

は、切土後に雨水が浸透しやすくなり、崩壊の危険性が高く

なるので、のり面を不透水性材料で覆う等の浸透防止対策を

検討する必要がある。 

Ⅵ·３ 切土のり面の形状 

切土のり面の形状には、単一勾配ののり面及び土質により勾

配を変化させたのり面があるが、その採用に当たっては、のり

面の土質状況を十分に勘案し、適切な形状とする必要がある。 

なお、のり高が大きい切土のり面では、のり高５メートル程

度ごとに幅１～２メートルの小段を設けることが一般的であ

る。 

Ⅵ·４ 切土の施工上の留意事項 

切土の施工に当たっては、事前の調査のみでは地山の状況を

十分に把握できないことが多いので、施工中における土質及び

地下水の状況の変化には特に注意を払い、必要に応じてのり面

勾配を変更する等、適切な対応を図るものとする。 

なお、次のような場合には、施工中にすべり等が生じないよ

う留意することが大切である。 

１）岩盤の上を風化土が覆っている場合 

２）小断層、急速に風化の進む岩及び浮石がある場合 

３）土質が層状に変化している場合 

４）湧水が多い場合 

５）表面はく離が生じやすい土質の場合 

６）積雪・寒冷地域の場合 

Ⅵ·５ 切土のり面の維持管理 

土地の所有者、管理者又は占有者は、切土のり面における災

害が生じないよう適切な維持管理により、土地の保全に努める

必要がある。 

なお、災害の防止のため必要があると認める場合においては、

都道府県知事はその土地の所有者、管理者、占有者、工事主又

は工事施行者に対し、盛土規制法に基づき、災害の防止のため

必要な措置をとることを勧告できる。 

Ⅶ のり面保護工及びその他の地表面の措置 

Ⅶ·１ のり面保護工及びその他の地表面の措置の基本的な考

え方 

開発事業等により土地の造成を行う場合、裸地となることで

侵食や洗堀が生じ、これらの拡大により崩壊が発生することが
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懸念される。このため、のり面その他の地表面にかかわらず、

のり面保護工により保護する必要がある。 

開発事業等に伴って生じる崖面については、擁壁（これによ

り難い場合は「Ⅸ 崖面崩壊防止施設」）で覆うことを原則と

しつつ、擁壁等で覆わない場合には、その崖面が風化、侵食等

により不安定化することを抑制するため、のり面緑化工又は構

造物によるのり面保護工でがけ面を保護するものとする。 

また、開発事業等に伴って生じる崖面以外の地表面について

も、侵食等により不安定化することを抑制するため、のり面緑

化工等により地表面を保護するものとする。 

Ⅶ·２ のり面保護工の種類 

のり面保護工の種類としては、のり面緑化工、構造物による

のり面保護工及びのり面排水工がある。 

Ⅶ·３ のり面保護工の選定 

のり面保護工は、のり面の勾配、土質、気象条件、保護工の

特性、将来の維持管理等について総合的に検討し、経済性・施

工性にすぐれた工法を選定するものとする。 

工法の選定に当たっては、次の各事項に留意することが大切

である。 

１）植生可能なのり面では、植生の被覆効果及び根系の緊縛

効果がのり面の安定性向上に寄与することに着目し、のり

面緑化工の選定を基本とする。ただし、植生に適さないの

り面又はのり面緑化工では安定性が確保できないのり面

では、構造物によるのり面保護工を選定する。 

２）のり面緑化工及び構造物によるのり面保護工では、一般

にのり面排水工が併設される。 

３）同一のり面においても、土質及び地下水の状態は必ずし

も一様でない場合が多いので、それぞれの条件に適した工

法を選定する必要がある。 

Ⅶ·４ のり面緑化工の設計・施工上の留意事項 

のり面緑化工の成否は、植物の生育いかんによるため、その

設計・施工に当たっては、次の各事項に留意することが大切で

ある。 

１）のり面緑化工の完成に必要な施工場所の立地条件を調査

すること 

２）のり面の勾配は、なるべく４０度（約１：1.2）より緩

くすること 

３）のり面の土質は、植物の生育に適した土壌とすること 

４）植物の種類は、活着性がよく、生育の早いものを選定す

ること 

５）施工時期は、なるべく春期とし、発芽に必要な温度·水

分が得られる範囲で、可能な限り早い時期とすること 

６）発芽·・生育を円滑に行うために、条件に応じた適切な

補助工法を併用すること 

７）日光の当たらない場所等植物の生育の困難な場所は避け

ること 

Ⅶ·５ 構造物によるのり面保護工の設計・施工上の留意事項 

構造物によるのり面保護工の設計・施工に当たっては、のり

面の勾配、土質、湧水の有無等について十分に検討することが

大切である。 

Ⅶ·６ のり面排水工の設計・施工上の留意事項 

のり面排水工の設計・施工に当たっては、次の各事項に留意

することが大切である。 

１）湧水及び地下水の状況を把握するため、事前に十分な調

査を行うこと 

２）崖の上端に続く地表面には、その崖の反対方向に雨水そ

の他の地表水が流れるよう、地盤に勾配を付すること。た

だし、崖の反対方向へ地盤の勾配を付することが困難な場

合は、のり面へ雨水その他の地表水が入らないように、適

切に排水施設を設置すること 

３）のり面を流下する地表水は、のり肩及び小段に排水溝を

設けて排除すること 

４）浸透水は、地下の排水施設により速やかに地表の排水溝

に導き排除すること 

５）のり面排水工の流末は、十分な排水能力のある排水施設

に接続すること 

Ⅶ·７ 崖面以外の地表面に講ずる措置 

開発事業等に伴って生じる地表面は、裸地となることにより、

風化、雨水等による侵食や洗掘が生じやすい。侵食や洗掘が進

行した場合、崩壊が生じる可能性がある。このため崖面以外の

地表面についても、侵食や洗堀を防止するため、排水施設等の

設置により適切に排水を行うとともに、植生工等により地表面

を保護する必要がある。 

特に、太陽光発電施設等の施設が設置される地盤については、

施設の設置に伴う雨水の流出量の増大等が生じ、侵食を生じや

すくなることが想定されるため、十分な検討を行うことが大切

である。 

なお、次の各事項に該当するものは、地表面の保護を要さな

い。 

１）排水勾配を付した盛土又は切土の上面 

２）道路の路面の部分その他の地表面を保護する必要がない

ことが明らかなもの 

３）農地等で植物の生育が確保される地表面 

Ⅷ 擁壁 

Ⅷ·１ 擁壁の基本的な考え方 

開発事業等において、次のような「崖」が生じた場合には、
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崖面の崩壊を防ぐために、原則としてその崖面を擁壁で覆わな

ければならない。 

１）盛土をした土地の部分に生ずる高さが１メートルを超え

る「崖」 

２）切土をした土地の部分に生ずる高さが２メートルを超え

る「崖」 

３）盛土と切土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが２

メートルを超える「崖」 

ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなる崖の部分

で、「Ⅵ·１ 切土のり面の勾配」の表に該当する崖面について

は、擁壁を設置しなくてもよい。また、対象の崖面において、

基礎地盤の支持力が小さく擁壁設置後に壁体に変状が生じて

その機能及び性能の維持が困難となる場合や、地下水や浸透水

等を排除する必要がある場合等、擁壁の適用に問題がある場合、

擁壁に代えて、「Ⅸ 崖面崩壊防止施設」を適用する。 

Ⅷ·２ 擁壁の種類及び選定 

擁壁は、材料、形状等により、鉄筋コンクリート造、無筋コ

ンクリート造、練積み造等に分類される。 

擁壁の選定に当たっては、開発事業等実施区域の適用法令、

設置箇所の自然条件、施工条件、周辺の状況等を十分に調査す

るとともに、関係する技術基準等を考慮し、擁壁に求められる

安全性を確保できるものを選定しなければならない。 

Ⅷ·３ 擁壁の設計及び施工 

Ⅷ·３·１ 擁壁の設計・施工上の一般的留意事項 

擁壁の設計・施工に当たっては、擁壁に求められる性能に応

じて、擁壁自体の安全性はもとより擁壁を含めた地盤及び斜面

全体の安全性についても総合的に検討することが必要である。 

また、擁壁の基礎地盤が不安定な場合には、必要に応じて基

礎処理等の対策を講じなければならない。 

Ⅷ·３·２ 鉄筋コンクリート造等擁壁の設計及び施工 

Ⅷ·３·２·１ 鉄筋コンクリート造等擁壁の設計上の一般的留意

事項 

鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造擁壁（以下「鉄

筋コンクリート造等擁壁」という。）の設計に当たっては、土

質条件、荷重条件等の設計条件を的確に設定した上で常時及び

地震時における擁壁の要求性能を満足するように、次の各事項

についての安全性を検討するものとする。 

１）土圧、水圧、自重等（以下「土圧等」という。）によっ

て擁壁が破壊されないこと 

２）土圧等によって擁壁が転倒しないこと 

３）土圧等によって擁壁の基礎が滑らないこと 

４）土圧等によって擁壁が沈下しないこと 

Ⅷ３·２·２ 鉄筋コンクリート造等擁壁に作用する土圧等の考

え方 

１）擁壁に作用する土圧は、擁壁背面の地盤の状況にあわせ

て算出するものとし、次の各事項に留意する。 

① 盛土部に設置される擁壁は、裏込め地盤が均一である

として土圧を算定できる。 

② 切土部に設置される擁壁は、切土面の位置及び勾配、

のり面の粗度、湧水及び地下水の状況等に応じて、適切な

土圧の算定方法を検討しなければならない。 

③ 地震時土圧を試行くさび法によって算定する場合は、

土くさびに水平方向の地震時慣性力を作用させる方法を

用い、土圧公式を用いる場合においては、岡部・物部式に

よることを標準とする。 

２）擁壁背面の地盤面上にある建築物、工作物、積雪等の積

載荷重は、擁壁設置箇所の実状に応じて適切に設定するも

のとする。 

３）設計に用いる地震時荷重は、１）③で述べた地震時土圧

による荷重、又は擁壁の自重に起因する地震時慣性力に常

時の土圧を加えた荷重のうち大きい方とする。 

Ⅷ·３·２·３ 鉄筋コンクリート造等擁壁の底版と基礎地盤との

摩擦係数 

擁壁底版と基礎地盤との摩擦係数は、原則として土質試験結

果に基づき、次式により求める。 

μ＝tanφ（φ：基礎地盤の内部摩擦角） 

ただし、基礎地盤が土の場合は、0.6を超えないものとする。 

なお、土質試験がなされない場合には、盛土規制法施行令別

表第３の値を用いることができる。 

Ⅷ·３·２·４ 鉄筋コンクリート造等擁壁の施工上の留意事項 

鉄筋コンクリート造等擁壁の施工に当たっては、次の各事項

に留意することが大切である。 

１）地盤（地耐力等） 

土質試験等により原地盤が設計条件を満足することを

確認する。 

２）鉄筋の継手及び定着 

主筋の継手部の重ね⾧さ及び末端部の定着処理を適切

に行う。 

３）伸縮継目及び隅角部の補強 

 伸縮継目は適正な位置に設け、隅角部は確実に補強する。 

４）コンクリート打設、打継ぎ、養生等 

コンクリートは、密実かつ均質で十分な強度を有するよ

う、打設、打継ぎ、養生等を適切に行う。 

５）擁壁背面の埋戻し 

擁壁背面の裏込め土の埋戻しは、所定のコンクリート強

度が確認されてから行う。また、沈下等が生じないように
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十分に締固める。 

６）排水 

擁壁背面の排水をよくするため、透水層、水抜き穴等を

適切な位置に設ける。 

７）その他 

崖又は他の擁壁の上部に近接して設置される擁壁につ

いては、下部の崖又は擁壁に影響を与えないよう十分注意

する。 

Ⅷ·３·２·５ 鉄筋コンクリート造等擁壁の基礎工の設計 

鉄筋コンクリート造等擁壁の基礎は、直接基礎とすることを

原則とする。また、直接基礎は良質な支持層上に設けることを

原則とするが、軟弱地盤等で必要地耐力が期待できない場合は、

地盤の安定処理又は置換によって築造した改良地盤に直接基

礎を設ける。また、直接基礎によることが困難な場合は、杭基

礎を考慮する。 

Ⅷ·３·３ 練積み造擁壁の設計及び施工 

Ⅷ·３·３·１ 練積み造擁壁の設計上の留意事項 

間知石練積み造擁壁その他の練積み造擁壁の構造は、勾配、

背面の土質、高さ、擁壁の厚さ、根入れ深さ等に応じて適切に

設計するものとする。 

ただし、原則として地上高さは５メートルを限度とする。 

なお、擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁には、

鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁の滑り及

び沈下に対して安全である基礎を設けるものとする。 

また、崖の状況等により、はらみ出しその他の破壊のおそれ

があるときには、適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え壁を

設ける等の措置を講じる必要がある。 

Ⅷ·３·３·２ 練積み造擁壁の施工上の留意事項 

練積み造擁壁の施工に当たっては、次の各事項に留意するこ

とが大切である。 

１）丁張り 

擁壁の勾配及び裏込めコンクリート厚等を正確に確保

するため、表丁張り及び裏丁張りを設置する。 

２）裏込めコンクリート及び透水層 

裏込めコンクリート及び透水層の厚さが不足しないよ

う、組積み各段の厚さを明示した施工図を作成する。 

３）抜型枠 

裏込めコンクリートが透水層内に流入してその機能を

損なわないよう、抜型枠を使用する。 

４）組積み 

組積材（間知石等の石材）は、組積み前に十分水洗いを

する。また、擁壁の一体性を確保するために、芋目地がで

きないよう組積みをする。 

５）施工積高 

１日の工程は、積み過ぎにより擁壁が前面にせり出さな

い程度にとどめる。 

６）水抜き穴の保護 

コンクリートで水抜き穴を閉塞しないよう注意し、また、

透水管の⾧さは、透水層に深く入り過ぎないようにする。 

７）コンクリート打設 

胴込めコンクリート及び裏込めコンクリートの打設に

当たっては、コンクリートと組積材とが一体化するよう十

分締固める。 

８）擁壁背面の埋戻し 

擁壁背面の埋戻し土は胴込めコンクリート及び裏込め

コンクリートが安定してから施工するものとし、十分に締

固めを行い、常に組積みと並行して施工する。 

９）養生 

胴込めコンクリート及び裏込めコンクリートは、打設後

直ちに養生シート等で覆い、十分養生する。 

10）その他 

崖又は他の擁壁の上部に近接して設置される擁壁につ

いては、下部の崖又は擁壁に有害な影響を与えないよう十

分注意する。 

Ⅸ 崖面崩壊防止施設 

Ⅸ·１ 崖面崩壊防止施設の基本的な考え方 

崖面崩壊防止施設は、地盤の変動が生じた場合においても崖

面と密着した状態を保持することができ、地下水を有効に排除

することが可能な構造を有する。本施設は、対象の崖面におい

て、基礎地盤の支持力が小さく不同沈下等により擁壁設置後に

壁体に変状が生じてその機能及び性能の維持が困難となる場

合や、地下水や浸透水等を排除する必要がある場合等、擁壁の

適用に問題がある場合、擁壁に代えて設置する。ただし、住宅

建築物を建築する宅地の地盤に用いられる擁壁の代替施設と

しては利用できない。 

崖面崩壊防止施設は、擁壁と同様に、土圧等により損壊、転

倒、滑動又は沈下しない構造とする。また、崖面崩壊防止施設

の設置に当たっては、大量の土砂等を固定することやその他の

工作物の基礎とすること等で過大な土圧が発生する場合や、保

全対象に近接すること等で重要な施設に位置付けられる場合

等は、適用性を慎重に判断する必要がある。 

Ⅸ·２ 崖面崩壊防止施設の種類及び選定 

崖面崩壊防止施設の工種は、鋼製枠工や大型かご枠工、ジオ

テキスタイル補強土壁工等がある。 

崖面崩壊防止施設の選定に当たっては、開発事業等実施地区

の適用法令、設置箇所の自然条件、施工条件、周辺の状況等を
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十分に調査するとともに、関係する技術基準等を考慮し、崖面

崩壊防止施設に求められる安定性を確保できるものを選定し

なければならない。また、その構造上、過大な土圧が発生する

場合や、保全対象に近接すること等で重要な施設に位置付けら

れる場合等は適用性が低いことに注意が必要である。 

特に、設置箇所と保全対象との位置関係等について調査し、

必要な強度、耐久性等について十分な検討が必要である。 

Ⅸ·３ 崖面崩壊防止施設の設計・施工上の留意事項 

崖面崩壊防止施設の設計・施工に当たっては、崖面崩壊防止

施設の種類によって設計方法や材料が異なるため、選定した崖

面崩壊防止施設に応じた安定性の検討が必要である。また、必

要に応じて、崖面崩壊防止施設自体の安定性はもとより崖面崩

壊防止施設を含めた地盤面全体の安定性についても総合的に

検討する。 

崖面崩壊防止施設自体の安定性については、土質条件、荷重

条件等の設計条件を的確に設定した上で常時及び地震時にお

ける崖面崩壊防止施設の要求性能を満足するように、次の各事

項についての安定性を検討するものとする。 

１）土圧等によって崖面崩壊防止施設が損壊しないこと 

２）土圧等によって崖面崩壊防止施設が転倒しないこと 

３）土圧等によって崖面崩壊防止施設の基礎が滑らないこと 

４）土圧等によって崖面崩壊防止施設が沈下しないこと 

山地・森林等で設置する場合は、山地・森林の場が有する特

性に考慮した設計・施工を行う必要がある。 

Ⅹ 軟弱地盤対策 

Ⅹ·１ 軟弱地盤の概念 

軟弱地盤は、盛土及び構造物の荷重により大きな沈下を生じ、

盛土端部がすべり、地盤が側方に移動する等の変形が著しく、

開発事業等において十分注意する必要がある地盤である。 

なお、地震時に液状化が発生するおそれのある砂質地盤につ

いては一種の軟弱地盤と考えられ、必要に応じて別途検討する

ものとする。 

Ⅹ·２ 軟弱地盤の分布及び特徴 

Ⅹ·２·１ 軟弱地盤の分布 

軟弱地盤は、一般に、河川沿いの平野部、海岸沿いの平坦な

土地、湖沼、谷等に分布する場合が多い。 

また、軟弱地盤は、地下水位が高く冠水等の障害が起こりや

すいので、土地利用状況からみると低平な水田又は荒地になっ

ていることが多い。 

Ⅹ·２·２ 軟弱地盤の特徴 

軟弱地盤を構成する土層は、ここ数千年の間に堆積したもの

が多い。 

また、軟弱地盤はその地形的分布、土質等から、泥炭質地盤、

粘土質地盤及び砂質地盤に大別できる。 

しかし、同質の地盤であっても、その土質の性状等の特徴は、

軟弱地盤の生成された環境によって大きく異なるのが一般的

である。 

Ⅹ·３ 軟弱地盤対策の検討手順 

軟弱地盤の分布が予想される箇所で開発事業等を行う場合、

あるいは開発事業等に伴う事前の調査ボーリングの結果から

地層に粘土等の存在が明らかになった場合には、標準貫入試験、

スクリューウエイト貫入試験、コーン貫入試験等の調査を行っ

て、軟弱地盤であるかどうかを判定する。 

その結果、軟弱地盤と判定された場合には、さらに沈下量、

沈下時間、安定性等について検討を行い、適切な対策を講じる

ものとする。 

Ⅹ·４ 軟弱地盤の判定に必要な調査 

軟弱地盤の判定は、標準貫入試験、スクリューウエイト貫入

試験、コーン貫入試験等の結果に基づき行うものとする。 

これらの試験等による判定が困難な場合には、必要に応じて

土質試験を行い判定するものとする。 

Ⅹ·５ 軟弱地盤の判定の目安 

軟弱地盤の判定の目安は、地表面下１０メートルまでの地盤

に次のような土層の存在が認められる場合とする。 

１）有機質土・高有機質土 

２）粘性土で、標準貫入試験で得られるＮ値が２以下、スク

リューウエイト貫入試験において１００kg以下の荷重で

自沈するもの、又はオランダ式二重管コーン貫入試験にお

けるコーン指数（qc）が４kgｆ／cm2 以下のもの 

３）砂質土で、標準貫入試験で得られるＮ値が１０以下、ス

クリューウエイト貫入試験において半回転数（Nsw）が５

０以下のもの、又はオランダ式二重管コーン貫入試験にお

けるコーン指数（qc）が４０kgｆ／cm2 以下のもの 

なお、軟弱地盤の判定に当たって土質試験結果が得られてい

る場合には、そのデータも参考にすること。 

Ⅹ·６ 軟弱地盤対策の検討 

Ⅹ·６·１ 軟弱地盤対策の基本的な考え方 

軟弱地盤対策に当たっては、地盤の条件、土地利用計画、施

工条件、環境条件等を踏まえて、沈下計算及び安定計算を行い、

隣接地も含めた造成上の問題点を総合的に検討する。 

その結果、盛土、構造物等に対する有害な影響がある場合は、

対策工の検討を行うものとする。 

Ⅹ·６·２ 沈下量、沈下速度等の検討 

軟弱地盤において開発事業等を実施する場合には、圧密沈下

が⾧期間にわたり、将来的に重大な影響を及ぼすおそれもある

ので、盛土、構造物の荷重等による圧密沈下量及び圧密沈下速
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度を検討するとともに、許容残留沈下量を満足するのに要する

時間を設計段階で把握しておく必要がある。 

Ⅹ·６·３ 許容残留沈下量 

軟弱地盤において開発事業等を実施する場合には、残留沈下

によって家屋及び構造物に有害な影響を及ぼさないようにし

なければならない。 

許容残留沈下量の設定に当たっては、事業計画及び地盤条件

を十分考慮し、家屋及び構造物の構造、重要性及び工事費、土

地の処分時期等を総合的に評価した上で適切な値を定める必

要がある。 

Ⅹ·６·４ 沈下量の計算方法 

盛土荷重による軟弱地盤の沈下量の計算には、通常、次の三

つの方法が用いられている。 

１）間げき比（ｅｏ）を主とした式 

２）圧縮指数（ｃｃ）を使用した式 

３）体積圧縮係数（ｍｖ）を使用した式 

Ⅹ·６·５ 沈下時間の計算方法 

盛土荷重による軟弱地盤の沈下時間の計算は、一般に、次式

に示す一次圧密解析法によって行われる。 

ｔ＝ D2／Cv·Tv 

ここに、 

t ：任意の平均圧密度（Ｕ）に達するのに要する時間（日） 

D：圧密層の最大排水距離（cm） 

Ｄ＝Ｈ／２（両面排水条件）、 

Ｄ＝Ｈ（片面排水条件） 

H：圧密層厚（cm） 

Cv：圧密係数（cm2  ／日（圧密試験により求める）） 。 

Tv：平均圧密度（Ｕ）に応じた時間係数（通常は次表に示す

値を用いる。） 

Ｕ＝圧密層全体のある時間における沈下量の平均値／圧密層

全体の全沈下量の平均値 

表 平均圧密度（Ｕ）と時間係数（Tv）の関係 

Ｕ 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 

Tv 0.008 0.031 0.071 0.126 0.197 

0.60 0.70 0.80 0.90 0.95 1.00 

0.287 0.403 0.567 0.848 1.128 ∞ 

Ⅹ·６·６ 沈下の検討における留意事項 

沈下の検討に当たっては、次の各事項に留意する必要がある。 

１）計算値と現場における沈下との対応 

２）二次圧密等の⾧期沈下 

３）広域地盤沈下 

Ⅹ·６·７ 軟弱地盤上の盛土のり面付近の安定 

軟弱地盤に盛土を行う場合には、施工中、施工直後及び完成

後の将来にわたり、常にその安定性を確保しておくことが大切

である。 

Ⅹ·６·８ 安定計算の方法 

盛土端部の安定は、単一の円弧滑り面を想定した全応力法に

よる計算に基づいて検討することを標準とする。 

ただし、安定計算の結果のみを重視することなく、近隣又は

類似土質条件の施工実績、災害事例等を十分参考にすることが

大切である。 

Ⅹ·６·９ 安定計算における留意事項 

盛土端部の安定計算に当たっては、次の各事項に留意する必

要がある。 

１）軟弱層基盤の傾斜 

２）地盤強度の低下 

３）テンションクラック 

４）滑り面（臨界円）の位置 

５）盛土材料の強度の評価 

Ⅹ·６·10 軟弱地盤上の盛土端部の安全率 

盛土端部の底部破壊については常時の安全性を確保すると

ともに、最小安全率（Fs）は、大地震時にFs≧1.0とすること

を標準とする。 

Ⅹ·６·11 盛土周辺地盤への影響検討 

軟弱地盤上に盛土を行う際に、隣接地に家屋若しくは重要

な構造物がある場合又は盛土端部の安定計算によって求めら

れた安全率に十分な余裕のない場合には、周辺地盤への影響

について詳細な検討を行うとともに、必要に応じて試験盛土

により沈下及び側方変位の性状を把握して、適切な対策を講

ずることが大切である。 

Ⅹ·７ 軟弱地盤対策と土地利用計画等 

軟弱地盤対策を検討する場合には、土地利用計画、各構造物

の設計上の対応等を考慮するとともに、安全性、経済性、効果

等を勘案して、適切な対策を選定する必要がある。 

なお、その際には、開発事業等の計画から設計、施工及び維

持管理までの全般にわたる開発事業等の流れを念頭において

検討することが大切である。 

Ⅹ·８ 軟弱地盤対策工の選定 

Ⅹ·８·１ 対策工の選定の基本的な考え方 

対策工の選定に当たっては、軟弱地盤の性状、土地利用計画、

工期・工程、施工環境、経済性、施工実績等の諸条件を総合的

に検討することが必要である。 

Ⅹ·８·２ 対策工の目的及び種類 

対策工には、その目的によって、沈下対策を主とする工法、

安定対策を主とする工法、沈下及び安定の両者に対して効果を
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期待する工法等がある。 

Ⅹ·８·３ 対策工の選定手順 

対策工の選定に当たっては、まず、その必要性及び目的を明

確にし、地盤、施工等に関する諸条件を考慮して、いくつかの

対策工案を抽出する。 

次に、それらの対策工について詳細な比較検討を行うととも

に、総合的な判断に基づいて最適な工法を決定する。 

Ⅹ·８·４ 対策工の選定上の留意事項 

対策工の選定に当たっては、次の諸条件を十分に考慮するこ

とが大切である。 

１）地盤条件（土質、軟弱層厚、成層状態、基盤の傾斜等） 

２）宅地条件（土地利用、施設配置、盛土厚等） 

３）施工条件（用地、工費、工期、材料、施工深度等） 

４）環境条件（周辺環境、隣接地への影響等） 

Ⅹ·８·５ 周辺への影響防止 

軟弱地盤上の盛土の施工に伴う周辺環境への影響について

は、事前に十分な調査·検討を行い、いかなる場合においても

周辺施設に重大な影響を及ぼすことのないよう万全の対策を

とることが大切である。 

Ⅹ·９ 軟弱地盤対策の各工法の設計及び施工 

Ⅹ·９·１ 対策工の設計・施工上の留意事項 

対策工の設計に当たっては、その特徴を十分理解するととも

に、軟弱地盤の性質を的確に把握することが大切である。 

また、施工に際しても、かく乱等により地盤の性状を著しく

変化させ、設計時の条件と異なった状態とならないように十分

留意する必要がある。 

Ⅹ·９·２ 各工法の目的及び特徴 

Ⅹ·９·２·１ 表層処理工法 

表層処理工法は、軟弱地盤上の地表水の排除、盛土内の水位

低下、施工機械のトラフィカビリティの確保、軟弱地盤上の盛

土又は構造物の支持力確保等を目的として用いる。 

Ⅹ·９·２·２ 置換工法 

置換工法は、盛土端部の安定を短期間に確保する場合、盛土

層が薄く建物荷重や交通荷重による沈下が大きな問題となる

場合等において、軟弱土を良質材に置換える工法である。 

Ⅹ·９·２·３ 押え盛土工法 

押え盛土工法は、盛土端部の安定確保及び側方地盤の変形の

軽減を目的とする工法であり、用地に余裕がある場合及び施工

時の変状に対する応急対策として用いる。 

Ⅹ·９·２·４ 緩速載荷工法 

緩速載荷工法は、盛土端部の安定確保及び側方地盤の変形の

抑制を目的として、地盤の変形等を計測しながら盛土を施工す

る工法である。 

Ⅹ·９·２·５ 載荷重工法 

載荷重工法は、圧密沈下を促進して残留沈下を軽減する目的

で用いる工法である。 

Ⅹ·９·２·６ バーチカルドレーン工法 

バーチカルドレーン工法は、圧密沈下の促進及び地盤の強度

増加を目的として用いる工法である。 

Ⅹ·９·２·７ 締固め工法 

締固め工法は、盛土端部の安定を図ることを目的とする工法

であり、主にサンドコンパクションパイル工法が用いられてい

る。 

Ⅹ·９·２·８ 固結工法 

固結工法は、盛土端部の安定確保又は構造物基礎地盤の改良

を目的として用いる工法である。 

Ⅹ·10 軟弱地盤における施工管理 

Ⅹ·10·１ 施工管理の基本的な考え方 

軟弱地盤における工事の実施に当たっては、常に地盤の挙動

を監視し、異常が発見された場合には、早急にその原因を究明

して適切な対応を図るとともに、施工の推捗に応じて施工計画、

工法及び設計の修正又は変更を行うことが大切である。 

Ⅹ·10·２ 施工管理の内容 

軟弱地盤における施工管理では、軟弱地盤の性状、施工条件、

工期等を十分勘案した施工計画を立て、現場計測を主体として

地盤の安定及び沈下を管理することが大切である。 

Ⅹ·10·３ 計測管理の目的 

計測管理は、軟弱地盤の沈下量、側方変位量、強度等の経時

変化を測定し、その結果に基づき盛土の安定管理と沈下管理を

行うことを目的とする。 

Ⅹ·10·４ 安定管理の留意事項 

安定管理においては、盛土施工中、盛土の立上げ速度を適切

に管理して、基礎地盤の著しい変形及び滑りを未然に防止し、

常に安定した状態を保持することが大切である。 

Ⅹ·10·５ 沈下管理の留意事項 

沈下管理においては、動態観測により得た実測沈下量に基づ

き、設計時に見込んだ沈下量を修正して盛土量を管理するとと

もに、施工後に継続して生じる沈下量を推定し、残留沈下量の

適否を確認することが大切である。 

Ⅹ·10·６ 現場計測の方法 

現場計測に当たっては、盛土の規模、工期、設計段階におい

て予測された問題点等の諸条件を考慮して、計測項目、計器の

種類及び配置、測定時間及び頻度等を決定することが大切であ

る。 

また、計測管理に役立つよう、測定結果を速やかに整理する

ことも大切である。 
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Ⅹ·10·７ 盛土工の施工管理及び施工上の留意事項 

盛土工の施工管理は、盛土の品質管理試験によることを標準

とし、また、盛土工の施工に当たっては、次の各事項に十分留

意することが大切である。 

１）準備排水及び施工中の盛土面の排水 

２）盛土作業 

３）盛土端部の処理 

Ⅹ·10·８ 環境管理 

工事中の環境管理は、施工管理と一体として行うとともに、

次の各事項に留意して適切な処置を講じ、工事が円滑に進めら

れるようにすることが大切である。 

１）盛土に伴う周辺地盤の変位 

２）建設機械による騒音・振動 

３）土砂流出による水質汚濁 

Ⅹ·10·９ 試験盛土の目的 

試験盛土は、設計値と試験盛土による実測データとを比較し、

実測データが設計時の考え方に適合しているか等を検討する

ことにより、合理的な設計・施工方法を見出すことを主目的と

する。 

Ⅹ·10·10 試験盛土の方法 

試験盛土の方法は、試験の目的、盛土の規模、軟弱層の特性、

対策工の種類等によって異なり、一律に定められないが、盛土

施工に伴う軟弱地盤の挙動及び土性の変化等を詳細に把握で

きる方法を用いることが大切である。 

Ⅹ·11 地盤の液状化 

Ⅹ·11·１ 液状化対策の基本 

開発事業等に際しては、開発事業等実施地区及びその周辺域

において、地震時の液状化現象により悪影響を生じることを防

止・軽減するため、液状化に対する検討を行い、必要に応じて

適切な対策を行う必要がある。 

Ⅹ·11·２ 液状化地盤の確認・調査 

開発事業等に際しては、あらかじめ既存資料等により液状化

地盤の分布状況を確認するものとする。 

また、土地利用計画等を踏まえ、必要に応じて地盤調査、土

質試験等を行い、開発事業等実施地区及びその周辺域の液状化

地盤の分布、液状化発生の可能性に関する判定等を行うものと

する。 

さらに、液状化が発生すると、周辺地形等の条件によっては

地盤が側方流動することがあるため、地盤調査及び土質試験の

ほか、周辺地形等の調査も必要になる。 

Ⅹ·11·３ 液状化地盤の判定 

液状化地盤の判定は、標準貫入試験、スクリューウエイト貫

入試験、コーン貫入試験等の地盤調査結果、細粒分含有率試験

結果、地下水位の測定結果等を用いて行うことを標準とする。 

また、必要に応じて判定結果に基づく液状化地盤の分布を示

した地図（液状化マップ）を作成する。 

Ⅹ·11·４ 液状化対策工法の検討 

開発事業等実施地区又はその周辺域に液状化地盤が存在す

る場合には、地震時における地盤の液状化に伴う被害及び悪影

響の範囲並びに程度に関する十分な検討に基づき、土地利用計

画、経済性、構造物等の重要性等を総合的に勘案して対策工の

必要性及びその範囲並びに程度について検討し、適切な対策工

を選定するものとする。 

また、地盤の液状化による被害又は悪影響が著しい場合には、

土地利用計画を再検討することも必要である。 

なお、液状化対策は実施の時期として、開発事業の実施段階

で行う場合とその後の建築物等の建設段階で行う場合があり、

対策の方針として、液状化の発生そのものを抑制する方法と液

状化の発生を前提に建築物等の基礎構造で対応する方法、さら

に、それぞれを併用する方法があるため、最も適切な対応方法

について十分な検討が必要である。 

ⅩⅠ 自然斜面等への配慮 

山地・森林等では地形や地下構造が複雑な上、雨水や地下水

の流出過程も複雑である。さらに、山地斜面は、土質や植生等

の多様な要因の影響を受けて、微妙なバランスの上で安定性が

保たれている場合もある。山地・森林等における開発事業等に

際しては、このような山地・森林等の場が有する複雑性や脆弱

性を考慮した対応が必要であり、盛土等により造成される地盤

面のみならず、地形改変により周辺の自然斜面が不安定化する

等の影響を十分に調査し、自然斜面と盛土等を含めた全体の安

定を考慮する必要がある。 

特に、盛土等が周辺の雨水や地下水の流出過程の改変を引き

起こすことや、流域界を超えて地下水が流入する可能性がある

ことに留意が必要である。 

また、山地・森林、丘陵地等における開発事業等に際しては、

土砂災害に関する法指定区域等に十分留意して、適正な土地利

用を図る等、開発事業等実施地区の安全を確保する。また、関

係部局との相互の連携を充実させるものとする。 

ⅩⅡ 省略 

ⅩⅢ 工事施工中の防災措置 

ⅩⅢ·１ 工事施工中の防災措置の基本的な考え方 

開発事業等においては、一般に、広範囲にわたって地形、植

生状況等を改変するので、工事施工中の崖崩れ、土砂の流出等

による災害を防止することが重要である。したがって、気象、

地質、土質、周辺環境等を考慮して、適切な防災工法の選択、

施工時期の選定、工程に関する配慮等、必要な防災措置を工事
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に先行して講ずるとともに、防災体制の確立等の総合的な対策

により、工事施工中の災害の発生を未然に防止することが大切

である。 

ⅩⅢ·２ 工事施工中の仮の防災調整池等 

工事施工中においては、急激な出水、濁水及び土砂の流出が

生じないよう、周辺の土地利用状況、造成規模、施工時期等を

勘案し、必要な箇所については、濁水等を一時的に滞留させ、

あわせて土砂を沈澱させる機能等を有する施設を設置するこ

とが大切である。 

ⅩⅢ·３ 簡易な土砂流出防止工（流土止め工） 

周辺状況、工事現場状況等により、開発事業等実施地区外へ

土砂を流出させないようにするために、仮の防災調整池等によ

らず、ふとんかご等の簡易な土砂流出防止工（流土止め工）を

用いる場合には、地形、地質状況等を十分に検討した上で、そ

の配置及び形状を決定することが大切である。 

ⅩⅢ·４ 仮排水工 

工事施工中の排水については、開発事業等実施地区外への無

秩序な流出をできるだけ防ぐとともに、当該地区内への流入及

び直接降雨については、のり面の流下を避け、かつ、地下浸透

が少ないように、速やかに仮の防災調整池等へ導くことが大切

である。 

ⅩⅢ·５ のり面からの土砂流出等の防止対策 

人家、鉄道、道路等に隣接する重要な箇所には、工事施工中、

のり面からの土砂の流出等による災害を防止するために柵工

等の対策施設を設けることが大切である。 

ⅩⅢ·６ 表土等を仮置きする場合の措置 

工事施工中に、表土等の掘削土を開発事業等実施地区内に仮

置きするような場合には、降雨によりこれらの仮置土が流出し

たり、濁水の原因とならないように適切な措置を講じることが

大切である。 

ⅩⅢ·７ 工事に伴う騒音・振動等の対策 

工事現場周辺の生活環境に影響を及ぼし、住民への身体的・

精神的影響が大きいと考えられる次の各事項については、適用

法令を遵守するとともに、十分にその対策を講ずる必要がある。 

１）騒音 

２）振動 

３）水質汚濁、塵埃及び交通問題 

ⅩⅣ その他の留意事項 

ⅩⅣ·１ 注意すべきその他の地盤 

開発事業等実施地区内に、その工学的特徴について十分に配

慮しなければならないような地盤が存在する場合には、その安

全性等について十分な調査・検討を行うことが必要である。 

ⅩⅣ·２ 建設副産物に対する基本的な考え方 

開発事業等に伴う建設副産物は、その発生を抑制することが

原則であるが、やむを得ない場合は、積極的に再利用又は再資

源化を推進することにより資源の有効な利用確保を図るとと

もに、適正処理の徹底を行うことが重要である。また、他の建

設工事で発生した建設発生土を有効利用することは、建設発生

土の需要を拡大し、不法な盛土等の発生の防止を図る上でも重

要である。 

ⅩⅣ·３ 建設発生土の搬出先の明確化 

建設発生土の取扱いについては、不法な盛土等の発生及び建

設発生土の不適正な利用等を防止する観点から、搬出先の適正

確保と資源としての有効活用を一体的に図っていくことが建

設発生土の不適正処理の防止に効果的である。 

公共工事においては、工事の発注段階で建設発生土の搬出先

を指定する等の指定利用等の徹底を図ることが重要である。そ

の他、継続的に大規模な建設工事を発注している民間発注者に

おいては、公共工事の発注者と同様に、指定利用等の取組の実

施や、それが困難な場合でも元請業者により建設発生土の適正

処理が行われることを確認することが重要である。 

また、公共及び民間工事において、元請業者は資源の有効な

利用の促進に関する法律等に基づく再生資源利用促進計画制

度により、建設発生土を一定規模以上搬出する建設工事につい

て搬出先の明確化を図るものとする。 

ⅩⅣ·４ 環境に対する配慮 

開発事業等における防災措置の実施に当たっては、周辺景観

との調和に配慮するとともに、開発事業等実施地区及び周辺の

自然環境の保全に努めるものとする。 

ⅩⅤ 施工管理と検査 

ⅩⅤ·１ 施工管理 

ⅩⅤ·１·１ 施工管理の基本的な考え方 

工事の実施に当たっては、所定の工期内に安全かつ効率的に

工事を進め、所要の品質を確保し、許可の内容に適合するよう

完成させるため、適切な施工管理を行うことが大切である。 

特に、工事中を含め、災害の防止のための施工管理が重要で

ある。 

ⅩⅤ·１·２ 施工管理上の留意事項 

開発事業等実施地区における災害を防止するために必要な

施工管理は、気象、地形、地質等の自然条件、開発事業等実施

地区の規模、資金計画等を考慮した上で、施工時期及び工程の

調整、防災体制の確立等をあわせた総合的な対策を立て適切に

行うことが大切である。 

施工管理における主な留意事項は次のとおりである。 

１）常に工事の進捗状況を把握し、計画と対比しながら必要

な対策をとること 
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２）各工種間の相互調整を図り、不良箇所が発生したり、手

戻りとなったりしないよう注意すること 

３）定期的及び必要に応じて測定、試験等を行い、災害防止

のため必要な措置を確実かつ効率的に行うこと 

４）降雨予測等の気象情報に注意するとともに、自然現象の

変化に適切に対応して、可能な限り事前に災害防止対策を

施すよう努めること 

５）工事の経過、計画変更、対策の内容等について図面・写

真等の関係図書を整備し、工事の内容を明らかにしておく

こと 

６）工事の進捗に応じ、適切に検査及び定期報告を実施する

必要があるため、検査時期及び工程の調整を綿密に行うこ

と 

７）その他、開発事業等実施地区周辺への配慮も行うこと 

ⅩⅤ·２ 検査・定期報告 

ⅩⅤ·２·１ 検査・定期報告の基本的な考え方 

検査は、開発事業等が盛土規制法又は都市計画法の許可の内

容に適合し、適正に施工されていることを確認するため、盛土

及び切土工事の各段階で行う中間検査と工事完了時に行う完

了検査を行うものとする。また、工事完了時までの３か月ごと

に定期報告を行うものとする。 

ⅩⅤ·２·２ 検査・定期報告の方法 

検査は、一般に、設計・施工についての図面・写真等の関係

図書による審査、目的物の目視及び検測により行われる。また、

必要に応じて破壊検査が考慮される場合がある。 

ⅩⅤ·２·２·１ 中間検査 

中間検査は、施工後に確認することのできない箇所について

行うものであり、盛土及び切土の安定性にかかわる重要な検査

となる。また、中間検査の結果により是正対策が必要と判断さ

れる場合は、是正後に改めて再検査を実施し、検査完了後に次

の施工工程に進む必要がある。 

中間検査の対象となる特定工程は、盛土及び切土における暗

渠排水等の排水施設を設置する工事の工程であり、その他各自

治体が条例で定める特定工程についても対象とする。 

ⅩⅤ·２·２·２ 完了検査 

完了検査は当該工事が開発事業等の許可の内容に適合して

いることを判定するものであり、本検査においては盛土及び切

土の安定及び機能に影響を及ぼすことのないことを確認する

必要がある。 

ⅩⅤ·２·２·３ 定期報告 

定期報告は、工事完了時までの３か月ごとに、工事の進捗状

況等について定期報告書を用いて報告を行う。また、定期報告

の結果により対策が必要と判断される場合は、対策に応じる必

要がある。 

定期報告の対象となる報告事項は、報告の時点における盛土

又は切土の高さ、面積及び土量、並びに擁壁等に関する工事の

進捗状況であり、その他各自治体が条例で定める報告事項につ

いても対象とする。 

ⅩⅤ·２·３ 検査・定期報告に当たっての留意事項 

検査・定期報告は、工事の施工全般に対して効率的かつ確実

に行い、その実施に当たっては、特に、次の各事項に留意する

ことが大切である。 

１）開発事業者等（工事の施工者）に、工事内容、出来形等

について裏付けとなる関係図書を整備させること 

２）検査に当たっては、工事の責任者等工事内容の説明でき

る者に立会いを求めること 

３）工事の途中において行う中間検査は、進渉状況、工程等

を考慮して適切な時期に行うこと 

４）検査・定期報告の結果、不適当な箇所がある場合には、

速やかに必要な対策を講じさせ、再度、検査・確認を行う

こと 

ⅩⅥ 土石の堆積 

ⅩⅥ·１ 土石の堆積の定義 

土石の堆積とは、盛土規制法で指定される規制区域において

行われる、一定期間を経過した後に除却することを前提とした、

土石を一時的に堆積する行為である。 

なお、土石の堆積の許可期間は最大５年とする。 

ⅩⅥ·２ 土石の堆積の基本的な考え方 

土石の堆積は、行為の性質上、締固め等の盛土の崩壊防止に

資する技術的基準を適用することは適当ではないことを踏ま

え、崩壊時に周辺の保全対象に影響を及ぼさないよう空地や措

置を設けることを基本とする。 

堆積箇所の選定に当たっては、法令等による行為規制、自然

条件、施工条件、周辺の状況等を十分に調査するとともに、関

係する技術基準等を考慮し、周辺への安全性を確保できるよう

検討する必要がある。 

土石を堆積する土地（空地を含む）の地盤の勾配は10分の１

以下とする。ただし、堆積した土石の崩壊が生じないよう設計

する場合はこの限りではない。また、地表水等の浸透による緩

み等が生じない措置が必要である。 

土石の堆積形状は、周辺の安全確保を目的とし、次のいずれ

かによる周辺の安全確保及び柵等の設置が必要である。 

１）堆積する土石の高さが５メートル以下の場合、当該高さ

を超える幅の空地の設置 

２）堆積する土石の高さが５メートル超の場合、当該高さの

２倍を超える幅の空地の設置 
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なお、これらの措置については、鋼矢板等その他必要な措置

に代えることができる。 

また、雨水その他の地表水により土石の崩壊が生じないよう、

適切な排水措置等が必要である。 

ⅩⅥ·３ 土石の堆積の設計・施工上の留意事項 

土石の堆積の設計・施工に当たっては、次の各事項に留意す

ることが大切である。 

１）原地盤の処理 

  堆積の基礎となる原地盤の状態は、現場によって様々で

あるので、現地踏査、土質調査等によって原地盤の適切な

把握を行うこと。 

２）計画 

  周辺の安全確保が可能な堆積形状や空地、土石の崩壊に

伴う流出を防止する措置を計画すること。 

  雨水その他の地表水により土石の崩壊が生じないよう、

適切な排水措置等を行い、堆積した土石の安定を図ること。 

  堆積する土石の安全な運搬経路を確保すること。 

３）土石の受け入れ 

  堆積する土石を受け入れる際には、土石が計画の材質で

あることを確認すること。 

ⅩⅥ·４ 堆積した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する措

置 

ⅩⅥ·４·１ 定義 

堆積した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置とは、

空地を設けない場合や土石を堆積する土地（空地を含む）の地

盤の勾配が10分の１を超える場合において、堆積した土石の流

出等を防止することを目的とした措置である。 

ⅩⅥ·４·２ 種類と選定 

堆積した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する代表的な

措置として、次のものが挙げられる。 

１）地盤の勾配が10分の１を超える場合の措置 

  土石の堆積を行う面（鋼板等を使用したものであって、

勾配が10分の１以下であるものに限る。）を有する堅固な

構造物を設置する措置その他の堆積した土石の崩壊を防

止すること。 

  措置の選定に当たっては、設置箇所の自然条件、施工条

件、周辺の状況等を十分に調査するとともに、堆積する土

石の土圧等に十分に耐えうる措置を選定しなければなら

ない。 

２）空地を設けない場合の措置 

 ① 堆積した土石の周囲にその高さを超える鋼矢板又はこ

れに類する施設を設置すること。 

 ② 堆積した土石の斜面の勾配を土質に応じた安定を保つ

ことができる角度以下とし、堆積した土石を防水性のシー

トで覆うこと等により、雨水その他の地表水が侵入するこ

とを防ぐこと。 

ⅩⅥ·４·３ 設計・施工方法 

堆積した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置の設

計・施工に当たっては、土石の最大堆積時に発生する土圧等に

対して、堆積した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置

に求められる性能に応じた安全性の検討が必要である。 

ⅩⅥ·４·４ 検査方法 

堆積した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置の施

工完了時には、適切な施工がされているか検査を実施する。検

査方法は各基準に準拠したものとする。 

ⅩⅥ·５ 土石の堆積の検査・定期報告 

土石の堆積が許可時の最大形状内に収まっていること、堆積

した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置等が適正に

施工されていること、堆積行為が計画どおりに運用されている

ことを確認するため、工事完了時まで３か月ごとに定期的に報

告を行わせる必要がある。また、堆積した土石の崩壊やそれに

伴う流出を防止する措置の設置完了時には検査を行う必要が

ある。 

定期報告は、一般に、設計・施工についての図面・写真等の

関係図書の提出により行われる。 

検査・定期報告は、工事の施工全般とその後の運用に対して

効率的かつ確実に行い、その実施に当たっては、特に次の各事

項に留意することが大切である。 

１）堆積事業者（工事の施工者）に、工事内容、堆積形状に

ついて裏付けとなる関係図書を整備させること 

２）堆積した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置の

検査に当たっては、工事の責任者等工事内容の説 

明できる者に立会いを求めること 

３）堆積した土石の運用状況を正確に報告させ、計画から逸

脱していないかを確認すること 

４）土石の除却完了時には、完了確認を実施すること 

５）検査・定期報告の結果、不適当な箇所がある場合には、

速やかに必要な対策を講じさせ、再度、検査・確認を求め

ること 


